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本作品は、縦書き表示での閲覧を推奨いたします。横書き表示にした際には、表示が一部くずれる恐れがあります。




ご利用になるブラウザまたはビューワにより、表示が異なることがあります。





[image: ]





[image: ]





はじめに





この本はいったいなんなのか？







　おそらく読者諸氏のほとんどが、麗しいカバーイラストに惹ひかれてこの本を手に取り、甘酸っぱいラブコメでも期待してページを開いたことだろう。まずははじめまして、あたしは天てん王のう寺じ狐こ徹てつ。生徒会長だ。そしてご愁傷さま。本書はラブコメではないどころかそもそも小説ですらない。講談社ラノベ文庫から刊行され、まったく小説と同じ装丁で、たぶん書店でも小説と同じ棚に並べて置かれているだろうけれど、これは教科書だ。民主主義と憲法に関する解説書なんだ。





＊






　このところ、日本でも憲法に関する議論が活発に交わされるようになってきた。政府は２０２０年までの改憲を目標に掲げているし、これに対して改憲派も護憲派も入り乱れて右から左からの大論戦が日夜繰り広げられている。

　議論が盛り上がること自体はとてもいいことだ。

　でも、憂慮すべき点も多い。日本での改憲議論というときまって『第９条』、平和がどうの戦争がどうの戦力がどうの自衛隊がどうの、という話にばかり終始してしまう。

　防衛は国政の大事な一要素ではあるけれど、すべてではない。なのに他の話がまるで出てこないようでは、まともな議論とは呼べない。

　どうしてまともな議論が出てこないのだろう？

　それは、日本人の大部分が『憲法というのはいったいなんなのか』『民主主義というのはけっきょくどういうものなのか』といった基礎知識を持っていないからだ。たとえばサッカーをやったこともない、見たこともない、ルールもよく知らない人々が、オフサイドを廃止するべきかどうかだけを延々話し合っている──今の日本の改憲議論はそんなものなんだ。滑稽だし時間の無駄だ。

　でも、しかたない。憲法や民主主義の正体について、教科書にまったく書いていないんだからね。学校教育で教えてもらわなければ、その後に学ぶ機会もまずないままだろう。だからこそ今、あたしがこの教科書を書くことにしたんだ。





＊






　さて、憲法だの民主主義だのといった題材を扱うとなると、どうしても内容が難しくなり、文章も堅苦しく読みづらくなってしまう。

　そこで、なんとか読者諸氏にわかりやすく伝えられるように、本書は対話型の講義という形式をとることにした。受講生に向かってあたしが懇切丁寧に教え、ときにはその受講生からの質問を受けてかみ砕いた回答をする──というやり方だね。

　ということでご紹介しよう、受講生の牧村ヒカゲだ。彼は生徒会でお茶くみや洗い物や洗濯などをやっている。

「いや、一応は役員なわけですが……」

　役員でもお茶くみであることにかわりはないじゃないか。

　ヒカゲ、本講におけるきみの役目は、間抜けな相づちを打ったり間抜けに驚いたり間抜けな質問をしたりして読者諸氏を安心させることだからよくよく心得るように。

「間抜けになるのが役目だと言われると複雑ですが、さっそくひとつ訊きいていいですか」

　なんなりと。

「この本のタイトル、やけに物騒なんですが……これ大丈夫なんですか？」

　ふむ。

　なぜこんなタイトルになったかというとね、なるべく過激な文句で読者の興味を煽あおって売り上げを伸ばしたいという理由もほんの九割ほどはあるのだけれど──

「ほとんど全部じゃないですか。なにが『ほんの』ですか」

　実際に本書はタイトル通りの内容でもあるんだ。

　かねてから何度も言っているように、地球全体にはびこる民主主義を打ち倒し、絶対王政を取り戻す。これがあたしの終始一貫した目的だ。本書もそのために書く。これを読み終わった読者諸氏が、民主主義の誤りと非合理と非効率性に気づき、あたしとともに戦ってくれることを期待している。

　しかしここでまず最初に謝っておかなければいけない。

　それは、タイトルに偽りあり、ということだ。

　実は民主主義が倒れることはもう確定している。したがってぶっ壊し方を講義するまでもない。

「……大丈夫ですかいきなり、あのう、タイトルだけならまだしも本文であまり過激なことを書くと講談社に怒られるのでは」

　ほんとうのことだから過激もなにもない。民主主義は、かつて共産主義が倒れたのとまったく同じ理由で、いずれ倒れる。しかし無駄死にではない。あたしたちにたくさんの財産を遺してくれる。そうして、原初の巨人の骸から大地が創成されたように、あたしたちも民主主義の屍しかばねの上に王国を築くんだ。

　あたしは民主主義がいずれ死にゆくことを確信しているけれど、けっして民主主義を蔑みはしない。そこには人類の苦闘の歴史が詰まっている。なによりも、民主主義を学ぶことはほんとうに刺激的で面白い。

　ただ、こう言いたいだけだ。民主主義はすでに現実の政治として学ぶものではなく、歴史として学ぶものになっている、と。

　それはちょうど、プトレマイオスの天動説に似ている。

「天動説って、昔の天文学のやつですか」

　そう。地球が全宇宙の中心にあって動かず、他のすべての天体は地球を中心にして動いている、という学説だね。

「科学が発達してなかった頃は、聖書とか神話にそう書いてあるからってみんなそっちを信じてたんですよね。迷信って怖いなあ」

　……というような誤解が広まっているが、プトレマイオスの天動説は迷信でもなんでもなく、大量の観測結果をもとに当時のあまたある学説の中から最も整合性の取れた部分を集めて体系立てたもので、立派な科学的論考なんだよ。当時知られていた天体を当時の技術精度で観測する限りではほぼ完璧な理論だった。同時期に地動説もあったが、説明できない点が多かったり観測結果との整合性をとるために複雑な特殊条件をごてごてと盛り込んでいたりでまったく支持を得られなかった。プトレマイオスの天動説がヨハネス・ケプラーの登場までのおよそ千五百年間も天体運行の定説として君臨していたのは、（キリスト教的世界観に合致していたという理由も小さくはないにせよ）他の学説が純粋に説得力不足だったからなんだ。

　現在は、天動説では説明のつかない天体の動きがいくらでも観測できるし、天体の運行をより正確かつシンプルに説明できる新理論が確立されている。だから天動説を今さら天文学的に研究する意義はない。でも、天動説がどういうもので、どのように生まれて発展し受容されそして反論され衰退していったのか、科学史的観点から研究する意義は大いにあるだろう。

　民主主義もそれと同じだよ。今さら、現実の政治に民主主義をどう適用するか、なんて考えは無意味だ。歴史として研究するべきなんだ。

「いやでも政治家も学者もみんな民主主義を前提にして色々活動してますけど……」

　うん。だからそういう人々は今でも天動説を大真面目に天体運行理論として取り上げているのと変わらない時代錯誤な人々だよ。

「そ、そ、その発言、億単位の人を敵に回しませんかね……？」

　これから民主主義を打ち倒そうというのに敵に回すのを恐れてどうする。





＊






　この講座では、まず民主主義というものがいったいなにもので、どうやって生まれ育ってきたのかを学び、次にそこにどんな問題点が潜んでいるのかを学び、なぜ倒れる運命にあるのか、倒れた後にどんな世界が拓けるのかを学ぶことになる。

　民主主義というこの大船がいずれ沈むことが定められているにしても、ましな沈み方というものがある。だれも気づかないままあっという間に沈没し、わずかな生き残りが息も絶え絶えで無人島に泳ぎ着くよりも、船底の穴を早期発見してなるべく多くの人々が救命ボートに乗り移った方が、迎える未来は明るいだろう。

　本書がその一助になることを切に願い、講義を始めよう。





キリスト教を学べる幸運な日本人







　開講にあたって、まずはサブテキストを用意してもらいたい。

　本講の推薦図書はたった三つだ。一つ目はこれ。
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「……会長って聖書好きですよね。ことあるごとに持ち出してるような……。やっぱりキリスト教を引き合いに出すとなんかこう荘厳な感じが出て箔はくが付くからですか」

　そういう間の抜けたことを言っていると世の中のことがなにひとつわからないまま大人になってしまうよ。

　いいかいヒカゲ、キリスト教は意識しようとしまいと、信仰していようといまいと、現代社会の生活様式の様々なところに染みついている。民主主義と資本主義はともにキリスト教から生まれたんだ。キリスト教を理解できないということは政治経済すべてを理解できないことになる。

　日本はキリスト教国ではないから、この認識がいまいち広まっていない。でもあたしは逆に、この点は日本人にとって幸運だと思う。欧米諸国をはじめとしたキリスト教社会の住人にとっては空気の存在のごとく当たり前な事柄も、我々日本人はあらためて学問として見つめ直すことができる。

　あたしは常々、中学以上の社会科に「キリスト教」という科目を独立して設けるべきだと思っているんだよ。日本人は信仰心抜きで純粋にキリスト教や聖書を研究対象として扱えるのだから、その幸運をもっと有効活用するべきだよ。

「はあ。聖書ってそんなに重要なものなんですか。なんかこう、イエス・キリストが言ったちょっといいせりふを集めたみたいなもんだと思ってたんですけど」

　そんな生やさしいものじゃない。宗教はとても恐ろしいものだ。日本人にはその認識が欠けている。

　宗教の持つ恐るべきエネルギーについては、きっちり理解しておかないと講義についていけなくなるかもしれないから、この段階で詳しく解説しておこう。

　ヒカゲ、きみは宗教というのがつまりなんなのか説明できる？

「え、ええと？　神さまが出てきて……お祈りしたりとか……すみません、よくわかってないです」

　素直でよろしい。

　宗教の要件は二つ、《信仰》と《快不快基準の書き換え》だ。

　信仰というのは、教義を強く信じること。たとえば『私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である』こととか、『イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられた』こととか、『アッラーの他に神はなく、ムハンマドはアッラーの使徒である』こととか、『この宇宙を創造したのは偉大な知性スパゲティ・モンスターであり、ボビー・ヘンダーソンはその預言者である』こととかを一片も疑わず強く強く信じるのが信仰だ。

　次に、その信仰が快不快基準を変えてしまわなければいけない。

「なんですか、快不快基準って」

　その人が、どんなことを快いと感じて、どんなことを不快と感じるのか、その基準になるものだよ。

　たとえば美味しいご飯を食べたりぐっすり眠ったりすると幸せだろう。逆に、刃物を持った不審者に襲われたら怖いし、トイレを我慢していたら苦しいはずだ。こういった快不快の感覚は生き物としての本能からきている。これは人間が生まれながらに持っている快不快基準だ。

　一方で、後天的に、さらには人為的にできあがる快不快基準もある。

　人前で裸になると恥ずかしいだろう。でも子供のうちは恥ずかしがらないよね。これは裸が恥ずかしいものだという教育を施すことでようやく生まれる快不快基準なわけだ。

　で、信仰もまたこの快不快基準を後天的に作り出す。

　しかも、すさまじい強度で既存の基準を書き換えて固定してしまう。生まれながらに持っている本能からくる快不快基準さえ書き換えることがある。

「といいますと……？」

　よく、戒律の厳しい宗教に対して、日本人は「信者はたいへんそうだなあ」なんてことを言うだろう。

　この感想はまさに日本人が宗教をまったく理解していない証拠だ。

　いい例がイスラムだ。イスラムには具体的な戒律がとても多い。一日五回きまった時間にマッカの方角に向かって礼拝するし、豚肉など不浄の食べ物を口にすることは禁じられている。

　毎日毎日欠かさず礼拝するなんてたいへんそうだし、美味しい豚肉を食べられないなんてかわいそうだなあ──と、きみは思っているだろう？

「え、ええ、まあ」

　たいへんでもなんでもない。敬けい虔けんなムスリムにとっては、礼拝は神への帰依を表すことができるたいへん喜ばしい行為なんだ。やりたくてしかたがなくてやっているんだよ。豚肉も食べたいのを我慢しているわけではなく、敬虔なムスリムにとっては豚肉を食べるなんて行為が呪わしくておぞましくて気持ち悪くてしょうがないんだ。想像するだけでも嫌なんだよ。

　信仰が快不快基準をつくりだす、というのはこういうことだ。

「はあ、そんなに強烈なものなんですか。いまいち実感できないですが……」

　じゃあ、きみは漫画が大好きでしょっちゅう読んでいるよね。一日五冊読むことだってあるだろう。そこに、漫画の良さをまったく理解しない無粋なやつがやってきて「一日五冊も漫画を読むなんてたいへんだね」って言ってきたらどう思う？

「面白いから読みたくて読んでるんだよ、としか答えられないですね」

　食べ物についても同様だ。たとえば、食用ゴキブリというものがある。

「うげっ？」

　常食している人もいる。彼らに言わせればエビに似ていて美味だそうだが、そんなゴキブリ好きがやってきて「美味しいゴキブリを食べられないなんてかわいそうだなあ」と言ってきたらどう思う？

「食べたくねーわ！　想像するのもきついですよ、食事中の読者のみなさんほんとごめんなさいね！」

　信者はたいへんそうだな、などという感想がいかに愚かしいかわかってくれた？

「わかりました、わかりましたよ、すみませんでした」





＊






　快不快基準を書き換えられるということは、人間の行動原理を書き換えられるということに他ならない。

　ゆえに、宗教はとても恐ろしい。

　きみはオウム真理教の引き起こした一連の事件を知っている？

「少しは……。カルト集団が地下鉄で毒ガス撒まいたんですよね？」

　オウム真理教は、教祖・麻あさ原はら彰しょう晃こうの命令で地下鉄サリン事件や松本サリン事件、弁護士一家殺害事件など大量の殺人を行った。実行犯である信者たちの手記が世に出回っているため、宗教に関しての貴重な考察材料をあたしたちに提供してくれている。

　地下鉄サリン事件の実行犯はこう語っている。




『殺人は一般社会では許されないが、教義上は許されない行為ではなかった。麻原は全ぜん智ちの力を持つので、どんな時代のどんな社会でも、それに縛られず普遍的な善を実践できる、ということだった』




『私が地下鉄でサリンを撒くことで教団の真理を守れれば、サリンで死ぬ人たちも真理を守るという功徳を積むことになるので無駄死にではないと思って、テロを実行した』




　殺人をしない、という行動原理は現代の日本人にとっては非常に強固なものであるはずだし、この実行犯も「一般社会では許されない」と理解しているわけだからその行動原理を持っていたわけだ。でも、信仰による快不快基準の書き換えは、殺人をためらわせる行動原理をも強力に上書きしてしまう。

　オウム真理教の犯行が明るみに出た当時、「新興宗教は恐ろしい」「いいかげんでうさんくさい偽物の宗教だからあんな恐ろしい事件を起こした」という論調が見られた。これはまったくの誤り、宗教への無知から出てきた意見だ。

　信仰によって快不快基準を作り出す、そして人間の行動原理を書き換えてしまうのが宗教だ。だから教祖の命令で殺人を行ったというのはまさしく信仰が行動原理を変えるほどの力を持っていたという証拠、オウム真理教が本物の宗教だった証拠だ。

「あのう、軽い気持ちで聖書について質問したらいきなりとんでもなくやばい方向に話が進んでいて僕はちょっとびびっているわけですが」

　宗教の恐ろしさを知らず軽々しく解説を頼んだきみが悪い。

「そうするとキリスト教も恐ろしいってことですか？　オウム真理教が引き合いに出されるとは思ってなくて……だってテロで大量殺人ですよ、あれはなんというか、べつの問題じゃないですか」

　きみはなにを生ぬるいこと言っているんだ。キリスト教の神だって大量殺人を命じて実行させている。旧約聖書『申命記』『ヨシュア記』あたりを読んでみるといい。




『主はヨシュアに言われた。

「彼らをおそれてはならない。わたしは明日の今ごろ、彼らすべてをイスラエルに渡して殺させる。あなたは彼らの馬の足の筋を切り、戦車を焼き払え。」』

『このとき、ヨシュアは引き返して、ハツォルを占領し、その王を剣で撃ち殺した。』

『彼らは、剣をもってハツォルの全住民を撃ち、滅ぼし尽くして息のある者を一人も残さず、ハツォルを火で焼いた。』

『これらの町々の分捕り品と家畜はことごとく、イスラエルの人々が自分たちのために奪い取った。彼らはしかし、人間をことごとく剣にかけて撃って滅ぼし去り、息のある者は一人も残さなかった。主がその僕モーセに命じられたとおり、モーセはヨシュアに命じ、ヨシュアはそのとおりにした。』（ヨシュア記11）




「……めっちゃ殺してますね……」

　まぎれもない、神の命令による大虐殺と大だい掠りゃく奪だつだ。

　こんなエピソードが最高聖典に堂々と載っているわけだから、キリスト教徒は「神の名の下もとに敵（とくに異邦人や異教徒）は殺して掠奪してもＯＫ」という意識を持たされている。十字軍やコンキスタドールたちのやったことを見るといい。歴史上、キリスト教の神の命令と称して殺された人数はオウム真理教の比じゃないよ。

　宗教は、本物であればあるほど恐ろしいんだ。キリスト教はそのすさまじい強迫力でもって千年以上もこの世界のおよそ半分を支配している。

　憲法も、民主主義も、世界のそちら半分からやってきた。理解するためにはキリスト教の研究が必要不可欠なんだ。

　まあ、講義が進めば、いかに間の抜けたきみでもおいおいわかってくるだろう。





＊






　さて、二冊目の推薦図書はこれだ。
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「あ、これは政治経済の授業で習った気がします」

　おそらく学校の授業では、ジョン・ロックはルソーやモンテスキューと並べてさらっと紹介して終わり、だっただろう。

　でも、近代民主主義にとって最も重要な本を三冊選べ、と言われたら、一冊目は間違いなく聖書、二冊目は間違いなくロックの『統治二論』だ。三冊目でようやく意見が様々に分かれるだろうけれど、二冊目までは世界中の政治・経済・歴史学者にアンケートをとってもほとんど異論が出ないだろうと思うよ。

「世界三大○○も、二つ目までは鉄板で三つ目に異論百出ってパターンが多いですもんね。クレオパトラ・楊よう貴き妃ひと来てなんで小野小町なんだ、とか」

　あたしに言わせれば三人目は天王寺狐徹──

「話をそらしてすみません！　講義を続けてください！」

　よろしい。ロックについては後ほど詳しく解説するからここではさらっと紹介するに留めるけれど、要するに『統治二論』は《人権思想》の源流なんだね。近代民主主義は人権という考え方を基礎にして発展してきたものだから、その始まりをおさえておかなければ全体を理解することはできない。

　さらに付け加えれば、『統治二論』は資本主義の源流となる考え方をも提示している。二重の意味で、あたしたちがいま暮らしているこの現代社会にとって、最も重要な一冊だといえるだろう。

　ところで、ここまで紹介してきた二冊の推薦図書、共通した欠点があるんだ。

「なんですか。値段が高いとかですか。大型聖書の値段を調べて僕は今けっこうびびっているところですけれど」

　いや。どちらもだらだら長くて読むのがつらいという点だ。

「ストップ！　会長、今のはアウトです、だめです、ロックはともかく聖書はものすごい抗議の嵐が来ます！」

　抗議を恐れていては知的探求なぞできない。それにヒカゲ、世間体を気にして騒ぐ前に、実際に二冊とも読んでみるといい。

「……これは……むむ……うぐぐ……」

　だいたいね、聖書も『統治二論』もとても面白くてすいすい読解できる！　なんて人は、こんなかわいらしい女の子のカバーイラストがついた文庫本で気軽に政治について学ぼうなんて安易なことは考えないものだよ。だから大丈夫。

「読者に謝れ！　あと自分でかわいいって言うな」





＊






　さて、そんな安易な読者諸氏のために、聖書も『統治二論』も読まなくても大丈夫な三冊目の推薦図書をご紹介しよう。
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「……え、ええと？　会長、これはいったい」

　講談社ラノベ文庫刊、学園ラブコメミステリ『生徒会探偵キリカ』だ。

　すっかり言い忘れていたが本書は『生徒会探偵キリカ』のスピンオフで、あたしもヒカゲもそちらの登場人物なんだ。なぜ政治解説本をライトノベルレーベルから出版するなんて暴挙が可能になったかといえば、本書中で『キリカ』の宣伝をすると編集部に約束したからだ。

「えっ、じゃあ聖書とジョン・ロックなんていう歴史的な大文献二つと並べて推薦図書とかいってますけど実はただの宣伝なんですか」

　いやいやそんなことはないよ、『生徒会探偵キリカ』はとってもためになるし、べんきょうにもやくだつし、よむだけであたまがよくなるすばらしいほんだよ。

「ちょっと会長っ？　棒読みになってますよ漢字もどんどん減ってますよっ？」





第一部　学校では教えてくれない憲法の正体





いつくしき誤訳







　ではいよいよ講義に入ろう。

　民主主義とその歴史はたいへん奥深い。学ぶにしても、なにか一本拠り所がないと途方に暮れてしまう。そこで『憲法』をいわば主人公にすえて、歴史の壮大な物語を読み解いていくことにする。憲法こそ近代民主主義の真髄。憲法について勉強すれば政治と経済と歴史についてほとんど全部わかってしまう、といっても過言ではない。

「めっちゃ過言に聞こえますけど……。だって、重要かもしれませんけど、法律のひとつですよね？　政治はともかく経済とか歴史までは全部わかるわけが」

　それはヒカゲが不勉強だからだよ。ではひとつクイズを出してみよう。




　Ｑ：『憲法』というのはつまりなんですか？




「……国の、一番重要な法律ですよね？」

　はい不正解。

　といっても正答できないことを恥じる必要はない。この問題、正答できる日本人はただの一人もいない。

「どうしてですか。僕はそりゃあ不勉強ないち高校生ですけど、学者とかはさすがに正解を知ってますよね？　それとも、ま、まさか、日本中の憲法学者はみんな無能！　なんて言ってまた大勢敵に回すつもりじゃ」

　ちがうちがう。要らない心配はしないように。このクイズは、日本人なら学者だろうが一般人だろうが原理的に正答できないんだ。

「……はあ。原理的に？　ってどういうことですか」

　この章はその解説で終わってしまうだろうね。少々長い話になるよ。
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　冒頭でも言った通り、最近は憲法改正議論がたいへん活発になっている。

　たとえば、自民党は憲法改正草案を発表したし、これに対しての憲法学者たちの批判はすさまじかった。『自民党は憲法というものをわかっていない、憲法というのは国民を守るために国家権力を縛るものだ』というのが批判の共通点。批判を受けて、安倍総理はこう答えた。

『憲法は国家権力を縛るものだという考え方があるが、それは王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方だ。憲法は国の形、理想と未来を語るものだ』

「あああああのう、会長」

　なんだヒカゲ。

「つ、つ、ついに自民党とか安倍総理とか具体的な名前まで出てきちゃいましたけどほんとに大丈夫ですか。この本は一応、講談社ラノベ文庫という少年向きの場を借りて出しているわけで、特定の政党への支持とか不支持とかにつながる話はちょっと……」

　なにを心配しているのか知らないが、これは講義だ。学問のための本で、学問というのは考えたり評価したりするための材料や調理法を提供するものだよ。評価はしない。なにかを評価するのは、本講を読んだ読者諸氏だ。

　それに、今からきっぱり予言しておくが、本講をすべて読んだ諸氏は憲法改正なんてどうでもよくなっていることだろう。だって民主主義はいずれ倒れるんだからね。

　さて、この真っ向から対立する憲法学者の言い分と安倍総理の言い分、結論から言えばどちらも正しい。

「……はあ」

　いま露骨に安あん堵どしたね？

「はい。正直なところ」

　べつに、角が立たないようにと双方に華を持たせたわけじゃないよ。どちらの言っていることも正しいという点が、憲法の問題点でもあり、また面白いところでもある。憲法の歴史もこの点に関わってくる。

　つまりね、憲法学者の言っている《憲法》と安倍総理の言っている《憲法》は同じ字面でもちがう言葉なんだよ。

「なんと」
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　近代民主主義はアメリカとフランスで生まれたものなので、学ぶ上でなにか疑問点が出てきたらすぐにこれらの国においての例を参照するくせをつけておいた方がいい。

　さて、《憲法》は英語でも仏語でも同じ綴つづりで、"Constitution"という。どちらもラテン語の"constitutus"が語源だね。この語、いったいどういう意味なのかというのがこの章のテーマのほとんどすべてなのだけれど……

　ところでヒカゲはゲームは好き？

「なんですかいきなり。まあ、人並みには」

　ＲＰＧは遊ぶ？

「有名なやつくらいは……って、この話、憲法になにか関係あるんですか？」

　ではＨＰ、ヒットポイントというものは当然知っているよね？

「キャラの生命力のことですよね。それより憲法の……」

　日本人のほとんどはそう認識しているだろうね。ヒットポイントというのは世界初のＲＰＧであるＤ＆Ｄの用語で、『攻撃が何発くらいヒットすると死ぬかを示すポイント』だったんだ。だからヒットポイントというんだね。今のＲＰＧの常識からは考えられないかもしれないが、ヒットポイントが最初から１しかないというキャラも簡単に生まれてしまうシステムだった。文字通り、一発ヒットで死ぬわけ。

「へえ、知りませんでした。じゃあもともと生命力って意味はないんですね」

　海外だと生命力の意味でHit Pointと呼ぶと変な顔をされるね。healthと呼ばれることの方が多いようだね、頭文字が同じだから。

　それは余談だが、ともかくＤ＆Ｄにおいて、大事な大事な生命力であるヒットポイントをどうやって決めていたのかというと、サイコロの出た目と、それからとある能力値によって、なんだ。

　この最重要能力値の名前こそが"Constitution"なんだよ。

「……やっと憲法に話がつながりましたね。正直このまま脱線し続けるのかとちょっと心配してましたけど。それでそのConstitutionてのはどういう意味なんですか」

　実は、対応する日本語はない。

「ええー」

　語源となったラテン語は「ともに組み立てる」、「構成する」といった意味で、その名詞形だから「構成されたもの」という感じなのだけれど……人間に対して使われた場合は、肉体に関しての言葉になるね。

　よく「体格」「体つき」と訳されるけれど、これもちょっとニュアンスがちがう。日本語で「体格」「体つき」というと、大きいとかしっかりしているとかそういう文脈でしか使われないだろう。でも"Constitution"はそんな狭い用法の語じゃないんだ。

　他に「体位」という訳語もあるけれど、これは「身体の強さ・能力の高さ」にさらに寄ったニュアンスの語だし、そもそも現代日本ではまず間違いなくいやらしい意味にとられてしまう。

「会長が言うと余計にやらしいですよね……」

　身体の構造、と説明するのも少々ずれている。身体の構造と聞くと大多数の日本人は骨格標本だの筋組織標本だの、「身体の仕組み・各部の組み立てがどうなっているのか」という理科的な意味合いで受け取ってしまうだろう。

「たしかに、あの、理科室に置いてあるグロい人体模型を想像しちゃいますね」

　つまり"Constitution"というのは、身体の──構造っていうか、つまり、それそのものなんだよ──わかるだろ？　わからない？　みたいに説明するしかない、非常に困った語なんだ。

　そしてこの非常に困った単語が政治の文脈で使われると、さらに困ったことになる。"Constitution"というのは、国の──構造、っていうか、構造そのもの、なんだよ──わかるだろ？　わからない？　となる。

「すみません、わからないです」

　だろうね。

　かつて日本には、わりとましな訳語があった。『国体』だ。

「……国民体育大会？　ですか？」

　現代日本人はまずその意味で取ってしまうだろうね。

　国体とは読んで字のごとく国の体、日本という国の基本構造を指す語だったのだけれど、この語が使われたのが主に戦前だったので、自動的に『天皇を中心とした大日本帝国の基本構造』という意味で扱われた。この影響から、現代でも政治的文脈で『国体』というとどうしても戦前のにおいがついてしまう。なかなかいい訳語なのだけれどね……。

　あたしはしゃれをきかせて『国格』とか『国幹』とか訳すのを提案したいけれど、広めるのは難しそうだね。

「ははあ、骨格や骨幹とひっかけてるんですね。上手い！」

　上手くても普及しなきゃ意味がない。

　まあ、無理に短い日本語を当てはめようとせず、"Constitution"がどんな局面で使われているのかを見た方がわかりやすいね。憲法もそうだし、会社の定款も"Constitution"と呼ばれる。定款というのは、うちの会社はこれこれこういう目的で設立され、こういう活動をしますよ、と書かれた基本文書だね。

「国の根幹を成す考え方……くらいの意味ですかね」

　なかなかいい線だ。

「なら最初からそうとだけ説明してくれればいいのに、この長いやりとりはいったいなんだったんでしょうか」

　やれやれ。長々と"Constitution"について解説したのは、ヒカゲに途中で気づいてほしかったからなのだけれど、無理だったみたいだね。

「なにがですか」

　この"Constitution"という言葉にはもともと、『法』という意味はないんだ。

「……あれっ？」
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"Constitution"はヒカゲが言ったように、『国の根幹を成す理念』だ。この国はこれこれこういう国ですよ、という考え方、そしてそれをずばりと述べた文章を指す。だから、法という形である必要はない。

　たとえば、太陽王ルイ14世の言い放った「朕は国家なり」は立派な"Constitution"だといっていい。この国はすべて俺のもの、国イコール俺、だから全部俺が決める、という『根幹を成す理念』だからね。

「じゃあ世界最短の憲法ってわけですか」

　ヴォルテールの書いたせりふだからたぶん噓うそだろうけれどね。

　さて、先述した安倍総理の言葉をもう一度見てみよう。

『（略）──憲法は国の形、理想と未来を語るものだ』

　……どう？

「……間違ってないですね」

　そう。間違ってない。"Constitution"はもともとそういうものなんだ。安倍総理の言っている『憲法』は、広い意味での"Constitution"なんだね。

　ところが憲法学者の批判も、これはこれで正しい。デファクトスタンダードとして、多くの国の"Constitution"にあたるものは、国家権力を縛るための法として創られている。さらにいえば、『立憲主義』という言葉があってね。これはざっくり言えば「国家権力よりも上に法を置いて権力を制限するべき」という考え方だ。

「なるほど、憲法学者が言っていることそのままですね」

　そう。この『立憲主義』は英語で"Constitutionalism"という。〝Constitution主義〟だね。つまり、"Constitution"＝〝国家権力を縛る法〟という考え方も、こうして単語になってしまうレベルで常識化している。

　狭い意味の"Constitution"も、しっかりと正当性はあるわけだ。

「だから総理と学者のどっちも正しい、憲法って言葉で指しているものがちがうから、ということですか」

　その通り。ここがわかればこの章の講義はばっちりだ。

「すると『憲法とはなにか』という質問にだれも正答できないのも……」

　言葉自体がわけがわからないからだ。いじわるクイズみたいなものでね、どう答えようとも不正解にできるんだよ。
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　どうしてこんな混乱が起きたのか。これはもう、"Constitution"に『憲法』という訳語をあてたのが悪いとしか言いようがない。

『憲法』というのは、『いつくしきのり』と訓読みする。『のり』は法だね。『いつくし』というのは失われてしまった古い形容詞で、とても尊くて厳かで美しい、といったニュアンスの素敵な言葉だ。神や大自然や天皇といった非常に尊い存在を讃たたえるのに用いられる特別な形容詞だよ。聖徳太子の制定したという十七条に対しての呼び名としてはこの上なくふさわしい言葉だ。

　しかし"Constitution"に対しては完全な誤訳だね。法ではない"Constitution"だってあり得るわけだから。

　逆に言えば、日本人が"Constitution"に『憲法』という訳語をあててしまったこと自体が、"Constitution"＝〝国家権力を縛る法〟という図式が国際標準になっていたことの証拠でもある。右を向いても左を向いても法として定められた"Constitution"しか存在しなかったら、こんな訳語をついあててしまうのもしょうがない。

　ちなみに、『法として定められた"Constitution"』を表す言葉も実はちゃんとあって、"Constitutional Law"というのだが、日本語ではこちらも『憲法』なのだからその誤訳っぷりがわかるだろう。アメリカ人が見たら日本人は民主主義のことがわかってないな、と思うにちがいない。

「お米もご飯も"rice"と訳されて、日本人が『アメリカ人は米食文化がわかってないな』と思うようなもんですか」

　きみはそういう変なたとえだけはよく思いつくものだね。

『憲法』には『法』という文字が含まれてしまっているのだから、これはもう広い意味での"Constitution"の訳語にはまったくもってふさわしくない。学者もこのへんは承知していて、学術的な文脈においては、広い意味での"Constitution"は憲法とは呼ばずに国制とか国体とか呼んだりするし、訳すのをあっさりあきらめてコンスティテューションとカタカナ表記してしまったりする。"Constitution"に対応する日本語が存在しない、わかりやすい証拠だね。
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　今回の講義でいちばん重要なのは、自民党でも安倍総理でも誤訳でもない。

　誤訳の原因──つまり、本来は『法』の意味に限定されていなかった"Constitution"が、なぜ『国家権力を縛る法』としてデファクトスタンダードを確立してしまったのか、ということだ。

　それには、歴史的な理由がある。次の章からはそこを学ぼう。





国民の三大義務は寝言である







「しかし会長、憲法が国家権力を縛るものである、って、そんなに常識なんですか。なんか前回の講義でさらっと言われましたけど」

　ふむ。日本の学校ではそこを詳しく教えないからね。

　ではまたしてもクイズだ。簡単なのでさしものきみもこれなら答えられるだろう。




　Ｑ：日本国憲法に書かれた、日本国民の義務はなんでしょう？




「さすがに僕だってそれくらいは知ってますよ……。教育、勤労、納税ですよね」

　うん、正解だ。では第二問。




　Ｑ：アメリカ合衆国憲法に書かれた、合衆国民の義務はなんでしょう？




「アメリカですか。それは知らないなあ。でも今の日本の憲法ってアメリカ人が作ったわけですよね。それなら似たようなもんなのかな。納税の義務は当然あるだろうし……あ、あと、アメリカは軍隊があるから兵役の義務？」

　残念、不正解。

　答えは、アメリカ合衆国憲法には国民の義務なぞ書かれていない、だ。

「ええっ？　そ、そうなんですか？」

　信じられないなら読んでみるといい。そんなに長いものじゃないからね。

　アメリカ合衆国は世界最初の近代民主国家だ。民主主義の原点にして頂点、デモクラシー・オブ・デモクラシーズ。合衆国憲法こそ民主主義の真髄といえる。そこに国民の義務が一句たりとも盛り込まれていないのは、民主国家の基本精神がそうなっているからだ。近代民主主義はね、国家権力への恐れから生み出されたんだよ。

　とにかく近代民主主義は国家権力というものを徹底的に恐怖視する。自由に力を振るえるままにしておくと増長して国民を苦しめるものだと考える。そして国家権力が暴走したときの被害こそこの世で最も恐ろしいから、他は多少犠牲にしてでも絶対に食い止めなければいけない、と結論づける。

　そこで国民は、国家権力を握る（はずの）人間に対してこう要請する。

『お前たちは権力をまかされる代わりに、我々国民にこれこれこういうことをしてはいけない、これこれこういうことをしなければならない』

　さらには──

『お前たちがこの命令を破ったときには、我々は武力をもってお前たちを打倒する権利を持っている』

　……これが、近代の立憲主義に基づいた『憲法』なんだ。国家権力に対する国民からの絶対命令、それ以外のなにものでもない。

　だから憲法に国民の義務が書いてある、なんてのは、立憲主義の立場からすればお笑いぐさだ。

　もちろん国民に様々な義務が課せられるのは近代国家としては当然だろう。でもそれは憲法ではない他の法律でやるべきこと。

　憲法というのは、国家権力が国民に課す義務が横暴ではないかどうかをチェックする役割なんだから、憲法自体に国民の義務が書いてあったらおかしいだろう？　スポーツで審判も一緒に試合に参加してしまうようなものだよ。

「なるほど。でも、現実に日本国憲法には国民の義務について書いてありますけど」

　だから、憲法のうち国民の義務について書かれた部分は、厳密な立憲主義からすれば寝言みたいなもので無視していいということになる。

「マジですか」

　立憲主義を標ひょう榜ぼうしながら護憲を主張している人がいたら、眉に唾を付けて聞いた方がいい。立憲主義を掲げるなら少なくとも第26条（教育）、第27条（勤労）、第30条（納税）は改正せよと叫ばなければ辻つじ褄つまが合わない。

　憲法に国民の義務を記載することをよしとするなら、その人の憲法観は『国家権力を縛るもの』ではなく、どちらかというと安倍総理のものに近いということになるね。あまり国家権力を恐れていないわけだから。
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　さすがに国民の三大義務が寝言だと言っている者はあたし以外にはまず見かけないけれど、似たような理屈で憲法の性質に言及している話題があるよ。

　ここ最近論じられることが多くなってきた『同性婚』についてだ。

　さてヒカゲ、日本では同性婚が法的に認められていると思う？

「認められてないはずですけど……だからあんなに話題になってるんですよね」

　はい不正解。

「ちょっ、会長がいくら女の子大好きだからって適当な噓はつかないでください！」

　じゃあ実際に民法の第４編の第２章、第７３１条から第７６９条までをじっくり読んでみるといい。婚姻は男性と女性の間でしか成立しない、なんて書いてある？

「……書いてないですけれど」

　ということで日本でも同性婚は法的に認められている。

「いや、でも、《夫婦》って言葉が連発されてるじゃないですか。要するにこれって、法文を作成した人が結婚は当然男女でするものと考えてて、同性婚なんて想定もしてなかったってだけじゃないですか」

　うん、その通りだ。普通はそう解釈するし、なにしろ役所がそう解釈して異性間の婚姻届しか受理しないから現実として同性婚は日本ではできない。

　さらには、もっとはっきり「同性婚禁止は法的根拠がある」と言い張る人がいる。彼らが持ち出すのが憲法第24条の１だ。




『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない』




　婚姻は両性の合意のみに基づいて成立！　同性婚は違憲！　というわけだ。

　ところが、立憲主義の見地からはこの言い分は間違っている。

　憲法は国家権力を制限し、国民の権利を保障するためのもの。国民の権利である結婚に条件をつけて制限するような条文が、他の法律ならともかく、憲法に書いてあるのはおかしい。

　だから立憲主義者はこの第24条の１をこう解釈する。

　これは旧弊的な結婚制度を否定して個人の権利を守るために造られた条文だ。結婚が親とか権力者の意思で勝手に決められたり、あるいは勝手に拒絶されたり、妻が夫の所有物扱いで隷属させられたり、といった旧時代の不幸な結婚がなくなるように国は努力しなければいけない──という意味だ。決して同性婚を禁止しているわけではない。憲法は国民の行為を禁止することなどできない。

「だいぶまともな考え方に聞こえますね。三大義務が寝言、よりはずっとまともです」

　でも理屈が同じなのはわかるだろう？

　憲法は恐るべき国家権力を制限するためのもの──という立憲主義の精神を理解しているなら、『同性婚は違憲ではない』は当然の結論なんだ。





＊






「しかしなんでまた民主主義はそこまで国家権力を怖がるんでしょうか。武力をもって打倒する権利、とかさっき言ってませんでした？」

　これはもう、実際にひどいことをされてきたから、としか言いようがない。

　合衆国憲法に先立って採択された、アメリカ独立宣言を読んでみるといい。人間の自由と平等が高らかに謳うたわれた冒頭部ばかりが有名だけれどね、その後に続く大部分は、自分たちがいかに英国王からひどいことをされて怒っているかということが延々と具体的に書き連ねられているんだ。判事の給料を英国王が勝手に決めた！　なんて細かいことまで書かれているんだよ。なぜそんなことが列記されているのかというと、これから自分たちが英国に仕掛ける革命戦争に大義名分があるということを世界中の国々にアピールするためだったんだね。

　民主主義は、横暴な国家権力への恐れと怒りから生まれた。これは否定し得ない歴史的事実だ。

　憲法は、国家権力に比べればあまりにも非力な人民たちの、唯一の武器だった。

　では、次章からはそんな人民の戦いの歴史を学んでいこう。





憲法と民主主義は無関係だった







　最初に、『憲法』が意味の狭すぎる誤訳であること、その原因が、どこの国も根幹理念として『国家権力を縛る法』を掲げていたせいであることを学んだね。次は、実際に憲法が『国家権力を縛る法』である実例を紹介した。では今回は、なぜそうなってしまったのか、歴史的な経緯を学ぶことにしよう。

　今回のポイントは、もともと憲法と民主主義は関係なかったというところだ。

「マジですか」

　マジだ。

「それは、ええと、あの広い意味でのコンスティテューションが……ってことですよね」

　ちがうちがう。『国家権力を縛る法』としての憲法の話だよ。民主主義とはいっさい関係なかったんだ。

「えええええええ」

　驚くのも無理はない。いちいち驚いて読者諸氏の気持ちを代弁するのがきみの仕事だからどんどん驚いてくれ。
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　なぜ無関係かというと、そもそも憲法は民主主義が生まれるより前に存在していたからだ。ヨーロッパの歴史をひもといてみよう。

　時は中世、10世紀から13世紀くらいだね。

　この頃のヨーロッパ情勢は、現代人、ことに日本人には非常に理解しづらい。解説しているとそれだけで何冊も本が書けてしまうくらいなので、ここでは要点だけかいつまんで説明しよう。

　中世ヨーロッパには、そもそも現代の我々が想像するような『国』という枠組みが存在しなかった。きっちりと国境で区切られた国土とか、そこを集権的に支配する統治者とかがなかった。あったのは『領地』と『領民』と『領主』。ある程度の広さの農地と、そこで代々働くように義務づけられた農奴と、領有する貴族だね。しかもこの領地や領主は、戦争とか売り買いとかでころころ変わった。

「日本の戦国時代みたいなもんですかね？」

　戦国時代に近くはあるが、大きなちがいがある。それは、各地域で領主の上に『王』がいて、しかも領主が仕える王をしょっちゅう変えたり、あるいは複数の王に同時に仕えることもあった、という点だね。

「うわあ。それはわけがわからない」

　最初期の王様は、それぞれの地域にたくさんいる領主たちの中から選ばれたまとめ役みたいなもので、大した権力は持っていなかった。他の領主と身分の差があるわけでもないし、王様が他の王様の臣下だったりするし、あっさり戦争で負けて捕虜になったりするし、世継ぎが途絶えて交代することもしょっちゅうだったりするしで、大きな権力の生まれようがなかったんだ。現代日本でいうと、商工会議所の会頭みたいなものだね。会社経営者という点では他の面々と同列であり、それぞれの会社の経営内容にまでは口出しできない、というわけだ。

　王様がそれだけ情けないとしたら、当時のヨーロッパで最も大きな支配力を持っていたものはなにか？

　実は、『法』だった。

「へえ。中世なのに法治国家。意外ですね」

　法治国家なんかじゃないよ。さっきも言ったけれど、この時代に国家なんてものはなかった。それに『法』も、あたしたちの知っているものとはずいぶんちがう概念だった。近代よりも前の『法』は、基本的には『慣習法』だったんだ。

「っていうと、はっきり条文に書かれていたわけではなく、みんながなんとなく守っていたという……」

　きみの言っているのは『不文法』だ。概念としては重なる部分もあるが、ちょっとちがう。慣習法は文章におこされることもあったからね。

　中世ヨーロッパは、伝統主義が支配的な考え方だった。この伝統主義というのはあたしたちが考えているような「伝統を大切にしましょう」的ななまっちょろいものではない。とにかく、昔から続いているものが絶対で、今後も続けていかなくてはならない。勝手になくしたり付け足したりしてはいけない。

　この時代の伝統主義に基づいた法を言い表す歴史学的な用語として《古き良き法》なんて言葉があるけれど、これはあたしたちが日常的に使っている「古き良き～」とは意味がちがう。「古くて良い」ではなく、「古いから良い」という意味だった。当時の法は制定するものではなく大昔のローマ法や教会法などを調べてきて《発見》するものだった。しかも、由来が古ければ古いほど由緒正しく優先すべき法だと見なされた。

「むちゃくちゃですね」

　当時の人々にとっては伝統をおろそかにする方がむちゃくちゃだったんだ。

　ともかく慣習法はこの伝統主義から導き出されたもの。国王といえど、慣習法には逆らえなかった。なるほど、たしかに『法の下の平等』といえなくもないけれど、とても近代法とは同列に語れない。

　しかし、「王であっても法よりは下」というこの考え方自体は、その後も受け継がれてついには民主主義の誕生を助産することになるのだから、完全に無関係とも言えない。このあたりは後々話そう。





＊






　さて、慣習法の下におかれていて大した権力も持っていなかった中世の王様だけれど、時代が下るとめきめき力をつけてくる。この隆盛には様々な理由があって、これもまた詳しく解説していると本が一冊書けてしまうので、あたしはざっくりと次の説を支持したい。科学技術と貨幣経済が発達して、商取引がさかんになるとともに農業以外の産業が拡大したので、農業収入しか持たない一般領主と、わずかなりとはいえ権力を有していた王との資産差が開いていったのだ──と。

「要するに金、ですか」

　金だけが世の中を動かす。あたしのこの考え方は後々何度も出てくるよ。

　力をつけてきた王は、調子に乗って臣下の領主たちに無茶を言うようになる。中でも領主たちをいちばん怒らせたのは課税だ。俺がおまえたちを治めているのだから金をよこせと言ってきた。迷惑なだけではなく、勝手に税をかけるのは慣習法に反するんだ。王は絶対支配的だった伝統主義にさえ逆らえるようになるくらい調子づいていた、ともいえる。こうしてヨーロッパ各地で、王と領主の間で緊張が高まった。

　そこでついに生み出されたのが──

　マグナ・カルタだ。

「ようやくですね！　なにが『ようやく』なのかわからない読者さんは生徒会探偵キリカの１巻を読んでくださいね」

　きみだってけっきょく宣伝しているじゃないか。

　時は13世紀初頭、ジョン王が君臨していたイングランドでのできごとだ。

　このジョンという王様、フランスに戦争を仕掛けては負けまくり、それでも戦争を続けるために、臣下である領主たちに重税を課した。激怒した領主たちは結託して、六十三箇条からなる契約をジョン王に叩たたきつけた。飲まなければもう貴様を王とは認めない、処刑してべつの王を立てる、というくらいの勢いだったので、ジョン王は断腸の思いでこれに署名した。大憲章マグナ・カルタの成立だ。

　六十三箇条の中には、王の独断では課税できない、議会を召集しなければならない、イングランド自由民は法の定めによらなければ生命と自由と財産を侵されない──といった条文も含まれていた。

「民主主義そのものじゃないですか。まさしく世界最初の憲法ですね。これをモデルにして世界各地に民主主義が芽生えるんですね？」

　そんなわけないだろう。

「えええええ、だ、だって、議会とか自由とか」

　マグナ・カルタを近代民主主義の萌ほう芽がとする向きもあるが、はっきり言って過大評価だ。なにしろね、条文の中には《自由民》という言葉が権利保持者として頻繁に出てくるのだけれど、これはイングランド住民全員のことではなく、《奴隷ではない人》の意味だった。つまり自分で土地を持っている富裕層だけが対象。圧倒的多数を占める農奴などの貧困層は完全に無視されていた。独断では課税できないのも、法によらなければ権利を侵害されないのも、伝統に裏打ちされた慣習法を再確認しただけ。議会というのも国のあり方を話し合うようなものではなく、新しい税をかけたり徴兵したりするときは領主である俺たちをまとめて呼んで意見を聞く場をもうけろ、ということ。

　マグナ・カルタの主旨はただ一点、「慣習法を守って俺たちの既得権に手を出すな」、これに尽きる。こんなのが民主主義の萌芽と呼べる？

　しかもマグナ・カルタは制定後すぐにジョン王がローマ教皇に泣きついて撤回させているんだ。その後何度か引き合いに出されたけれど、後の代ではすっかり忘れ去られて、こんなものを守るイングランド王は一人もいなかった。法としての実効力は無きに等しかったんだ。

「……ううん……でも、それっぽいことを会長は前に言ってませんでした？　現代のイギリスとかアメリカでも有効な条文として残ってる、とか」

　そうだね。長きにわたって忘れ去られていたマグナ・カルタは、四百年後、ヨーロッパ中に市民革命の嵐が吹き荒れていたさなかに《再発見》される。そして、清教徒革命やアメリカ独立戦争において、市民が王権に刃を向ける《大義名分》として使われたんだ。つまり、大昔にジョン王が俺たちにこれこれこういう権利を認めたぞ、だから俺たちが戦争を仕掛けるのは正当性がある、とね。

「はあ。なんか、やくざに言げん質ちを取られて忘れた頃にゆすられるみたいな話ですね」

　きみはほんとうにひどいたとえを思いつくものだね。でも、ま、イングランド王室からしたらそんな認識だったと思うよ。
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　民主主義とは無関係に、領主たちの既得権益を守るために制定された世界最初の憲法マグナ・カルタだが、歴史的な意義はしっかりあった。内容は重要じゃない。重要なのは、権力者といえど法の下にあるという原則、つまり法の支配"Rule of Law"の精神が当の国王の署名つきで再確認されたことだ。

　法の支配の精神が存在したからこそ、後に民主主義が誕生したんだ。精神だけを残し、実際の『法』の部分を全国民の権利を守るものに置き換えれば、ほら、近代民主主義の憲法だろう？

「ほんとだ！」

　また、最初は貴族たちの意見を伺うためだけの場だった議会も、時代を下るにつれて力をつけるとともに立派な『言論の場』になった。後の絶対王政の時代にも英国の議会は力を保ち続け、これがやがて議会制民主主義の礎いしずえとなる。

　憲法、議会、どちらも中世イングランドにおいて『器』としてすでに生まれていた。満たされている精神は民主主義ではなかったけれど、器があったからこそ精神を入れ替えることで民主主義が成立し得たともいえる。

　ただ、その換骨奪胎が行われるには、まだまだ百年単位の歴史の積み重ねが必要になるんだ。





絶対王政の誕生







　前章の講義では、中世ヨーロッパが伝統主義と慣習法に支配されていたこと、それをもとに領主たちが『憲法』をつくって国王に突きつけ、王といえど法よりは弱いことを認めさせ、なんとか王権の横暴を抑え込もうとしたことを話した。

　でも技術革新による時代の流れは止められない。自由に安全に商売をしたい商工業者が国王にじゃんじゃん献金するものだから、国王の力はどんどん強くなる。国王としては実力のある自分が慣習法に縛られるのが馬鹿馬鹿しくなってくる。法も自分で好きなように制定し、国のすべてを意のままに動かしたいと考えるようになる。

　イギリスでもフランスでもスペインでも同じように王の権勢は増して、同じように専政を望むようになってきた。

　国王としては、伝統と慣習法に逆らっているのではないかという後ろめたさがぬぐえない。権力に対して、武力や財力だけじゃなく、精神的な裏付けがほしくなる。臣下が心の底から屈服して逆らう気など起きない状態の方が伸び伸び支配できるからね。

　そんな国王たちの要請に応えるように登場した政治思想が、『王権神授説』だ。

「あっ、それも世界史の授業で習った気がします」

　王権神授説を唱えた学者はたくさんいて、嚆こう矢しとなったのはフランスのボダンという法学者なのだけれど、あたしとしてはイングランドのフィルマーという思想家の方を特筆しておきたい。

　なぜかというと、後で話すが、ジョン・ロックと密接に関わってくるからだ。

　フィルマーは実にものすごいことをした。伝統と慣習法に逆らっているのではないかと後ろめたかった国王のために、伝統主義にのっとって、国王に絶対権力があることを証明したんだ。慣習法も破っていいしカトリック教会の言うことも聞かなくていいし好き勝手に法を制定してもいい！　……と。

「……え？　な、なんか言ってること矛盾してませんか？　伝統主義にのっとって、慣習法を破ってもいい？」

　慣習法は伝統の中から《発見》するものだった、というのは前回の講義で話したね？

「ええ。むちゃくちゃな理屈でしたね。古ければ古いほど良いんでしたっけ」

　そう。ポイントはまさにそこだ。フィルマーは、ヨーロッパ最古つまり最強の伝統を徹底的に研究した。聖書だ。

「なんで聖書が最古なんですか？　ギリシャとかローマとかはキリスト教よりもっと古かったような気がするんですけど……」

　だって世界の始まり、天地創造から書いてあるんだ。しかも神の霊感にしたがって書かれたものだから実質的な執筆者は神さまだよ。最古にして最強に決まってるじゃないか。

「えっ？　あ、はあ、いや、あの……そりゃ、そう書いてありますけど、でもそれって神話ですよね？　お伽とぎ噺ばなしみたいなもんでしょ？」

　きみは幸か不幸か日本人に生まれたから実感できないだろうけれど、キリスト教徒というのは我々の想像を絶するレベルで「聖書に書いてあることは真実だ」と真剣に信じているんだ。現代人でもそういう篤信きわまりない教徒の比率は小さくない。ましてや科学の発達していない中世の話だよ。

「そ、そうなんですか」

　だから聖書こそ最強の伝統なんだ。慣習法の中にだって、教会由来のものがたくさんあるんだからね。

　フィルマーはそんな最強の伝統を精読し、恐るべき結論を導き出した。




　１：神は最初の人間アダムに、子孫を支配する権利を与えた。

　２：その支配権は国王に受け継がれている。




「なんじゃそりゃあ」

　詳しい理屈のつけかたは割愛する。

　とにかく王権は神さまが後ろ盾となった絶対権力で、国はすべて国王のもの、伝統や慣習法は無視してもいい、となった。

「伝統主義にのっとって絶対権力を証明した、ってさっき言ってませんでした？」

　伝統主義をよく思い出して。古ければ古いほど良い。古いものが優先される。だから、最も古い伝統である聖書が『王権は絶対！　聖書以外の伝統だの慣習法は無視していいよ！』と主張していたら、伝統主義に反することなく他の伝統や慣習法を超克できる。

「うわあ……なんか……戦争をなくすために核武装するみたいな話ですね」

　物議を醸しそうなたとえを思いつかせたらきみは天才だね。

　まあ、フィルマーは王権神授論者としては最後発だから、王権神授説が生まれようとしているこの段階の解説で持ち出すのは少々時間が前後してしまうのだけれど、他の先達も当然ながらみんな聖書から王権神授説を導き出している。たとえば新約聖書『ローマの信徒への手紙』13にはきっぱりと『支配者には従いなさい。地上にある権威はすべて神が立てたものだからそれに逆らうことは神に逆らうことです』なんて書いてあるので、多くの王権神授論者に引用されているね。

「意外ですね。新約聖書が書かれた頃ってキリスト教徒が迫害されまくっていた時代じゃありませんでしたっけ。なのに権力者には従えって言っちゃうんだ」

　なぜそんな記述があるのかはまさに神のみぞ知るといったところだが、聖書全体の分量からすれば政治権力に関する（と解釈できる）記述なんてごくごくわずかだ。王権神授論者たちは目を皿のようにして聖書を何度も通読し、自説に都合の良い箇所を浚さらい、論を組み立てていったにちがいない。

　ともかく、王権神授説は国王やその支持者たちに諸手を挙げて歓迎され、絶対王政は倫理的な裏付けすらも得てついに確立されたんだ。きみが世界最短の憲法と呼んだルイ14世の「朕は国家なり」も、こうした背景で出てきた言葉なんだね。
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「ついに王様が最強になってしまって、民主主義の誕生からはずいぶん遠ざかったような気がするんですけど」

　そうでもない。もし、ただ遠ざかっただけなら、本講では一章割さいてまで扱わないよ。さらっと流して終わる。でも王権神授説は民主主義の誕生には不可欠だったんだ。

　なぜかというと、民主主義の基礎となる考え方は、この王権神授説に《反論》する形で編み出されたからだ。

　たとえば王権神授説は、『主権』という考え方を生み出した。国を動かす絶対不可侵の権利のことだね。それまでは、『国を動かす力がまとめてひとつの権利である』とかいう考え方がなかった。我々が考えているような国家という形がそもそもなかったしね。ところが王権神授説の提唱者たちがこの考え方を持ち出してきて、その権利は国王が持つ、と言い張った。

　権利があるとなれば、今度はその権利を奪うという考え方も出てくる。ないものは奪えないからね。こうして、『国王主権』である王権神授説は、『国民主権』である民主主義を生み出す手伝いを皮肉にもしてしまったんだ。





けっきょくは金が世界を動かす







「でも、ここまでの話を聞いていると、絶対王政の国王は金もあるし御用学者の擁護もあるしで無敵なんじゃないかと思えてきますよ。そんな国王からどうやって主権を奪ったんですか？」

　ふむ。それにはいくつかの要因があるのだけれど──

　必ず挙げられる遠因のひとつは、宗教改革だ。

「えっと、免罪符にぶち切れたルターが教会の扉になにか張りつけたっていう……」

　きみでもそういう断片的なエピソードは知っているんだね。

　時は16世紀まで遡る。

　この頃のカトリック教会は世俗化して金かね儲もうけに明け暮れるようになっていた。その象徴がきみの言っていた免罪符（贖しょく宥ゆう状じょう）だね。教会世俗化への不満は堆積していて、16世紀初頭、それが爆発する。ドイツの神学者マルティン・ルターが今のやり方はおかしいと教会に論争をふっかけ、ヨーロッパ中に飛び火。ついにルターはカトリック教会から破門されてしまう。

　この論争は最終的にカトリック教会をまっぷたつにした。教会に『抗議』"protestari"した人々が、後にプロテスタントと呼ばれることになる。

　宗教改革についても詳しく踏み込んでしまうと本が一冊どころか本棚一段分くらい書けてしまうので、ここではさらっと流す。

　ルターや宗教改革の最大の功績は、教義どうこう以前に、聖書を民衆に広めたことだ。ルターがドイツ語訳した聖書は、その頃ちょうど普及し始めていたグーテンベルクの活版印刷によって巷こう間かんに広まった。それまで民衆は聖書なんて読んだこともなかった。そもそも持っていなかったし、開いたところでラテン語やギリシャ語で書かれていて読めなかったからね。教会に行って神父様の教えを聞くしかなかった。当然ながら神父様はカトリック教会に都合の良い説教しかしてくれない。

　宗教改革の本質は、キリスト教の原点回帰運動だったんだ。カトリック教会が何百年もかけてごてごてと塗り重ねてきた虚飾や権威をすっぱり無視して、聖書に還ろう。聖書だけを信じよう。

　そうして農民も職人も商人も、みんな聖書を自分の手で開いた。

　そこにはものすごいことが書いてある。キリスト教というのは基本的に人間をどうしようもない生まれつきの罪にまみれた存在だと説く。しかも自力で罪を償ったり救われたりすることは絶対にない。ただただ神のお恵みでもって救済される。

　人間は神の前に等しく無価値！

「ははあ、そうすると王様とか貴族とか、人間どうしの身分のちがいが馬鹿馬鹿しくなるわけですね」

　そう。相手が国王だろうが戦いを挑み、主権を奪ってもよい、と思えるようになる。宗教改革による民衆の精神変化は、ルターの時代にすでにドイツ農民戦争という形で身分制度を揺るがしつつあったし、その後もヨーロッパじゅうに燃え広がって二世紀後の市民革命の大きな原動力となったんだ。
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　でもあたしは、身分に対する精神変化より、もうひとつの要因の方がメインだと思う。

「ほんとうにさらっと流しましたもんね……。もうひとつというのは？」

　民衆が豊かになったから、だね。

「けっきょく金かよ」

　けっきょく金だ。

　経済の発展や農業技術の改善で、これまで権力を持っていなかった層が豊かになる。すると、生活を抑えつけられたくないので様々な権利を要求し始める。権力者側としても、豊かな相手を抑えつけるにはそれ以上の力が必要だし、戦うよりは要求を吞のんでやってお互いに儲けた方が得だし、ということで権利を認める。権力者側があまり賢くない場合には流血沙汰が起きるが、まあだいたいそんなサイクルで豊かになった人間から順番に権利を勝ち得ていった、と、それだけのことだと思うよ。

　宗教改革もこれに関連していてね、プロテスタントというのは、実に、実によく働いたんだよ。休むのは教会にお祈りに行く週末くらいで、あとはずっと働いた。

「……週末以外働くのって当たり前じゃないんですか」

　それが当たり前になったのがプロテスタントのおかげ、それ以前の人間はとにかく働かなかった。慣習で決められた自分の仕事が終わったらおしまい。あとはぐうたら暮らしていた。それに、仕事も収入も身分によってほぼ固定されていたからね。毎日熱心に働くという考え方がそもそもなかった。必然的に、財産は増えない。持たざる者は一生持たざる者のままだ。

　ところが世の中にただ一ヵ所だけ、ひたすら熱心に働くのがよい、という思想が息づいている場所があった。修道院だ。

　きみも修道院が出てくる映画で、修道僧がお祈り以外にやけによく働いているのを見たことがない？

「ああ、『薔ば薇らの名前』とかですね。やけに広い畑があったなあ」

　そうそう。修道院で造られたビールやワインはたくさんある。

　しかも教会は当時最高の頭脳が集まる場所だったからみんな学問にも熱心だった。ヨーロッパでは失われて久しかった古代ギリシャの知識を、なんとも皮肉な話だけれど、イスラム圏経由で入手してアラビア語で読んで研究していたらしい。不思議に思えるかもしれないが中世の科学はみんな修道院発だった。薬の開発なんかも行われていた。病院の起源も修道院だね。

　宗教改革によって、修道院のそうした思想と技術も民間に流出した。聖書を読むと、怠惰はよろしくないし、ひたすら自分の仕事に励むことは神の御心に沿っていることだとわかる。プロテスタントはそうして生み出された『働き者の新人類』だった。生産力があり、聖書以外の権威を恐れない。これはもう最強だよ。おまけに彼らはとてつもなく禁欲的で、贅ぜい沢たくは一切しなかった。そうすると儲けた金はどうなるか。さらなる仕事の生産性を高めるためにだけ使われ、残りは貯蓄される。結果としてプロテスタントの手元には金がじゃんじゃん流れ込む。

　市民革命には、「身分は低いが知識と金はある」という人々が絶対に必要なんだ。プロテスタントたちはまさにこの層を形成した。経済力と精神構造の変化の両輪で、ヨーロッパ各国は打倒絶対王政へと加速度的に突き進んだといっていい。





未来図のない革命は失敗する







　しかし、金と気概だけでは革命は成立しない。絶対王政を倒すことはできても、倒した後にどのような国を建てるのかという未来図を描けなければいたずらに血が流されるだけで終わってしまう。

　この失敗例の典型が、イギリスの清教徒革命だ。
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　イギリスは、以前の講義でも話した通り、貴族（領主）が結託して国王と対決して権利を巡っていがみあっていた。そこで国王はどうしたかというと、身分階級において貴族の一段下にいる『庶民』と手を組んだ。

　庶民といってもその実態は、ジェントリ（地方豪族）とかヨーマン（自作農）といった中流以上の層だね。ぜんぜん庶民ではなかった。土地は貴族並みに持っているが家柄だけがない、といった彼らを、国王は地方行政や軍隊に積極登用して貴族たちを抑え込んだ。

　この頃のイギリス議会は二院制で、貴族院と庶民院に分かれていた。貴族院の議員はその名の通り爵位を持つ貴族たち、一方の庶民院は前述の通り庶民と言っても「貴族ではない」という意味で、お金持ちのジェントリたちで構成されていた。この二院制は現代でも維持されていて、イギリスの貴族院は選挙ではなく貴族の中から選ばれる。現代まで残っているということはそれだけイギリスの議会が強固なものだったということで、その強固さはこの17世紀の一連の出来事に由来するんだ。

　国王の目論見通り貴族たちは弱体化した。なにしろ貴族連中はお金儲けのノウハウを持っていないくせに見栄っ張りで金遣いが荒い。経済が発達してくると、こういう連中はどんどん財政が苦しくなる。

「なんか日本でも似たような話がありましたね、江戸時代には大名家がどこも借金まみれっていう」

　身分は低いがお金儲けは上手い階層がどんどん隆盛していくのも同じだね。国王に重用されたジェントリやヨーマンたちは反対に力をつけ、庶民院の発言力も強くなった。

　この頃のヨーロッパは絶対王政の全盛期。イギリスも例外ではなく、時の国王ヘンリー８世は独断でカトリック教会と絶縁して自分で国教会を建てるくらいの専横ぶりだったのだけれど──

　ここがイギリスの不思議なところで、議会はちゃんと尊重したんだ。

「貴族に対抗するためにこき使った庶民院だから、ご機嫌を取るためにも大事にしないと、ってことでしょうか」

　それもあるかもしれないが、まあ実際にジェントリやヨーマンたちは無視できない実力があったんだ。イギリスはヨーロッパの中でもいち早く貨幣経済が発達していたからね。

　ともかく、最初は国王と貴族の徴税折衝の場だった議会も、この頃になると立派な国政議論の場になっていた。国王は議会の承認なしにはなにひとつ決定できないという慣習ができあがっていった。
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「なんだか革命なんて必要なく、そのまますんなり絶対王政が民主政に移行しちゃいそうな勢いじゃないですか？　やっぱり紳士の国だからですかね？」

　あたしが説明をはしょってしまったからきみがそんな勘違いをするのも無理はない。

　実際にはこの時代のイギリス政局は混乱の極みだった。王家がお家騒動に明け暮れていて、国王が変わるたびに国教がプロテスタントになったりカトリックになったりし、また議会が尊重されたりないがしろにされたりした。

　先述したヘンリー８世やエリザベス１世は議会を大事にした方。

　ところがエリザベス１世の二代後に王位に就いたチャールズ１世は、王権神授説を真に受けたがちがちの絶対君主で、議会を無視しまくった。御ご法はっ度ととなる『議会の承認なしの課税』までやり始める。これで国内は絶対王権を支持する国王派と、あくまで議会の優先を支持する議会派とで真っ二つ。ついに戦争が起きる。世界史上初の市民革命、清教徒革命だね。議会派を主導した人々の多くが清教徒ピューリタン（プロテスタントの一派）だったからこう呼ばれる。

「前の章で出てきた、国王をも恐れない働き者の新人類、ですね」

　そう。加えて、議会派には幅広い身分層から王政への不満を持つ人々がたくさん参加していた。上はジェントリ、下は極貧層までだ。彼らは訓練を受けて強力な軍隊となり、国王派に立ち向かう。

　戦争は議会派の勝利で終わり、国王チャールズ１世はついに処刑される。

「うわ。殺されちゃったんですか」

　うん。正当な権利の請願を無視した以上は国王であっても殺す──この強硬姿勢の根拠となったのが、だいぶ前の講義で話しただろう、マグナ・カルタだ。でも、たとえ法的根拠があったとしても、絶対王政が支配的だった当時の常識では、臣下が王を死刑にするなんて考えられないことだった。チャールズ１世の処刑は諸国に大ショックをもたらす。

　なぜ革命軍はこんな常識破りを敢行できたか。

　プロテスタント、つまり聖書以外の権威を恐れない新人類だったからだ。

　そして国王処刑後、イングランド共和国が設立されるのだけれど……

「こうしてイギリスに世界初の民主主義国家が誕生したわけですか！」

　……とはいかなかった。清教徒革命は失敗した、と最初に言っただろう。

「え、え、だって、共和国が設立、って」

　この時期のイギリスが民主主義国家だと認める歴史家は一人もいない。それどころか、英国では清教徒革命のことを"Revolution"と呼ぶことがまずない。革命として認められていないんだね。

「王様を殺したのに、ですか。失敗したら革命ではない、ってことですかねえ」

　まあだいたいそういうことだ。

　なぜ失敗したのか？

　よく挙げられる原因としては、議会派があまりにも多種多様な層を内包して無数の派閥に分かれていたせいで、主義主張の食い違いからまとまりきれず崩壊したというもの。

　議会派の中でも最も力を持っていた主流派は《独立派》と呼ばれていて、革命の軍事面を指導したジェントリたちが多く所属していた。チャールズ１世の処刑を主張したのはこの《独立派》だね。

　実際に議会に議席を持つ人々が多く所属する穏健派《長老派》は、国王派との和睦を図っていたし、チャールズ１世の処刑にも反対していた。

　逆に、土地を持たない都市部の一般庶民たちが多く所属する《水平派》は、なんと男子普通選挙を実施することを主張していた。

「普通選挙っていうとつまり、身分関係なく選挙権を持たせようってことですか」

　まさに、現代の民主主義にそのままつながる主張だ。でも彼らは彼らで、《独立派》の裕福なジェントリたちと対立する。ジェントリたちにしてみれば土地も持っていない貧乏人に選挙権を与えるなんてとんでもない！　どんな政治になるかわかったものじゃない、という認識だった。

「え……いや、でも、身分制なんて馬鹿馬鹿しいって気づいたプロテスタントのみなさんですよね。実際に王様も殺しちゃってるわけですよね。なのに貧乏人は差別するのっておかしくないですか」

　それくらい《身分》意識は当時の人々の頭に染みついていたということだね。清教徒革命で普通選挙が叫ばれながらけっきょく実現しなかったという事実は、後々とても重要になってくるから押さえておくように。

　さらに、もっと身分の低い貧農たちからなる《真水平派》は、なんと『すべての土地を共有するべき』と主張した。

「……共産主義じゃないですか」

　その通り。これまた主流派からは受け入れられず、弾圧されて消えていった。普通選挙でさえ論外だと断じたジェントリたちだよ。自分の持っている土地を貧乏人にも無償で分け与えて共有しようなんて受け入れられるはずもない。

　ということで清教徒革命後のイングランド共和国は、けっきょく《独立派》が他の派閥をどんどん粛清し、指導者オリヴァー・クロムウェルの独裁政治という形に行き着く。

「独裁政治って……王政を倒したのに自分が王様になっちゃったんですか。それじゃなんの意味もないじゃないですか」

　議会を解散させたり、自分の息子を後継者に据えたりしたからね。革命でもなんでもない、王をすげ替えただけじゃないか、と言われてもしかたない。クロムウェル『王朝』は国民の支持を得られず、二代目にして崩壊。

　そして、かつてクロムウェルらとともに戦った《長老派》が、チャールズ１世の息子であるチャールズ２世をイングランドに呼び戻し、王座に据える。長引いた戦争と、その後のクロムウェルの暴政のせいで、国内には「やっぱり王政の方がいいや」という空気が蔓まん延えんしていたんだね。王政復古だ。イングランド共和国の寿命はわずか11年だった。

　先述したフィルマーの王権神授説は、この王政復古の正当性を訴えるために出版されたものなんだ。

「あああ……。王権神授説まで復活しちゃって元の木もく阿あ弥みですか。ううん、けっきょく身分制が強固すぎて、それぞれの階層で主張がばらばらだったせいですよね。となるとイギリスで革命なんて当分無理じゃないですか？」

　ところが、王政復古のわずか30年後、名誉革命が起きる。

　こちらはどんな歴史家も太鼓判を押す文句なしの市民革命だった。新しい国王ウィリアム３世・メアリ２世夫妻が《権利の章典》にサインし、国王といえども侵すことのできない議会の権利を保障し、以降の歴代の国王もすべてこの章典を守った。《権利の章典》は現在もイギリス憲法として全文が有効で、立憲君主制の礎となっている。マグナ・カルタを民主主義の出発点と呼ぶのは歴史を美化しすぎていると前に言ったが、《権利の章典》をそう呼ぶことには異論は出ないだろう。

　なぜ清教徒革命は失敗したのに名誉革命は成功したのか？

　たった30年の間に、いったいなにがあったのだろう？
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　もちろん様々な要因がある。清教徒革命が失敗といっても、イングランドになにも影響をもたらさなかったわけではなく、国王派とそれを支えるカトリック教徒の力は敗戦で大きく削がれたままだったから、次の革命が成功しやすかった面は否定できない。

　でも、最も大きなちがいは、理念の有無だ。

　絶対王政を打ち倒した後に、どのような国を造るべきか──。

　旧体制を支えていた王権神授説を上回るだけの説得力と理論的裏付けで、新しい理念を民衆に提示できたか否か。

　二つの革命の成否を分けたのはこの点なんだ。

「30年の間に、その新しい理念ってのが生まれたわけですか」

　まさに、このとき生まれた。

『王権神授説』に対抗する新しい国家観の礎となったのは、『社会契約説』という。





権利の正体とは







「社会契約！　それも授業で聞いたことがあります。いよいよロック、ルソー、モンテスキューですね」

　学校の社会科ではその三人をひとからげにして一時間でさっと流すので、だれがどんな説を提唱したのかよくわからなくなって、yahoo!知恵袋に似たような質問があふれかえることになる。ついでにいうとトマス・ホッブズは社会契約説の先駆けとして大いに貢献しているのに、このくくりには加えられないことが多いね。至った結論が前三者とはまったく逆だったからだろうね……。
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　社会契約というのは、ルソーの著作名『社会契約論』に由来する。あたしたち人間の社会が、お互いの契約で成り立っている──なんとなく寄り集まっただけではないし、だれか一者の意思だけによるものでもない、という論のことだね。

　社会契約論者の論考の出発点はだいたいみんな同じ。社会生活をしていない自然状態の人間というものを仮に考えてみよう、というところからだ。

「社会生活をしていない、っていうと……原始人ってことですか？」

　具体的にどの時代のどこの人々、と想定しているわけではないよ。社会契約説は思考実験から生まれたんだ。つまり、現実の人間はみんな社会に属していて支配したりされたりしているが、論考のために、そうした要素をみんなさっ引いてみよう、というわけ。これを便宜上、人間の《自然状態》と呼ぶんだ。

　自然状態なら、人間といえども他の動物たちと同じく、めいめいが勝手気ままに食べ物を探して歩き、夜になればねぐらで眠って暮らすだろう。でも人間が完全にひとりということはないので、生活している上で他の人間に遭遇する。そこで人間たちは集団をつくるだろう。人間には知恵があるし、またどの個体も能力的には大したちがいがなく平等なので、集団設立前に全員が同じ内容の約束を交わす。自分はこれこれこういう貢献を集団に対してするから、その代わりに、集団からはこれこれこういうことをしてもらう。このような合意、つまり『契約』によってのみ、人間の社会は造られた。

　これが社会契約説だ。

「なるほど。合理的でわかりやすいですね。神さまがどうとかいううさんくさい話が出てこないし」

　社会を造る理由や契約の内容などが論者によって少しずつちがうのだけれど、その中でも最も重要なジョン・ロックの『統治二論』は、まさに清教徒革命と名誉革命の間に生まれたんだ。

　ロックの生誕は１６３２年。清教徒革命は１６４２年に始まるから、内戦の混乱期の中で少年時代を過ごしたことになる。大人になってからは絶対王政に批判的な論ばかり発表していたので国王派から危険視され、イングランドを出て逃亡生活を続けながら『統治二論』の執筆にいそしむ。二論、というからには二部に分かれていて、第一部は王政復古を擁護したフィルマーの王権神授説を論破するためにまるまるあてられている。そして重要なのが第二部で、社会契約説に基づいて、国王の権利を制限することや議会が国王に優越することなどを説いた。

「ただ論破しただけじゃなくて、新しい政治をちゃんと理屈の面でバックアップした、ってことですね」

　そう。ただぶっ壊しただけなら、清教徒革命と同じように名誉革命も失敗していたかもしれない。でもロックは新しい理念を提示できた。この理念は名誉革命後の議会制を力強く擁護したし、さらには世紀と海をまたいでフランス革命とアメリカ独立という二つの民主主義革命の原動力ともなった。

　こうして王権神授説は超克され、新しい時代が始まることになる。
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「でも、なんというか、当たり前の結果じゃないですか？　要するに王権神授説なんて大間違いだったってだけのことですよね。アダムの支配権がどうのこうのとか、わけわかんなかったし」

　ヒカゲ、浅はかだね……。

「えっ？　な、なんでですか？　だって実際に民主主義が勝ったんだし、社会契約説が正しかったってことでしょ？」

　たしかに、神さまがアダムに支配権を授けただとか、それが国王に引き継がれただとかも、証拠はなんにもない。しかしそれを言ったら、社会契約説の方にも証拠はない。社会を造っていなかった頃の人間なんてだれも見たことがないし記録も残っていない。

　そもそも、この二つの学説は『権利』に関するものだ。

　ではヒカゲ、『権利』というのはなに？　『権利がある』というのはどういうこと？

「え？　……うーん、それは、……やってもいい、ってことですよね」

　じゃあ、あたしはかねてから一夫一妻制をなくすべきだと思っているけれど、あたしが今ここで『あたしは重婚してもいい！』と大声で叫んだとして、重婚する権利があると言える？

「言えませんよ。法律がそうなってるんだから」

　法にそう書いてあるかどうかが問題なの？　あたしはかねてから同性婚を認めるべきだと思っているし、前にも言ったとおり日本の民法には婚姻は男女でなければならないとは書かれていないけれど、あたしが今ここで『あたしは女の子と結婚してもいい！』と叫んだとして、同性婚する権利があると言える？

「役所が認めないでしょ。なんなんですか、このやりとりは」

　そう、認める、というのがポイント。

　じゃあもう少し踏み込んで訊きこう。財産権というのがある。日本の憲法にも明記されているね。自分の持ち物を自分だけが任意に扱え、他人に勝手に奪われたりしない権利だ。ところで仮に日本の警察が機能せず、他人の物を奪ってもまったく罰されず、実際に泥棒が日常化していたとしたら、財産権があるといえる？

「そんな日本はいやですよ……みんな勝手に盗ってくんなら権利もくそもないじゃないですか」

　その通り。

　権利があると法文に書かれていようとも、それが常識化して実効力を持っている状態にならないと、権利があるとはとても言えないわけだ。

『○○の権利がある』というのは、○○してもらえる、あるいは○○することを邪魔されない、というのを『認めてもらっている』状態だ。

　だれに？

　それはもちろん、○○してくれる能力のあるだれか、あるいは○○することを邪魔する能力のあるだれか、全員──とはいわないまでも大多数に。

　認めてもらっていること、つまりは権利があると大勢の人間が思っている状態こそ、権利があるということに他ならない。

　だから、社会契約説が正しいから民主主義が勝ったのではない。因果が逆だ。民主主義が勝ったから社会契約説が正しくなったんだ。

　実際に長い間、社会契約説は負け続けていた。王の絶対権力を認める人間の方がずっと多くて力も強かった。より多くのより強い人々が権利を認めているということはそのまま実際に権利があるということだ。その時点では王権神授説が正しかったんだ。

　では、どうやってジョン・ロックは大衆の認識を変え、社会契約説を勝利に導いたのか。実際に『統治二論』の内容を読み解きながら探っていこう。





人権は宗教だった







　ジョン・ロックの『統治二論』が近代民主主義にとってなぜ最重要の書の一冊に数えられるのかといえば、冒頭で書いたとおり『人権』につながる考え方が提示されていたからだ。この章は本講においてもとくに重要な講義になるのでしかと心づもりするように。

　ではヒカゲ、人権というのはなにか答えられる？

「さすがにそれくらいは……。人間ならだれでも持っている共通の権利のことですよね」

　うん、さすがにこの質問に答えられないようでは話にならない。

　すべての人間が、『人間である』という理由だけで等しく持っている権利、それが人権だね。人権は民主主義にとって核となる概念だ。人権という考え方が生まれたからこそ、人権を守る手段として民主主義が生まれたんだ。

　この章のポイントは、人権というのは宗教だ、ということだ。

「……マジですか」

　マジだ。

「それは、人権活動家のやってることが宗教じみているとかそういう……」

　そういうまたしても物議を醸しそうなたとえ話じゃない。まったくそのままの意味で、人権というのは宗教思想なんだ。

「ええええええええ」
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　王権神授説の提唱者たちが政治学者であると同時に神学者でもあった、と言ってもきみは驚かないよね？

「そりゃあまあ、神さまを持ち出すくらいですから」

　しかしね、当時の哲学者は大なり小なりみんな神学者だったんだ。社会契約論者も例外じゃない。というより、当時のヨーロッパの人間にとってはキリスト教は自分が立っている大地そのものみたいな存在だった。意識せずともその上になにかを組み上げるしかないし、存在しなくなることなど考えもつかない、というわけ。聖書こそ最古にして最強の伝統、と前に話したけれど、要するにそういうことだね。日本人にはこれにあたる共通根本思想がないので、ちょっとうまいたとえが思いつかないのだけれど……。

「ＰＣにWindowsが入っているのは当たり前なのでソフト開発となったらだれもなにも言わなくてもWindows用のものを作る、みたいなもんでしょうか」

　なかなかいいたとえだけれどスマホ全盛の現代ではちょっとぴんとこない人も多くなっているかもしれないね。

　さて、前に王権神授説の紹介をしたときに、イングランドのフィルマーという学者を取り上げたね。ジョン・ロックと密接に関わってくるから、と。

「ああ、そういえばそんな話もありましたね」

　前回でもちらっと触れたように、ジョン・ロックの『統治二論』はフィルマーの王権神授説論文『パトリアーカ』への反論として書かれたんだ。『二論』というからには二部構成になっていて、第一部はまるまる『パトリアーカ』の検証と反論にあてられている。

　これはあたしの推測だが、学者でも第一部をすっ飛ばして第二部しか読んでいないという人はけっこう多いのではないかと思う。

「そ、そんなに……第一部は、つまり、その……つまらないんですか」

　キリスト教徒にとってみれば面白いのかもしれないね。

　フィルマーは神さまがアダムに王権を与えたこととかその王権が君主に引き継がれたこととかを聖書からの様々な引用でもって主張しているのだけれど、ロックは同じく聖書のあちこちを検証し、フィルマーと同じレベルで事細かに反はん駁ばくするんだ。たとえば、フィルマーは神さまが『汝なんじの父を敬え』と言ったと書いているが、ほんとうは『汝の父と母を敬え』だろう、勝手に省略するな、とかね。

「細かいですね。なるほど。Windowsの細かい仕様についてWindowsユーザーどうしがなにか言い合ってるけど、マカーである僕ら日本人にとってはかなりどうでもいいというわけですね」

　またまた角の立ちそうな例え話はおいといて、全編こんな感じだ。フィルマーもロックも神学者としての側面を持っていたから、というのもあるが、同じキリスト教の論点から論破することが必要だったからでもある。

「必要……なんですか？　なんかもうほっとけよって思いますけど」

　必要なんだよ。だってまわりじゅうキリスト教徒だ。

　王権神授説の説得力はキリスト教という最強の伝統を背景にしている。そして、前回の講義でも言った通り、権利というのはそれを認める人間が大勢いるかどうかで存在が決まる。だから同じ論点からより説得力の高い反論をぶつけて、納得してくれる味方を増やさなきゃいけない。
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　そして『統治二論』の第二部において、いよいよ後の人権思想につながる《自然権》という考え方が登場する。

　ロックは社会契約論者の常として、人間の《自然状態》というものをまず考えた。

　だれにも支配されておらず、どこの社会にも属していない人間だ。これを《自然人》と呼ぶ。

　自然人はみんな自由だ。だれにも命令されることはないし、自分の身体や自分の所有物は自分の意志だけで扱える。そしてみんな平等だ。同じ人間という種に生まれたわけだからね。

　完全に自由かつ平等な人間どうしの間では、正義と慈愛が当然生まれる。

　なぜかというと、人間は他人からなにか善いものを受け取りたいと思うものだし、他のすべての人間も同様に欲するのだから、自分の欲求を満たすためにはまず他人の欲求を満たしてあげなければ、と考えるだろう。

　同じように、他人から愛されたいと望むものだし、他の全員も同じことを望むのだから、まず自分が他人を愛するようになるだろう……。

「めちゃくちゃのどかでユートピアな考え方ですね。人間が自然状態だとみんな愛し合って助け合うものだって言ってるんですか？」

　うん、そう言っているんだ。

　そしてここで《自然法》というものが登場する。

　人間の自然状態はこの自然法に支配されている。自然人が完全に自由だといっても、この自由は『なんでも好き勝手にやっていい』ということじゃない。自然法によって、自然人は自分自身を生き残らせなければならないし、同じように他人やその所有物も守らなければいけない。となると当然の帰結として、なんぴとも他人の生命、健康、自由、所有物を侵害すべきではない。

「あ、人権っぽいもの出てきた！　なんか自然自然ってうるさいですけど！」

　そうだね。『なんぴとも他人の生命、健康、自由、所有物を侵害すべきではない』、これが後の人権につながる重要な記述だ。

「でも自然法ってなんですか？　それが根拠になって人権を守らなきゃいけないってことになってるんですよね？」

　自然法というのは色んな学者が勝手に使う言葉なので定義しにくいのだけれど、少なくとも『統治二論』においてははっきりしている。

　神さまが決めたこと、だ。

「ええええええええ」

　たとえば自然人が平等であることについての根拠は要約するとこう書かれている。




『同じ種の被造物が同じように生命活動していることは明白なので、その支配者である神がだれかに支配権を与えたのでない限りはみんな平等なのが当たり前である』




　これはフィルマーの王権神授説への反論から導かれた記述だね。王権神授説が論破された今、人間がみんな平等であることは明々白々だよ、ということだ。

　他にもたとえば、自然人が自分や他人を生存させなければいけないことの根拠は要約するとこう書かれている。




『人間はみんな、全知全能の創造主である唯一神の作品なのだから、他者の欲するままにではなく神の欲するままに生存するように造られているものだ』




　まだあるぞ。ロックは財産権を提唱したけれど、その前提として、世界全体は人類共有のものとして考えた。その根拠はこうだ。




『ダヴィデ王が『詩編』115‐16で「地は人への賜物」と言っているように、神が世界を人類共有のものとして与えたことは明白である』




　人間がなぜ政治社会を造るのかについても最初にいきなりこう書いている。




『神は人間を次のように造った。「人が独りでいるのは良くない」（創世記２‐18）との判断から、必要性や便宜によって社会を造るようにし、それを存続させるために知性と言語を与えた』




「か、会長。もうそのへんでかんべんしてください」

　わかった。このへんにしておこう。

『統治二論』は全編この調子で、まぎれもなく神学論文だ。人間はこれこれこの通りに神さまによって造られているのだから、こういう性質があり、こういう権利を持っていて、だから社会はこうあらねばならない……。

　王権神授説へのカウンターとして編み上げられた人権神授説、それが『統治二論』の本質なんだよ。





＊






「しかし会長、ロックの書いたものが宗教を前提としてたってのはわかりましたよ。でも、昔の話ですよね。まだ宗教が強かった時代の。民主主義ができる前の話じゃないですか。さすがに現代の僕らには関係ないんじゃ？」

　きみの認識は非常に甘い。

　たとえばアメリカ独立宣言を見てみよう。




『我々は、以下の事実を自明のことと信じる。すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられているということ』




　ロックが書いていたことそのままだろう？

「そのまんまですね。創造主、って言っちゃってますね」

　民主革命の両巨頭のもう一方、フランス人権宣言も見てみよう。




『国民議会として構成されたフランス人民の代表者たちは（中略）人の譲りわたすことのできない神聖な自然的権利を、厳粛な宣言において提示することを決意した。（中略）こうして国民議会は、最高存在の前に、かつその庇ひ護ごのもとに、人および市民の以下の諸権利を承認し、宣言する』




「……なんですかこの最高存在って」

　この当時のフランスはカトリック教会とたいへん仲が悪くてね、とくにフランス革命の指導者ロベスピエールは旧弊的な慣習にまみれたカトリックが大嫌いだった。そこで自前の宗教を造ろうとしたんだ。その宗教の崇拝対象を最高存在と呼んだ。だから要するに神さまのことだ。

　この二つの宣言はどちらもジョン・ロックの人権神授説に影響を受けて書かれたものだけれど、現代でも生きている。とくにフランス人権宣言はフランスの憲法ではっきりと有効性が記されている。

　だから現代でも人権教は生きてるんだ。
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「でも、実際の合衆国憲法には神さまなんて出てきませんよね？　日本の憲法にも出てきませんし」

　出てこないね。

　およそ先進国の憲法で、人権規定のないものはないが、法源として神さまが出てくるものもまたない。

　これは当たり前の話なのだけれど、憲法で人権を謳おうとすると必ず『信教の自由』に触れなきゃいけない。信教の自由も含む人権の根拠が宗教だったらまずいだろう？

「あー、たしかに」

　でも、人権思想が宗教思想であることは忘れてはいけない。かつては宗教であることが必要だったんだ。

　権利が権利として存在する要件を思い出してみて。

　その権利に関わりそうな人間すべてに認められること──だ。

　いわば権利というのは共同幻想だ。しかも人権というのはあらゆる人間が生まれつき持っているものだなんてぶち上げた。全人類、しかも今後生まれてくる未来の人類もすべて含めて、だよ。

　あらゆる人間が持っている権利というのはとりもなおさずあらゆる人間に認めさせなければいけないということだが、18世紀以前にそんなことを認める人間はほとんどいなかった。人類全体の共同幻想をゼロから創り上げるためには、どんな人間も無意識にひれ伏してしまう最強の伝統を使うしかなかった。

　つまり神さまだね。

　王権神授説が伝統主義最強の聖書パワーによって領主たちの既得権を打ち倒したのと同じように、人権神授説もまた伝統主義最強の聖書パワーを使って王権を打ち倒すしかなかったんだ。





＊






　人権思想が宗教の力を借りて広めなければいけなかったものだということは、要するに、人権が人類普遍のものでもなんでもない、ということだ。だって独立宣言で『すべての人間は生まれながらにして平等』と高らかに謳ったトマス・ジェファーソンにしたって、百人以上もの黒人奴隷を抱えていたし、大統領在任中にネイティヴ・アメリカンの殲せん滅めつ政策を実施しているんだからね。

　かつて黒人や先住民、財産を持たない者、女性、子供……といった弱者には人権がなかった。人権が人類普遍のものでだれもが生まれつき持っているのだとしたら、人権の適用範囲が広がったり、肖像権だの忘れられる権利だのといった「新しい人権」が出てくることはおかしい。

　人類普遍のものではないからこそ、人類普遍だ、と叫び続ける必要があるんだね。人類普遍のものだと認める人が増えれば増えるほど、侵害される可能性は減っていくんだから。キリスト教に無縁の日本人も、宗教思想抜きに人権をあって当然のものと考えていられるのは、実際に人権があって当然の社会にすでに生きているからだ。人権があった方がみんな幸せだという実例を毎日毎分毎秒至る所で目にし、耳にしているからだよ。

　もうキリスト教は必要がない。

　人権はすでに「世界中の大勢の人たちが人権を認めている」という事実そのもので成り立っていられる。だから憲法にも世界人権宣言にも神さまは出てこない。あたしたちはすでに飛び立って、信仰というロケット燃料を切り離したんだ。





万人合体大怪獣







「しかし会長、ロックってずいぶん楽天家じゃないですか。要するに人間はほっといても自然にお互いの人権を尊重するよ、って言ってるわけですよね。そんなことあるのかな」

　きみが言っているような批判はロックが『統治二論』を発表した当時からあった。人間を理想化しすぎている、牧歌的にもほどがある、現実を見ろ、こんな社会契約でできあがった社会なんぞどこにもないじゃないか……。

　では比較のために、ロックに先立つこと40年前に発表された社会契約説の草分け、トマス・ホッブズの説を紹介しよう。

　論の出発点はホッブズもやはり同じ、人間の《自然状態》を仮定するところからだ。でも導き出された結論はロックとは正反対。

　ホッブズは、人間が自然状態では敵どうしになる、と断じた。人間には欲望と生存本能があるので、他人の家とか土地とか食べ物を奪おうとするし、また奪われたくないので先制攻撃しようとするし、争いとなったら自分も殺されたくないので相手を殺すか完全に屈従させるまで戦うだろう、と。

　そして、すべての人間にこれが当てはまり、またそれぞれの個体間にさしたる能力差がないので、全人類間でこの敵対関係が発生することになる。

『万人の万人に対する戦争』、だね。

「うわあ……。悲惨な想定ですね……。ロックのお花畑みたいな説を知った後だとなおさら気が滅入ります」

　ホッブズ自身、これを「悲惨」とか「残忍」だと表現しているね。

「ロックに文句を言っておいてなんですけど、ホッブズはホッブズで悲観的すぎじゃないですか。ほんとに人間ってそんなにひどいもんなんですかね」

　いまヒカゲが言ったような疑問をホッブズも想定していて、こう答えている。

『アメリカに住んでいる野蛮人どもを見てみなよ。だいたいこんな悲惨な状態の生活をしているじゃないか』

　これはネイティヴ・アメリカンを指しているね。いわゆるインディアンだ。

「めっちゃ差別発言じゃないですか」

　そういう時代だったんだ。アメリカ先住民の生活なんて見たこともないだろうにね。

　もうひとつ、こんな例も挙げているよ。

『俺たちのような平和な統治下で暮らしている文明人だって、ひとたび内戦が起きたらそういう状態になるじゃないか』

　こちらは実感がこもっている。清教徒革命の惨状を見ての発言だろう。

　ということで、人間の集団は、集団全体を恐怖でもって抑えつけるような権力が存在しない限りは『万人の万人に対する戦争』状態になる、とホッブズは言った。この状態ではみんな生産のための努力もしないし文化的なこともなにひとつしない。だって奪われまいと戦うのに忙しくてそんな余裕はないからね。人間は短命で、とてもみじめな生活を送る生き物になるだろう。

　でも、みんなそんな生活はいやだ。だから平和を指向する。

　そこでみんなが、「俺はおまえを殺さないから、おまえも俺を殺すな」という契約を交わし、社会を造る……。

　これがホッブズの社会契約。

「ああよかった。悲惨なまま話が終わるんじゃないかと心配しました」

　安心するのは早いよ。ホッブズの論はここでは終わらない。彼は「契約といっても、言葉だけでは拘束力がない。なにかの強制的な力による恐怖がなければその契約は無効だ」と続ける。

　人間はどうせ約束を守らない！　欲望とか感情で生きているから！

　ホッブズの面白いところは、人間が自然のままでは悲惨な戦争状態になることも、欲望と感情のままに約束を守らないことも、とくに悪いことだと言っていないところだね。人間はそういうものなんだ、自分を守るための自然な権利だ、と。

「権利ですか。ううん、殺すのも約束守らないのも権利なのかあ……」

　そこでホッブズは、社会の参加者全員がその《自己生存のために敵を殺す権利》をすべて《主権者》に差し出さなければいけない、と言った。主権者は国民全員に契約を守らせるため、国民全員分の《殺す権利》をまとめた絶対的な権力を持たなければいけない。主権者以外の国民は主権者を批判したり処罰したりなど絶対にできない──。

「あれ。なんか民主主義から遠ざかったような？」

　そして、主権者の形態によって国家は三種に分類できる。

　国民全員が主権者である《民主政》。

　国民の中の一部集団が主権者である《貴族政》。

　たった一人が主権者である《君主政》。

　この中でも君主政がベストだとホッブズは断言する！

　なぜなら、民主政や貴族政は主権者が国の利益よりも私利私欲を優先して腐敗するが、君主は自分の利益＝国の利益だから絶対に腐敗しないのだ！

「ちょっ、ちょっと待ってください会長」

　したがって理想の政治体制とは！　君主に絶対的権力を持たせることだッ！

「絶対王政じゃないですか！」

　いやあホッブズはいいことを言うね。君主政は腐敗しない、はまさに金言だよ。

「民主主義どこいったんですか、ホッブズは社会契約論者のくせに絶対王政を支持してたんですか？」

　そうだよ。ホッブズは清教徒革命の直前にフランスに逃亡し、革命の悲惨な失敗を対岸から見守り、議会派を非難して王政復古を擁護するために社会契約説を書き進めたんだ。王権神授説にはもはや説得力がないが、だからといってクロムウェルのやり方も間違っている──理知的に絶対王政の正当性を訴える説が必要だ、と考えたんだね。

　社会の構成員すべてが自分の持っている権利を国家に差し出すとか、国家権力がその構成員である国民の権利の総体であるとかは、それまでだれも考えつかなかった最先端の発想だった。

　ホッブズの考える国家は、いわば《主権者》という一匹の巨体の生き物だ。この生き物の身体は、何千何万という人間──つまり国民──によって構成されている。

「なんかとんでもねえ化け物ですね」

　この化け物を、旧約聖書に登場する海の巨獣になぞらえ、ホッブズはこう呼んだ──

　──『リヴァイアサン』、と。

「あっ、それも授業でやった気がします！　リヴァイアサンってそういう意味だったんですね。なんかタイトルだけはやけにかっこいいなあ、って記憶しか残ってないです」

　やれやれ。この『リヴァイアサン』で提示された国家観は、現代の民主国家にも脈々と受け継がれているんだよ。現代人として不勉強すぎるだろう。

　とはいえ、ホッブズはあまりにも急進的すぎた。当時彼の主張を正しく理解できる人間はほとんどいなかったんだ。彼が正当に評価されるのは、後にロックやルソーが批判的に取り上げてからになる。





だれがリヴァイアサンを打ち倒したか







　さて。人間は放っておくと奪い合い、殺し合い、裏切り合うから、だれも逆らえない絶対的な政治権力の恐怖で抑えつけなければいけない、というホッブズ。

　人間は放っておいてもお互いを尊重し合い、愛し合い、共存するから、政治権力はルールを造ったりルール適用を判定したりするためだけでよい、というロック。

　ヒカゲ、きみはどちらが正しいと思う？

「心情としてはホッブズですね……だって戦争も犯罪も世の中からなくなってないわけですし、ロックの言ってることはちょっと夢物語すぎて信じられないですよ。でもこの質問、ちょっと意地が悪くないですか」

　どうして？

「だって僕はもうロックが最重要だって会長から聞かされてるわけですし。だからって、ここで先回りしてロックが正しいんでしょとか言ったら、それはそれで会長に笑われそうだし」

　きみもここまで受講してきてなかなか勘が鋭くなってきたじゃないか。

「だいたい、二人とも人間の自然状態っていう同じ考え方からスタートしているわけですよね。なんでこうも正反対の結論が出てくるんですかね？　育ち方のちがい？　ホッブズは環境が悪かったから人間不信だった……とかでしょうか」

　そんな下世話な原因じゃないよ。

　二人の論の差は、一見、人間の本性に対する考え方のちがい、性善説か性悪説かといった差のように見える。当人たちですらそう認識していたふしがある。でも実はそうじゃない。人間の本性なんていうあやふやでどうとでも解釈できて立証のしようもないものよりも、もっと現実的で即物的な部分において、ロックとホッブズの考え方には決定的な隔たりがあった。

　それは、財産──《富》についての考え方だ。

「またしても金の話ですか」

　なによりも大事な金の話だ。金というか、より広い意味での《富》、つまり人間にとって価値のある生産物や取得物全般の話だね。
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　ホッブズの論における人間の自然状態の考察は、こんな前提から始まっている。




『もし、だれか二人の人間が同一のものを欲しがり、しかもそれを片方しか得ることができないとすると、彼らはお互いに敵となる』




　たったこれだけの前提からホッブズは論を推し進めて『万人の万人に対する戦争』にたどり着く。いわく、敵どうしとなった人間はお互いに自己生存のために殺し合う。種を蒔まいたり家を建てたりしても、より大勢の侵入者がやってきて労働の成果を奪い、さらには生命や自由まで奪おうとするだろう。その侵入者たちも、べつの侵入者の略奪にあう危険がある。だから奪われないように先手を打って他の人間を支配しようとするだろう……

「何度聞いても悲惨な想定ですねえ……」

　ホッブズの論は、人間の欲しがるもの、つまり《富》が有限だと考えるところからスタートしている。ある人間が得たものは、他の人間は得られない。だから欲しければ奪うしかない。ある人間の《富》が増えるということは他のだれかの《富》を奪って減らしたということ。世界全体の《富》は有限のゼロサムゲームである。

　これはホッブズの独創でもなんでもなく、当時の常識だった。

　なぜかというと、当時の人間にとっての財産といえばとにかく『土地』だったんだ。食べ物を継続的に生み出すことのできるリソースである『土地』、それこそ最高の富。みんな土地を奪い合って血を流した。土地を与えることがなによりの褒美だった。持っている土地の広さがそのまま権威だった。

　そして地球上の土地は有限だから──ただでさえヨーロッパは狭いしね──《富》も有限のゼロサムゲーム、という考え方が定着していた。
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　一方のロックはどうか。

　彼は、自然状態の人間が持つ《自然権》の基本四要素として、生命、健康、自由の他に《所有権》を挙げた。いわゆる財産権だ。

「土地の所有権、ってことですか」

　いやいや、そうじゃない。ロックは、《富》に関して当時の常識とはまったくちがう先進的な考え方を持っていたんだ。

　彼は、世界を神さまから人間への贈り物であり、人類共有の財産だと考えた。だから最初の段階では所有権もくそもない。土地も、獣も草木も、だれにも所有されていない。

　そうはいっても、人間それぞれの肉体は個人のものだ。自分の肉体は自分で《所有》しているといっていいはずだ。

　となると、その肉体の働きもまた、個人のものだ。

　それでは、人類共有の財産である自然から、人間がなにかを取り出すとき、取り出されたものにはその人間の働きがなにがしかの形で混ぜ込まれていることになる。したがって取り出されたそれは、その人間の《所有》物である……。

「いや、すみません、ちょっと長ったらしくてわけわからんといいますか」

　たとえば鹿を撃って肉を取ったら、それはただ自然に生きていたままの鹿というだけではなく、猟師の撃ったり屠ほふったりといった『働き』が混ぜ込まれるので、猟師の所有物になる。

　麦を植えて実らせて刈り取ったら、それはただ自然に生えていたままの麦というだけではなく、農夫の耕したり水をやったりといった『働き』が混ぜ込まれるので、農夫の所有物になる。……ということ。

「……当たり前の話じゃないですか」

　残念ながら当時は当たり前の話じゃなかった。当時は土地を持っている人間がその土地から発生するすべてのものを所有する方が当たり前だった。

　ジョン・ロックは史上はじめて、『労働』の価値を明言した思想家だった。労働によって所有が生まれる、つまり《富》は労働によって発生する、と言ったんだ。

　しかも彼は『労働』をとてつもなく高く評価し、逆に土地をとてつもなく低く評価した。いわく──




『人間生活に有用な土地の産物のうち９／10が『労働の成果』であると言っても、きわめて控えめな計算だと思う』




『土地に最大の価値を与えるのは労働であって、それなしには土地はほとんどなににも値しない』




　働いて得たものは働いた人の所有物になること。

　労働の価値は土地よりもはるかに上であること。

　この価値観のブレイクスルーをもたらし、人類を《土地至上主義》から解き放ったことは、人権思想の基礎を築いたことよりも大きな功績だとあたしは思う。

「あー、最初の方でロックが資本主義の源流でもあるって言ってたのはこのことですか」

　そう。しかもロックはこうも書いている。




『自分自身の労働によって自ら土地を占有する者は、人類が共有する蓄えを減少させるのではなく、むしろ増加させる』




　働くと人類全体の《富》が増える！

「なるほど、ホッブズの考えとまるっきり正反対ですね。ゼロサムゲームじゃない」

　となれば『万人の万人に対する戦争』に至る前提が覆される。《富》の総量が働けば増えるということは、奪い合わなくても、働けば両者が欲しいものを手に入れられるんだ。みんな奪うよりは働くことを選ぶだろう。戦争状態は起きない。したがってリヴァイアサンのごとき強大無比な主権者は必要ない……。
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「つまりホッブズよりロックの方が正しかった、ってわけですか。……あっ、ちょっと待ってください会長、いま『浅はかだね』って言おうとしましたね？　なんとなくわかるようになりましたよ？」

　講義を通じて勘だけは鋭くなったんだね。できれば考察も少しは鋭くなってほしいものだけれど。

　じゃああらためて言おう。浅はかだね、ヒカゲ。

　ホッブズの《富》ゼロサムゲーム説は当時の常識だった。当時はそちらが正しかったんだ。ロックの《富》増加説は夢物語だった。なるほど働けば《富》は増える。でもたかが知れていた。人類全体が満足するほどに増えるわけじゃない。だからあいかわらず人々は土地を巡って戦いに明け暮れていた。

　でも、歴史は動いた。

　人々は土地を巡って争うのをやめた。それよりもひたすら働いて富を増やす方がずっと豊かになれる、そんな世界がほんとうにやってきた。人間が自然のままに放っておいてもお互いに助け合い、慈しみ合い、与え合う時代が訪れた。

　なにが起きたのだと思う？

　ロックの説がようやく人類全体に普及した？

　あるいはより強力な思想家や宗教家や革命家が現れて人類全体を教化してしまった？

　まさか。思想ごときで人間がそう変わったりはしない。

　今ここではっきりと言っておくけれどね、思想家なんぞ大したことはない。物書きどもがこぞって褒めそやすからまるで思想家が世界を変えたみたいに思われているが、思想家にそんな力はない。

「ちょっ、待ってください、会長だってロックとかをさんざん褒めてるじゃないですか」

　大げさに褒めないと本が売れないからね。

「そういうのは黙っとけよ！」

　しかし、あたしも思想家の端くれとして、自戒をこめて言おう。思想だの理念だの、しょせんはただの物語だ。せいぜい泣かせたり怒らせたり笑わせたりしかできない。

　世界をほんとうに変えたのは、言うまでもない、技術革新だよ。

　農耕と牧畜の進歩によって、人間は日々の糧を得るためだけに全力を費やす生活から脱出できた。生存のための仕事を一部の人間に任せ、他の者たちはもっと高度な欲求を満たすために働き始めた。

　そうして人間の財産が土地という束縛から逃れ、無限に増え続けることが可能になったわけだ。

「……無限？　って……なんでですか」

　だってそうだろう。

　財産を財産たらしめている要因はなんだ？　『人がほしがること』だ。

　社会全体が食うのに困らなくなれば、土地に集中していた人の欲望が、他に向けられるようになる。より楽しく楽に生きたい、と思うようになる。『人生を楽しむ』という概念が、全人類に広まっていく。娯楽や知識や学問を求める人々が増え、それが財産と認められる。

　そして人生の楽しみや美しさや感動に限界はない！

　現代社会にある数多くの仕事の中で、どれくらいが『人間の生存』のためのものなのか考えてみるといい。ほとんどの仕事は、ただ生きるためには不要なものだろう？　楽しく便利に楽に生きるための仕事ばかりのはずだ。だから人類全体の《富》は今も増え続けている。

　ジョン・ロックがここまでを想定していたとはあたしにはとても思えない。労働で富が無限に増えるとも彼は書いていないからね。科学技術の進歩が、たまたま想定を超える形で彼の思想を実現してしまった──それだけだと思う。

　だから、ほんとうに称しょう讃さんに値するのは知恵を絞って技術革新に貢献した科学者や発明家たちであり、汗を絞って実際に富を増やした労働者たちであり、その富の余剰を人生の楽しみへとより高純度に転換させた芸術家たちだよ。思想家が口八丁でかすめ取った自由の桂けい冠かんは、本来は彼らに与えられるべきなんだ。





憲法の簒さん奪だつ







「……めっちゃ脱線しましたね。憲法の話なんてどこかにいっちゃったし」

　でも必要な話なんだよ。民主主義より資本主義の方がよほど大切だしね。

「いやでもこの本の読者は民主主義の話を目当てに読んでいるわけで……っていうか、もうそっちの話は終わってるんですかね？　名誉革命は成功したわけですし、これでいよいよ民主主義が誕生するわけですよね」

　そんなわけないだろう。

「ええええっ？　だって王様が議会に口出ししないって約束したんですよね？」

　その話をする前に、ヒカゲ、今さらだけれど民主主義というのはなに？　民主主義国家とはどういう国を指すの？

「ほんとに今さらな基本クイズですね。緊張するなあ。ええと、国民自身が主権者である国のことですよね」

　うん、正解。

　前にもちらっと紹介したけれど、ホッブズは主権国家を主権者がだれかによって三種類に分類していて、これ以外は絶対にないと断言しているし、現代でもこの分類法は受け入れられているんだ。

　一つ目は、たった一人が主権を持つ君主政。

　二つ目は、一部の特権階級の合議が主権を持つ貴族政。

　三つ目は、全員の合議が主権を持つ民主政だ。

　名誉革命は君主政を終わらせただけだよ。議会が主権を握っても、その議会が国民すべてを代表してなきゃ民主政じゃない。そして実際に、名誉革命後のイギリス議会は非公選制の貴族院と、人口の数パーセントしか選挙権を持たない中から選ばれる庶民院とで構成されていた。

　これはどう見ても貴族政だ。

　世界初の近代民主主義国家は、アメリカ合衆国。続いてフランス共和国。イギリスはこの二国にだいぶ後れを取ることになる。

「イギリスは憲法と議会の本家本元なのに、ですか。不思議ですね」

　本家本元だからこそ、だね。

　前にも言ったが、憲法と議会は民主主義とは無関係に生まれた。だから憲法と議会の力がもともと強い地域では、民主主義の成長は遅れるんだ。そして、民主主義がゆっくり芽生えていったからこそ、イギリスは観察対象としてふさわしい。イギリスの民主主義は、憲法と議会という歴史ある伝統主義の産物を、旧体制から少しずつ少しずつ吸い取って育っていったんだ。

　まずは憲法から見ていこう。イギリスの憲法が成文憲法ではない、というのはきみも世界史や政治経済の授業で習っただろう？

「なんか聞いたことがありますね。不文法だったり、あとはひとまとめの法律じゃなくてたくさんの法律の集まりだとか」

　法律だけじゃないよ。法文、条約、誓約、そして明記されていない昔からの慣習などの集合体が"British Constitution"なんだ。

　最も古いものが、本講でも何度も出てきた『マグナ・カルタ』。次に古いのは清教徒革命の寸前にチャールズ１世が署名した『権利の請願』。

　この二つは内容がものすごくよく似ている。それも当然、昔からある慣習法を国王に対して守るように念押しする形の条文だからだ。権利を保障される人間として《自由民》という言葉が出てくるけれど、これは『奴隷ではない人』という意味で、国民の大多数を占めていた農奴は無視されていた──という話は前にしたね。だから民主主義とはかけ離れていた。

　ただ、次の『権利の章典』は、貴族のための慣習法の再確認という立場からだいぶ離れて、議会の決定が国王の権利より優先されることとか、議会における言論の自由とか、残虐な刑罰の禁止といったかなり民主的な条文が多く含まれている。

　こうしてイギリスの憲法は、古い慣習法の上に民主主義の色のついた新しい法を少しずつ塗り重ねてできていったんだ。20世紀初頭に制定された『議会法』なんかはその典型で、貴族院と庶民院の議決がぶつかったら庶民院が勝つ、と決めたもの。

「なるほど、選挙なしで決められた議員より選挙で出てきた議員の方が議決権は強い、ってことですね。たしかに民主的な法律ですね」

《権力者を縛る法》という、民主主義にとって非常に重要な概念も、伝統主義の時代からヨーロッパ全体を強固に支配していた《法の支配》の精神を利用したものなんだね。

　議会も同じ道をたどった。

　名誉革命直後のイギリスは、選挙制の庶民院でさえ、ごくわずかなジェントリたちにしか選挙権が認められていなかった。でもその後１００年以上をかけて、五回もの選挙法改正で貴族政がゆっくりゆっくり民主政へと変わっていったんだ。参政権を持たないが力を持つ層が不満の声を上げ、やがて議会がその声を無視できなくなり、改正に至る。その繰り返しだよ。

　まず産業資本家たち、次には都市部の労働者たち、さらには農村の労働者たち、そして最後に女性……。ついには完全普通選挙の実現だ。

　最初は国王と貴族の税を巡る調整の場に過ぎなかった議会も、こうしていつの間にか民主主義の舞台になってしまった。

　民主主義は、王政から『憲法』や『議会』といった器を奪い取ってようやく実体を得たんだ。
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「なんだか悪いことのように聞こえますけど」

　そりゃあ、あたしは民主主義が倒れると主張しているんだから、一時的とはいえ民主主義の勝利は喜べるものじゃないよ。

　憲法を巡る講義は、ひとまずこれでおしまい。

　駆け足だったけれど、憲法というものがいかにして生まれ、どんな性質を持っているのかは読者諸氏にもご理解いただけたと思う。

「うう……すみません会長、なにぶん長かったもので……。なにか最後に短くまとめていただけると助かるんですが」

　しかたないな。ヒカゲのために総括してあげよう。

　あたしが理解してほしいのは要するにこういうことだ。

　民主主義には人権や憲法が必要だけれど、人権や憲法には民主主義は必要ない。なぜってそれらは民主主義が生まれる前からあった概念だから。

　であれば、立ち止まって考えてみてほしい。

　民主主義はほんとうに必要なのだろうか？





ティータイム





厳しく細かい神







　……といったところで、民主主義の必要性について考える前にいちど休憩時間に入ろう。ヒカゲもくつろいで、好きなことを話していいよ。

「好きなことと言われましても……。まあ、だいぶくたびれていたので休憩はありがたいですけれど。お茶でも淹いれましょう」

　講義前半を終えての感想は？

「んん。そうですねえ。ほんとに宗教の話ばっかりでしたね。会長が最初にサブテキスト一発目で聖書を持ち出してきたときにはなにかの冗談かと思ってたんですけど」

　認識を改めてくれたようだね。

「あとは、こうしてヨーロッパの歴史を見てると、聖書の権威の奪い合いみたいなことをやってるんだなーって思いましたね。相手が権力に聖書で箔はくを付けてきたら、こっちも聖書で見栄を張り返す、みたいな」

　うん、ヒカゲにしてはいいところに気がついた。たしかにその一面はあるね。王権神授説と人権神授説の戦いなどはまさにそれだ。

　法の支配の精神は人々の間に厳然としてあった。ところがこの《法》は本質的には慣習法だったので、最も強力な法源である聖書の解釈次第でどうにでもなった。だから、より多くの支持を集めた解釈がその時代の勝者となった……。ヨーロッパの政治思想の変遷はそんなふうにも説明できる。

「そこがちょっとよくわからないんですけど、王様でさえ法には従うのが当たり前なくらい法が強かったわけですよね。でもその法がどうにでも解釈できる？　厳しいんだかゆるいんだか」

　そこには、キリスト教という宗教の奇妙さが関わってくる。

　話はさらに昔、イエス生誕以前に遡らなければいけない。
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　キリスト教の神さまはユダヤ教の神さまと同じ、もとはイスラエルの民族神だったヤハウェだね。

　この神さまの特徴を一言でいうと、『とてつもなく厳しくて細かい』。旧約聖書には神さまからの細かい指示と、神さまに逆らって怒らせたときにどんなひどい目に遭うのかの実例がぎっしり書いてある。

「そんなに細かいんですか」

　うん。ためしに創世記を読んでみるといい、うんざりするよ。

　たとえば有名なノアの方舟の話では、方舟のサイズも指定し、三階建てにすることまで指示している。

　祭りの儀式では食事のメニューとか調理法とか食べ方、食べ残しの処理の仕方まで指示している。

　神殿となる幕屋や十じっ誡かいの石版を収める箱の作り方に至っては、サイズから材質から飾り、棒を通す構造のことまで微に入り細を穿うがち指示している。

「……もう自分で作れよって感じですね」

　しかも、規律の違反者に対してはヤハウェ神はたいへん厳しい。なにかというと民族皆殺し、子孫根絶やし、と言ってくる。脅しではなく実際に殺しまくる。ここまで非寛容な神さまはそうそういない。

　これはおそらくユダヤの民が一度祖国を失ってバビロニアに民族ごとごっそり虜囚にされたという経験が大きい。

　それまでのヤハウェ神は、ごく普通に人々に敬われ、生いけ贄にえを受け、自然の恵みと災害をもたらす民族神に過ぎなかった。でも、祖国を失ったユダヤ人たちは、民族アイデンティティまでも失わないようにと、新しい神話を作り直した。

　自分たちは神との厳格な契約を結んだのに破ったからこうして祖国を失ったのだ、しかし心を入れ替えて契約通りに生きていればいつか神は必ずや敵を滅ぼして祖国を取り戻してくださるだろう……。

　この神話を成り立たせるためには、契約の内容が細かく明確で、ちゃんと言語化されており、しかも自分たちにも敵に対しても厳しい、そんな神である必要がある。契約が守っているのか守っていないのかよくわからないあやふやなものでは自分たちが神の要求通り行動できているのか不安でしょうがないし、苛烈な憤怒の神でなければ自分たちがこうしてひどい目にあっていることが説明できないし、将来敵を滅ぼしてくれることも期待できない。

　こうして厳しくて細かい《法》の神ヤハウェが生まれた。
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　ところで、ユダヤ教はイエスの死後にキリスト教を生み出した。

　キリスト教はユダヤの厳しい律法を受け継いでいない。イエス自身は律法を棄てていいとは一言もいっておらず、むしろ神の律法は世界が続く限り完全に有効だよと断言しているのだけれど、律法を受け継がなくてもいいと解釈できるようなこともたくさん言っている。その中でも最も有名なのが、律法学者に「いちばん大事な掟おきてはなにか」と訊かれたときの答えだね。イエスはこう答えた。




『第一は、神を愛すること。第二は、隣人を愛すること。この二つにまさる掟はない』

（マルコ福音書12）




「この二つにまさる掟はない！　なんか他の掟はとくに守らなくてもいい気がしてきちゃいますね！」

　この講義の内容が過激だとかどうとか言っておきながら、きみの言っていることの方がよっぽど過激じゃないの？

「は、はあ、すみません、宗教の話ですもんね、気をつけます」

　まあ、あたしは神をも恐れず言いたい放題言うけどね。

「あんた最低だな！」

　他にも『安息日は、人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない』（マルコ福音書２‐27）といった発言も有名だね。人が律法のために存在するのではなく、律法が人のために存在する。これもまた律法をスルーする根拠のひとつになる。

　そしてイエスの死後、イエスの率いていた教団の信仰をひとつのまとまった体系として理論面で確立させる大天才が出現する。パウロだ。

　イエスの弟子たちはみんな熱心な伝道者になったのだけれど、その中でもパウロの特異なところは、自分たちの信仰を異邦人にも広めようとしたところだ。

　当時、まだキリスト教なんてものはない。イエスとその弟子たちも『ユダヤ教イエス派』に過ぎなかった。だからパウロが広めようとしていたのもユダヤ教だ。

　ところで、ユダヤ教というのはあくまでも民族宗教、民族守護神さまの言う通りにしていればいずれ民族守護神さまが敵民族を滅ぼし祖国を取り戻してくださいますよ、という教えで、異邦人にまで通用する普遍性がまったくない。おまけにルール上、どうやっても後から入信できない仕組みがあった。

　ユダヤ教では神との契約がなによりも重視されるわけだけれど、その中でも最も重要な契約はなんだかわかる？

「ええと……モーセの十誡ですかね」

　残念、不正解。

「えー。だっていちばん有名じゃないですか。映画にもなってたし」

　モーセもたしかにユダヤ民族にとっては偉大な預言者だけれど、ユダヤの歴史上最大の偉人といえばアブラハムだ。最初の預言者であり、最初に神への絶対的な帰依を体現した信仰の父であり、すべてのユダヤ人の先祖とされている。神が「この土地をおまえたちの民族に与えるよ」と約束した相手がこのアブラハムなんだね。

　ここで神が土地や子孫繁栄と引き換えにアブラハムに義務づけた行為こそ、ユダヤ教徒にとって最重要の契約なんだ。すなわち《割礼》だ。

「……かつれい？　なんですかそれ」

　ペニスの包皮を切り取ることだよ。

「へっ？　……ええと、あの、包茎手術ですかっ？」

　割礼の話をすると日本人は驚くが、世界的に見れば広く行われているんだよ。衛生的な理由もあれば宗教的な理由もあるけれどね。

　ともかく神はアブラハムに命じた。「おまえの民族の男子は、産まれてから八日目に割礼を受けること。それがわたしとの契約のしるしになる。割礼を受けていないやつは民族から追い出される」。ただの包茎手術ではなく、産まれて八日目の赤ん坊が受けるイニシエーションなわけだ。これをもって男子はユダヤ民族と認められる。

「あのう、女性はどうなるんですかね？」

　女性については神はまったく言及していない。当時、女性が男性から独立して生活することは考えられなかったし、戦力にもならなかったから、男性についてだけきっちり規定しておけばなんの問題もなかったんだろうね。

　こうして割礼がユダヤ民族の明確なアイデンティティとなった。割礼していなければ神の庇ひ護ご下かにはいられないのだからモーセの十誡どころではない。

　そして、生後八日目に割礼を受けていなければもう駄目なのだから、ユダヤ教というのはそもそも伝道・宣教が不可能な宗教ということになる。

「そりゃまあそうでしょうね……」

　ところがパウロは異邦人つまり割礼を受けていないユダヤ外の人々にまで自分たちの信仰を広めようとした。彼が書いたとされる聖書の一いっ篇ぺん『ローマの信徒への手紙』には、そのための理論武装が記されている。




『外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また、肉に施された外見上の割礼が割礼ではありません。内面がユダヤ人である者こそユダヤ人であり、文字ではなく《霊》によって心に施された割礼こそ割礼なのです』（ローマの信徒への手紙２）




「なに言ってるんですかねパウロさんは……」

　当時の人々からしても今のヒカゲみたいな感想だったかもしれないね。

　しかしパウロはこの後も熱弁をふるって論理展開する。中でも見事な論法は、割礼の契約の当事者であるアブラハムを持ち出したくだりだ。つまり、「アブラハムは神から契約相手として認められたわけだが、そもそもアブラハムは割礼を受けていないじゃないか」。それはそうだね、割礼の契約が成立する前の話なんだから。「ではアブラハムは割礼なしでどうやって神に認められたのか。信仰によってだ」。したがって「割礼を受けていない者も信仰によってユダヤ人だと認められることになる」……。

「な、なるほど？　納得できなくもないような？」

　その後もパウロの弁は冴さえ渡り、信仰とか霊とか心とかのスピリチュアルワードを連発し、最終的にはもうはっきりと、信徒は律法から解放されていると記した。




『人を愛する者は、律法をまっとうしているのです』（ローマの信徒への手紙13‐８）




　律法は有効だが自分たちは信仰によって霊的にそれに従っているからＯＫ、というわかったようなわからないような理屈でもって、パウロはユダヤの細かくて厳しい律法をとても簡単な精神上の働きに還元してしまった。

「もうユダヤ教じゃなくなってるんじゃ……？」

　まさに、このとき『ユダヤ教イエス派』は『キリスト教』へと脱皮したといっていい。キリスト教は実質的にはパウロ教であるとか、パウロが第二の教祖であるとかいった学説もあるのだけれど、こうした背景から出てきた見解なわけだね。

　キリスト教が世界宗教たり得た最大の原因は──もちろんローマ帝国の国教に選ばれたことも大きいのだけれど、それ以上に──このパウロの律法解釈だと思う。

　要するに、神を愛し、隣人を愛し、イエス・キリストを信じれば、あとはなにをやってもいい！　これがキリスト教。

「なにをやっても？　だ、大丈夫なんですか、そんなこと断言して」

　たとえばキリスト教には飲食物の禁忌がない。

「はあ、そういえば。修道院でもワインとかビールをがんがん造ってますもんね。肉も魚も食べまくりだし」

　商業上の禁忌もない。ユダヤ教だと、『申命記』に「同胞から利子をとってはいけない」ときっぱり書いてあるけれど、キリスト教にはそういう律法はない。

「キリスト教徒がお金を無利子でしか貸せなかったら、今頃は世界経済成り立ってないですもんね……」

　ユダヤ教やイスラム教のように、日常生活のレベルに組み込まれて義務化された宗教儀式も特にない。

「一日五回のお祈りとか、安息日に働いちゃいけない、とかですか」

　そういうやつだね。日曜日に教会に行くとか、ことあるごとにお祈りするとかは、あくまで篤信者が自主的にやっていることで、律法できまっているわけじゃない。

　修道院では僧たちが厳しい戒律に従った生活をしているけれど、あれはあくまで修道院の戒律。キリスト教自体の戒律はほとんどない。内面がすべて。だから迫害にも強かったし、宣教もしやすかった。

　しかしキリスト教の神が厳しく細かい《法》の神であることは変わっていない。その苛烈な側面は旧約聖書全ぜん篇ぺんにわたってぎっしりと書かれているし、新約聖書内でもヨハネの黙示録にはっきり読み取れる。

　厳しく細かい《法》の神の神話を幼い頃から読まされているから、キリスト教徒の心には法の支配の精神が刻み込まれている。一方で、具体的な律法は無きに等しいので聖書の解釈次第でどうとでもなる。『畏怖の信仰』と『実質上の無法』、一見相反するようなこの二つがそろっているキリスト教のもとに、ヨーロッパの思想家たちは神さまの権威の奪い合いをしたんだ。





天皇はほんとうに神だった







　ちなみに、この『神さまの奪い合い』とそっくりなことを歴史を通してずうっとやってきた国がヨーロッパ以外にもある。

「へえ、どこですか？　アラブとか？」

　この日本だよ。

「へっ？　日本にそんな権威のある宗教ってありましたっけ？　お寺も神社もせいぜい年に何回かお参りする程度じゃ……」

　ちゃんと日本史を思い出して。いつの時代も、名目上は為政者に『役職』を授ける君主の立場で尊崇を受けてきた人が存在するだろう？

「……まさか、その、……天皇陛下ですか」

　そうだよ。なにが《まさか》なんだ。

「こ、こ、この話題大丈夫ですか、ただでさえこの講義はけっこうまずい領域に何度も片足を突っ込んでるのに、このうえ天皇なんて持ち出したら右や左の旦那さまからあれこれ文句が飛んでくるんじゃ」

　ちょっとは落ち着いて。右も左も、そんないずれ消え去る概念はどうでもいい。言いたい人は言えばいい。これは教科書なんだから、学ぶために必要な素材はだれにも憚はばからずに提供する。

「でも会長が言いたいのは要するに天皇が神ってことですよね」

　まさしく。

「だ、だ、大丈夫なのかなあああああ」
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　我が国の天皇家が、現時点で継続期間世界最長記録を持つ王統であることはきみも知っているよね？

　ま、神武の昔から、というのは史実かどうかだいぶ怪しいものだが、血統が続いていることが史学的に確実視されている継けい体たい天皇あたりから数えても世界最長であることは間違いない。およそ１５００年間続いている計算になる。

　ひとつの王家がこれだけ長く続くというのは非常に稀まれな例だ。たとえば４０００年の歴史を持つ中国でも、最長の王朝は周王朝の８００年ほど。ヨーロッパでも、ハプスブルク家は非常に長い栄華を誇ったけれどそれでも６００年くらいだ。

　こんなに狭い島国で、為政者は藤原、平氏、源氏、北条、足利、織田、豊臣、徳川……ところころ変わっているのに、王家だけはしっかり存続している。これはたいへんなことなんだ。要するに、どの時代の為政者も、天皇家を滅ぼして自分が日本王に成り代わろう、と考えなかったということだよ。

「滅ぼすほどのこともなかったからじゃないですか？」

　そういう時代もあるが、為政者にとって目の上のたんこぶだった時代もある。

　後ご白しら河かわ天皇は平氏を、後ご醍だい醐ご天皇は源氏を苦しめまくったが、天皇本人が譲位を迫られたり島流しにされることはあっても、殺されることはなかったし、ましてや家ごと滅ぼされることもなかった。敵将は一族郎党根絶やしにして禍根を断つのが当たり前だった時代に、だよ。

「それは、ううん、たぶん畏れ多いからでしょ」

　その通り、天皇は畏れ多い存在だった。皇室への畏れは日本人の魂に刻みつけられているといっていい。

　だから歴代の為政者たちは天皇を排除せず、むしろその権威を利用しあった。平清盛なんかは天皇の権威を公家たちから奪い取ったから史上初の武家政権を打ち立てられたわけだね。

　キリスト教の神の権威を奪い合っていたヨーロッパと、その点に限ってはよく似ているだろう？　いわば天皇は《天皇教》の唯一神だったんだよ。

「天皇がキリスト教の神と同列って言いたいんですか？　それはちょっと無理矢理じゃないかなあ……」
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　無理矢理じゃない。ちゃんと証拠がある。

　明治維新は、まさにこの《天皇教》の力を用いた革命だった。なにしろ敵は江戸幕府、二百年以上続いた強大な王朝だ。太祖の家康は《神君》とまで呼ばれて神格化され、葵あおいのご紋に刃を向けるなんてとんでもない、という考えが上は大名から下は町人百姓にまで浸透していた。絶対王政と呼んで差し支えないだろう。

　王への畏怖を乗り越えるためには、神への信仰を利用するしかない。

「ははあ、清教徒がチャールズ１世を処刑できたように、ですか」

　まさに。講義の内容をちゃんと憶えていてくれて嬉うれしいよ。

　尊皇思想というのが要するに《天皇教》だ。これは日本全域にわたって人々の心に刻み込まれていた信仰だったから、様々な地域の様々な階級の人々が、幕府を倒して世を天皇のもとに『御一新』するという目的で団結できた。

　しかも《天皇教》は対する徳川幕府側にも浸透していた。

　最後の将軍、徳川慶喜は水戸藩出身なのだけれど、水戸藩は尊皇思想の盛んな地域だったからね。倒幕軍が天皇を担いでいると知ったら、降伏するしかなかった。もし尊皇思想に染まっていない将軍だったら、ひょっとするとチャールズ１世と同じように処刑されていたかもしれない。

　そして、ここからがもっとすごい。

　維新政府は、徳川幕府が唯々諾々と吞のまされてしまった不平等条約を改正するため、欧米に特使を派遣する。岩倉使節団だね。

　しかし極東の未熟な島国からやってきた彼らを、列強はどこも外交官としてまともに扱わなかった。そこで岩倉使節団は不平等条約改正を諦め、西洋文化の視察・研究に打ち込むことになる。

　この使節団の中に、一人の大天才がいた。後の初代総理大臣、伊い藤とう博ひろ文ぶみだ。

　彼もまた欧米の政治思想についてたっぷりと吸収して帰国し、政府の重役を歴任し、明治21年には枢密院議長に任じられる。枢密院というのは天皇の諮問機関で、設立当時の最大の目的は帝国憲法をつくることだった。

　この枢密院の第一回審議会で、伊藤博文は憲法に関しての演説をぶつ。これはあまり知られていないが歴史に残る大演説なので、該当箇所を抜粋引用する。




『今憲法を制定せらるるに方あたっては、先まず我国の機軸を求め我国の機軸は何なりやと云いう事を確定せざるべからず。機軸なくして政治を人民の妄議に任す時は政其その統紀を失い国家亦また随したがって廃亡す。』

『抑そもそも欧おう洲しゅうに於おいては憲法政治の萌ほう芽がせる事千余年独り人民の此この制度に習熟せるのみならず、又た宗教なる者ありて之これが機軸を為し、深く人心に浸潤して人心此に帰一せり。然るに我国に在ては、宗教なる者其力微弱にして一も国家の機軸たるべきものなし。』

『仏教は一たび隆盛の勢を張り上下の人心を繫つなぎたるも、今日に至ては已すでに衰替に傾きたり。神道は祖宗の遺訓に基き之を祖述すとは雖いえども、宗教として人心を帰向せしむるの力に乏し。我国に在て機軸とすべきは独り皇室あるのみ。』




「……すみません、訳してください……」

　まったく情けないな！　だいたいこんな内容だ。




『憲法を制定するにあたっては、まず我が国の『機軸』を決めなければならない。機軸なしに政治を人民に任せてしまっては政治がまとまらず国が滅びる。』

『ヨーロッパにおいては憲法政治が芽生えてから千年以上たっていて、人民は憲法という制度に習熟しているだけではなく、宗教というものが機軸となり、深く浸透して人心をひとつにまとめあげている。しかし我が国では宗教の力が弱く、国の機軸になりそうなものがひとつもない。』

『仏教は一度は盛んになって人心をつかんだが、今は衰えてしまっている。神道も伝統を受け継いで引き続き尊重していくとはいえ、宗教として人心をまとめるには力不足だ。我が国の機軸になるのは皇室しかない。』




　伊藤博文はヨーロッパの立憲政治の中核がキリスト教であることを完璧に見抜いていた上に、それを日本に導入するためにはどうすればいいのかについても最適解にたどり着いていた。キリスト教がないなら自前で作ってしまおうという空前絶後のアイディアによって、日本は全国民が旧弊身分制を捨てて『ひとつの国』としてまとまり、世界史上でも稀に見る超速近代化を実現させたんだ。
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　しかし代用品は代用品。天皇にはキリスト教の神と決定的にちがう点がある。なんといっても、実在する人間であるという点だ。

　この点にはメリットもデメリットもあった。

「……デメリットの方から聞かせてください。怖いので」

　なにをびくびくしているの？　きみが恐れているような話は出てこないよ。

　天皇＝神が実在する人間であったことのデメリットは、天皇を王に据えてしまったときにそれを超える権威が存在しないので、日本人の間についに《法の支配》の精神が芽生えなかったというところだ。大日本帝国憲法はまさにこの欠陥を抱えていて、近代憲法としての力を備えていなかった。

　だから日本人は今でも憲法についてよくわかっておらず、あたしがこうしてたっぷり講義する余地があるというわけ。

「たしかにそれは、ううん、そうですねえ。最初に王様よりも《法》が強かったって聞いてびっくりしましたから」

　しかしメリットもあった。実在する人間だということは神の意志がはっきりしているので権威の奪い合いが長引かないということだ。

　鳥羽・伏見の戦いで徳川慶喜があっさり逃げたのはまさにこれ。

　天皇つまり神は実体を持っているので、倒幕軍に味方していることが疑いようがない。だから潔く負けを認める。

　二・二六事件でもそう。将校が政府首脳をおおぜい殺傷して一時的に政府機能が停止するくらいの事態になったのだけれど、天皇つまり神が実体を持っていたので、その意志ははっきりしていて「クーデターを鎮圧せよ」。叛はん乱らんは拡大せず、一気に鎮圧された。

　これがキリスト教の神だと、実体はないのでその意志は「言った者勝ち」になる。お互いが主張し合えば宗教戦争だ。

「それって……メリット……ですかねえ？　そりゃあ、宗教戦争が起きるよりはましですけれど」

　大メリットだよ！　このメリットが最大に働いたのはおそらく終戦だろう。あの時点でも政府はもはや機能していなかった。普通なら大混乱だ。でも実体を持った神の言葉がラジオでもって全国に流されたから、全国民が敗戦を認識できた。最悪の混乱が回避できたんだよ。





違憲かどうかを決めるのはだれか







「終戦の話が出てきたついでに、もうひとつ会長に訊いておきたいことがあります」

　ん？　ひょっとして第９条のこと？

「はい。やっぱり憲法の本だと思って買った読者さんは９条の話を期待していると思うので、まったく触れないままなのはどうかと……」

　憲法イコール９条という短絡がきらいだから気が進まないのだけれどね。今はティータイムだし、いいだろう。質問につきあうよ。

「たとえば、ちょっと前にずいぶん話題になった安保法、ありますよね。集団的自衛権がどうのってやつです。あれは違憲なんですかね？」

　ううん、愚問だ。でもつきあうと言ってしまったからにはしょうがない。

　回答は、『それを決めるのはあたしではない』だ。

「えっ、ちょっ、そんな当たり前の答え方をしたら終わっちゃうじゃないですか！」

　いま当たり前だと言ったね？　では、我が国において法が違憲かどうかを決めるのはだれか、きみは答えられるわけだよね？

「……最高裁判所ですよね」

　模範解答だが、不正解だ。

「なっ、なんでですか！　憲法81条に書いてあるじゃないですか！　講義中にさんざん会長に馬鹿にされたから僕だってちゃんと読んだんですよ！」

　たしかにそう書いてある。でもそれは寝言だ。

　だって最高裁はこれまでにも何度か違憲判断を下しているが、判決が出ただけで放置されているものが数多くある。有名なのが『一票の格差』裁判だね。住民の少ない選挙区と住民の多い選挙区で一票の重みに差ができている問題だ。参議院選挙なんてやるたびにこの一票の格差問題が浮上して裁判が起きて違憲判決が出ているが、その判決によって公職選挙法が無効になった、なんてことはない。違憲判決に実効力が伴っていないんだ。

　だから憲法第81条は寝言だし判決も寝言だ。
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　誤解しないでほしいのだけれど、あたしはなにかを批判しているわけではないよ。一刻も早く是正しろと言ってるわけでもないし選挙結果を無効にしろと言っているわけでもない。日本の憲法はそういうものなんだ、と言いたいんだ。

　法が違憲かどうかを審査する方式には、三種類ある。

　一つ目は、『憲法裁判所』という専門の独立機関があって、そこが審査する形式。ドイツなどがその例だね。ドイツの憲法裁判所は非常に強い権限を持っていて、違憲判決が出た法令は議会での廃止手続きなど必要なく、ただちに失効するんだ。

　二つ目は、最高裁判所など司法機関に違憲審査権が任されている形式。アメリカがそうだし、それにならって憲法をつくった日本もそうだ。

　司法機関に違憲審査権が認められている国では、法そのものを対象として違憲かどうかを判断することができない。

「はい？」

　あくまでも、なにか問題が発生して訴訟が起きたとき、その判決の一部として「この法は違憲である」という判断を盛り込める、ということ。現実に発生した事件に関しての訴訟がない限り、司法裁判所は違憲判断を出せない。

「なんでそんな仕組みなんですか？　いいじゃないですかべつに、法そのものを審査したって」

　なぜこんな仕組みなのかというと、司法権を出しゃばらせないためだね。

　司法というのは具体的になにか事件が起きて、だれかが訴えを起こして、双方が言い争っているときに、法をどう適用するのか──という判断権を指す。

　法そのものが違憲かどうかを、具体的な争訟なしに判断するのは司法権からの逸脱、立法権の侵害である、というわけ。

　違憲判決が実効力を持っていないのもこのためだ。判決だけで法令を廃止できるような力を持たせちゃったらそれはもう立法権に片足を突っ込んでいるだろう、ということ。

　でもこれは制度上の話で、それではなぜそういう仕組みをつくったのか、歴史的な背景を知っておかないと意味がない。

　そこで、違憲審査方式の三つ目の話に移ろう。

「あ、そうだそうだ、三種類あるって言ってましたね」

　三つ目はイギリスだ。イギリスの違憲審査はどこがやるか知ってる？

「知りませんよそんなの。でもアメリカとはちがうわけですよね？　ううん、憲法の歴史がいちばん古い国だし……まさか国王？」

　そんなわけないだろう。

　答えは『そんなものやらない』だ。

「えええええええ」

　イギリスには違憲審査という概念そのものがなかった。

　アメリカもイギリスと戦争して独立したけれど国政に関する考え方はイギリスのものを色濃く受け継いでいるから、憲法に違憲審査についてまったく書かれていない。連邦裁判所に違憲審査権があるというのは後世の判断によるものだ。だから違憲審査に関する考え方はイギリスに近い。日本も同様だね。つまり日米とも、違憲審査は『ない』に等しい。イギリスにはほんとうに『ない』。
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　なぜイギリスには違憲審査がないのか？

　第一部で学んだ憲法の歴史を思い出して。憲法の原型は、ヨーロッパを昔から精神的に支配してきた伝統主義に基づく慣習法だった。憲法の本家本元であるイギリスでは憲法は慣習法そのものだ。慣習法は守って当たり前のものだったから、守っているかどうか審査するなんて考え方が出てこなかったんだ。

　アメリカでは伝統主義が薄まり、憲法もすべてが明文化され、違憲審査という概念が生まれた。さらにアメリカの法文化は日本に伝えられ、日本国憲法には違憲審査権が明記された。

　でも、憲法が本質的には慣習法であるという点は実は変わっていないんだ。

　憲法は《法の支配》の精神に基づいて、すべての人々の心に重たい枷かせをかけ、立法する者の一語一句を制約する──そういうものだった。敬けい虔けんなキリスト教徒がだれに審査されなくとも神への畏敬を絶対に忘れないのと同じようにね。

　ところが日本には《法の支配》の精神はないので、憲法が本質的には慣習法であるという点はしょっちゅう見過ごされる。これはまあ、日本国憲法をつくった人々が日本人を理解していなかったということなんだろうね。

　そんなわけで章頭の質問への回答に戻ろう。

　違憲かどうかを決めるのは、立法段階で法案を書く人であり、審議する国会議員だ。そしてそれを見て、次の選挙で票を入れないぞと脅すことができる国民ひとりひとりだ。憲法は慣習法なのだから、その効力は精神的な圧迫力に他ならない。心に深く突き刺しておくことを忘れたとき、憲法は実にあっさりと効力を失う。ただでさえ日本の憲法は伝統に裏打ちされていないしね。

　あたしはまだ高校二年生で、参政権は持っていないので──

　決めるのはあたしではない。あなたたちだ。

　……と、こういうことになる。





第二部　民主主義への弔鐘





民主主義のいいところ







　さて、憲法を主人公としたストーリーで民主主義誕生までの歴史と背景を学び、お茶を飲みながら余談も終えたところで、いよいよ本講の主眼である民主主義の終しゅう焉えんに関する話に入ろう。

「それでいてなんで一発目が『民主主義のいいところ』なんですか？」

　それはね、いいところがひとつしかないので最初に済ませてしまおうということだよ。

「うわあ。早くもやばい話になりそうな予感」
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　民主主義の最大にして唯一の利点、それは武力による政治闘争が起きないという点だ。おしまい。

「も、もうちょっと詳しく解説しましょうよ！　ほ、ほら、欠陥を指摘するのであれば、いいところもしっかり言及しておかないと印象操作みたいに思われますよ！」

　しょうがないなあ。最初から説明しよう。先人にならって、あたしも社会契約説ばりに《人間の自然状態》を考えてみる。前提とするのは次の二つだ。




　自然状態１：人間という生き物は、『自由』をなによりも大切にする。




　とにかく自由こそが人間にとって最も大切なものだ。

　ときには、生物として最優先事項であるはずの自己生存よりも自由を優先することさえある。これは歴史を眺めてみればよくわかる。古今東西、多くの人々が、たとえ逆らえば殺されるとわかっていても自由を求めて支配者に刃を向けている。

　自由というのは、身体の物理的な自由に限らない。むしろ、人間は知性を持つ生き物だから、『心の自由』をより重視する。いわゆる思想信条の自由や言論・表現の自由だね。心の自由のために人間は死ねるんだ。




　自然状態２：人間は人間を殺す能力を持っている。




　こちらはあたしの独創ではなく、ホッブズはじめ色々な学者が挙げている点だ。個々人の能力に、さほどの差はない。多少は身体が強い／弱い、頭が良い／悪いの差があるにせよ、世界最弱の人間も、計略を張り巡らせれば世界最強の人間を殺せる。死ぬ気になれば奴隷も王を殺せる。

　となれば、どんなに絶大な権力を持つ者にとっても、だれからも絶対に殺されない状態を維持することはきわめて難しく、多大な『自由』を犠牲にしなければならない。

　この二つの前提条件から導かれるのは、すべての人間が他者全員の『自由』を認めない限りは『自由』に生活できない、ということだ。

　ここまではいいかな、ヒカゲ？

「……ええ、まあ、なんとか理解できます」

　ところが集団生活をするからにはお互いの自由を消極的な意味でも積極的な意味でも削り合わなければいけない。

「なんですかその、消極的と積極的って」

　消極的な意味での自由の削減は、簡単な話で、人と人の自由はそのままだとぶつかり合うだろう。自宅で大声で歌う自由は、隣人の静かに暮らす自由と衝突する。だからどちらか（あるいは両方）を制限しなくちゃいけない、ということ。

　積極的な意味での自由の削減は、要するに税金とか徴兵とかのことだ。大勢の力を集めるとより大きな利益を生むから、それぞれの財産とか身体に対する自由を削って差し出すことが求められる。

　政治イデオロギーの闘争は、要するにこの自由の削り方や集めた力の恩恵の分配をどう決めるのかという方法論争だったわけだ。人はみなできれば自由を削られたくないし、削られるにしろ自分に無意味な犠牲を払いたくはない。血がいくらでも流されるわけだね、人間の生死よりも大事なことなのだから。

　しかし我々が数万数億の流血の果てにたどりついた民主主義というやり方は、決定権を全員に同じだけ持たせ、総意で政治を決めるやり方だ。したがって今の政治に不満があっても、多数の賛意を勝ち取って政治を変えればいいだけの話で、武力に訴える大義名分が生まれない。

　これ以上いい方法が出てくるわけもないし武力で打倒される可能性もないから、政治イデオロギー闘争は終結した、今後もはや政治体制が変節を迎えることはあり得ない──という意見もある。フランシス・フクヤマの提唱する『歴史の終わり』だね。あたしも部分的には賛同する。戦いはもう起きないだろう。拳と銃と爆弾によるものも、言葉によるものもね。民主主義は歴史の終わりに屹きつ立りつし、けれど穴だらけの構造ゆえにいずれ自重で倒れ、分解するだろう。





押しつけ契約







　民主主義のメリットを説明し終えたので、今回からはデメリットをひとつずつ確認していこう。

　民主主義の欠陥の一つ目は、理論上のものだ。

　国家が社会契約によって成り立っていることは以前の講義で学んだね。憶えてる？

「憶えてますよ。でもあれって思考実験だって言ってませんでしたっけ。実際に人間が社会契約を結んだ証拠はない、とかって」

　過去に関してはそうだ。

　でも現在に関しては、あたしたちの知っている民主国家はみんな実際に社会契約によって成り立っているんだ。全国民が合意のもとに為政者に権力を預ける代わりに、その権力は国民の利益になるように使え、と要求する契約だね。

　では、日本国憲法前文を見てみよう。日本国憲法は、当時の様々な国の憲法や国際条約からの切り貼りでできていて、前文はとくにその傾向が強い。だから教材としては最適だ。今回見るべきはこの部分。




『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する』




　どう？

「……まんま社会契約じゃないですか。知らなかった」

　近代民主国家の憲法というのは要するに為政者と国民との間に交わされた権力の委託契約書なんだ。

　ところでヒカゲ、きみも日本国民だよね？

「そうですけど、なんですか突然」

　すると、きみもこの社会契約の契約者に含まれているわけだが、ではきみは契約した憶えはある？

「……えっ？　いや、……ない、ですけど」

　そうだろう。きみに限らず、実際に社会契約に同意したという国民はただの一人もいない。かつて建国時にはいたかもしれないが（アメリカに最初に入植した人々は実際に社会契約を文書で取り交わしている）、今は死に絶えている。

　したがって社会契約は幻想だ。

「それは、そのう、国民になってたら自動的に契約しているって考え方なんじゃ」

　その通りだが、圧倒的大多数の国民は国民の子として生まれたという理由だけで国民に組み込まれているんだよ。自発的行為すら伴っていない契約なんて契約とはとても呼べないだろう。

「ＮＨＫの受信料契約の方がまだましってことですか」

　最近ご無沙汰だった不穏当なたとえ話が出てきたね！

　まあ、生まれたての赤ん坊に契約を結ぶ能力などないし、国の庇護はもちろん必要だから、国民の子として生まれた赤ん坊を自動的に国民に組み込み社会契約を結んだと見なすのは現実的なやり方だろう。他にやりようもないしね。

　しかし忘れないでほしい。あたしたちは契約など結んでいない。だからどこかで自分と国との関係を見つめ直さなければいけない。この大切なポイントは、民主主義の欠陥について学んだ後、もう一度思い出してもらうよ。





多数決は民主主義の本質である







　民主主義の欠陥の二つ目はシステム上のものだ。

　これはとてもシンプル。民主主義は合議制なので最終的になにかを決めようとするときにどうしても多数決に頼ることになる。そして全員一致でない限りは少数派の意見は無視され、政治に参加していないも同然となる。

　国の統治者が国民全員であることが民主主義の要件なのに、なにかを決めようとするたびに高確率で『統治者ではない国民』が発生してしまうんだから、構造的欠陥と言わざるを得ない。エッシャーの騙だまし絵の建物みたいなものだね。絵には描けるが絶対に建てられない。

「いや、でもそれはしょうがないんじゃ……」

　しょうがない、と言っている方がしょうがない。実際に意見の無視が起きているんだから、現実から目をそむけてどうする。

　合議制を維持したままこの構造的欠陥を克服する手立ては、全員一致するまで議決しないことだ。

「そりゃそうですけど無理でしょ、そんなの」

　ところが実例がある。昔のポーランドの議会は議決に全員一致が必要だった。

「ええっ？　それって大丈夫なんですか？」

　16世紀くらいまではそれで立派に機能していた。

　当時のポーランドは貴族政ではあったけれどゆるやかな共和制で、それぞれの領主が平等で広範な権利を有していたし、国王も貴族たちによる選挙で選ばれていたんだ。そして、国王および大半の議員が法案に賛成であれば、議会全体がなんとなく空気を読んで全員一致で可決させる慣例ができていた。

「はあ。そりゃあ大らかというか雅やかというか」

　この大らかな国風がさいわいして、周辺の諸侯がポーランド王の臣下に進んで入ってくれるという嬉しい事態が相次ぎ、豊かな隣国リトアニアも併合してヨーロッパでも有数の強国になっていた。

　ところが16世紀末、王家が断絶する。

「あれ、王家断絶？　選挙で選んでたんじゃなかったんですか」

　選挙だったけれど、実際はヤギェウォ家の代々の当主を儀礼的に選出していたんだよ。とても尊敬を集めていた王家だったからね。

　でもヤギェウォ王朝が断絶してからはほんとうに貴族議員たちの自由投票による選挙に移り、各派乱立して国内はばらばらになる。自由選挙で選ばれた最初のポーランド国王が、なんと当時のフランス王アンリ３世だった、といえば、どれだけ国内が混乱していたかきみにもなんとなくわかるだろう。

「外国の王様を持ってきちゃったんですか」

　その後もこの国王選挙は、代替わりごとにスウェーデンとかザクセンといった外国の君主をポーランド王に選出しているんだよ。貴族同士の意見が衝突して内戦になったことさえある。

　しかも、折しも貨幣経済の発達でヨーロッパの産業環境が激変しようとしていた。もはや貴族がふんぞり返って農奴に領地を耕させているだけでは全然儲もうからない時代がやってきてしまった。

　ここで他の国々と同じように、ポーランド議会も国内の産業構造を変えてなんとか時代の流れに乗り遅れないようにと様々な改革案を打ち出したのだけれど──

　のどかな時代には機能していた全員一致原則が、首を絞める要因となる。

　産業改革となると、損をする人も出てくる。当時のポーランドでは、既得権益を抱えている地主たちが改革案に反対した。そして議会の仕組みに目をつけた。

　全員一致でないと議決しないということは、たった一人でも議員を丸め込めばそれだけで法案を却下できるということだ！

「うんまあ、当たり前ですね」

　ということで、とある地主が議員を一人だけ買収した。当然改革法案は通らない。

　これだけでは終わらない。『議員一人味方に引き入れるだけでポーランド議会を操作できる』という事実が周辺諸国にも知れ渡ってしまい、買収工作の嵐が吹き荒れてポーランド議会は完全に機能麻ま痺ひ。以降、周辺国の内政干渉を受けまくって、かつての栄華はどこへやら。

　最終的にポーランドは列強に食い荒らされて領土分割されてしまう。

　よくこの時期のポーランド議会を引き合いに出して、「全員一致制は非効率的だったためにポーランドを滅ぼした」と言われることがあるが、経緯を見れば非効率的とはちょっとちがうとわかるだろう。「全員の意見で決めるための制度のはずが、意見を無視される者を大量に出してしまった」という方が正確だ。

「泣ける話ですねえ。やっぱり多数決じゃないとだめ、ってことですか」

　そこで『多数決じゃないとだめ』という結論が出てくることが、きみの頭が多数決神話に毒されている証拠だよ。

　多数決というのは、多数派の意見を全体の総意だと『見なしておく』取り決めに過ぎない。少数派の意見が殺されていることに変わりはない。

　そしてポーランド議会の全員一致制だって、少数派が意見を自主的に殺して同調していただけで、やっていることは多数決と同じだ。

「いやでも、多数決なら決定力があるじゃないですか。全員一致じゃ、けっきょく空気を読まないやつが一人いるだけでなにも決まらなくなるし」

　決定力が必要というなら他の取り決めだってあり得るだろう。たとえば国王の一存で決めるとか、たとえばくじ引きで決めるとか、たとえば少数決とか。

　なぜ多数決じゃなければいけないの？

「なぜって、その、多数決ならみんな納得するし……」

　なぜ多数決だとみんな納得するのだと思う？

「ええとっ？　なぜって、ううう」
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　ヒカゲをいつまでもいじめていてもポーランド議会なみに話が進まないからさっさと続きを話そう。

　多数決の妥当性は、実はホッブズの社会契約説から導くことができる。

「こりゃまた意外な名前が再登場しましたね。『リヴァイアサン』ですか？」

　そう。彼は『万人の万人に対する戦争』という状態を考える前提として、人間の性質についてこう述べている（前にも紹介した内容だがもう一度要約して書く）。




『人間は平等に生まれついている。それぞれの能力に、さほどの差はない。ある程度の高低はあるにしろ、世界最弱の人間も世界最強の人間を殺せる。たとえば策略を張り巡らせたり、複数人で共謀したり』




　個々人の能力にそこまで差がないということは、戦うと人数が多い方が勝つということだ。であれば、合議で意見が割れたときに少数派の意見を採用してしまうと、不満を抱いた多数派が暴力で決定を覆そうとするかもしれない。だって、勝てるとわかっているわけだからね。

　つまり、悲惨な内戦を防ぐためには、『常に多数派の意見を全体の総意だと見なす』という取り決めにしておくしかない。

「なるほど。少数派が不満を抱いても、人数差で勝てないから内戦を起こさない、というわけですか」

　世界中のありとあらゆる民主政でけっきょく多数決が採用されているのは、人間の自然状態に起因するこの根本的な理由だよ。前々回『民主主義のいいところ』で学んだように、民主主義のメリットは内戦を防げること、ただ一点のみ。内戦を防げさえすればいいので多数決を採用するのが必然なんだ。

　よく『多数決は民主主義の本質ではない』などとしたり顔で言っている人がいるけれど、完全に寝言だ。寝ていないで目を開けてほしい。民主主義を掲げるどの集団も多数決に頼っているという現実を見て、理由を考えてみてほしい。

　多数決はまぎれもなく民主主義の本質なんだ。





客が話し合う奇妙な靴屋







　民主主義の欠陥の三つ目にして最大のものは、機能的な欠陥だ。

　古くから根強い民主主義への批判に、『衆愚政治』というものがある。愚かな大衆に政治的な判断力なぞあるはずもないから政治に関わらせたらひどいことになる、という意見だね。

　衆愚政治という考え方にはそれこそ民主政と同じくらいの歴史があって、古代ギリシャのポリスにおける市民政治の時代からさかんに言われていた。というよりも、人類の長い歴史を眺め渡せば、デモクラシーという言葉は「貧乏人の衆愚政治」という悪い意味で使われていた期間の方がずっと長いんだ。良い意味で使われるようになったのは19世紀からなんだよ。

「そうなんですか。あれ？　でも、アメリカ独立もフランス革命も18世紀ですよね」

　だから、アメリカ建国の父たちはみんな、民主主義者（democrat）ではなく共和主義者（republican）を名乗った。独立宣言と合衆国憲法、いずれにもdemocracyあるいはそれに関連した言葉は一切出てこない。

　フランスも、革命後に打ち立てたのは共和国（republique）。人権宣言にも１７９１年制定憲法にもやはりdemocratieあるいはそれに関連した言葉は出てこない。

「共和主義と民主主義ってどうちがうんですか」

　どちらも広範な意味を含むし、今となっては差もなくなってきているのだけれど──

　republicという言葉の由来は、古代ローマだ。暴政を行っていた王を追放し、貴族と平民がそれぞれ政治に参加するようになり、政治は公共物（res publica）となった。これが共和政ローマ。

　democracyという言葉の由来はこれよりも古くて、古代ギリシャだ。「民衆権力」を意味する言葉で、こちらは最初からはっきりと政治用語なんだね。

「ほんとに似たようなものにしか見えないんですけど、なんでリパブリックはＯＫでデモクラシーはだめなんですかね」

　意味のちがいというよりも使われ方の差だろうね。なにしろデモクラシーという言葉はお偉い知識人たちがめちゃくちゃ悪い意味で使ってるんだ。

　その代表格は古代ギリシャの哲学者プラトン。彼は著書『国家』で、国政を次の五つに分類した。

　優秀な君主が統治するアリストクラティア。

　身分が高いだけで徳のない貴族たちが統治するティモクラティア。

　ただ財産を持つだけの者たちが支配するオリガルキア。

　民衆一般が放縦な政治を行うデモクラティア。

　そして愚かな独裁者が牛耳るテュランニス。

「このデモクラティアというのがデモクラシーの語源になるわけですか」

　その通り。

「でも、なんかあんまりいい言われようじゃなさそうな……」

　プラトンは、理想国家は最初のアリストクラティアで、放っておくとこの順番で堕落していく、と説いている。

「堕落！　民主政は最低から数えて二番目！」

　財産を持つだけの人間が政治をやっていると金儲け第一主義を放置するので貧富の差が拡大し、貧乏人がどんどん増え、内乱が起き、貧乏人たちが勝って金持ちを殺したり追放したりして民主国家ができる、とプラトンは説明しているね。

「この分類、ホッブズも似たようなことをやっていませんでしたっけ」

　よく憶えているじゃないか。ホッブズも当然このプラトンの分類を念頭に置いていたはずだよ。統治者が優秀かどうかといった判断を切り捨てているので三分類だが、彼の分類にも民主政は登場したね。あれは当然democracyという語で表現されている。そしてホッブズも民主政を批判していた。

　ホッブズはともかく、プラトンは古代ギリシャのみならず西洋の歴史上最大の哲学者で、その影響力は何千年たとうとも全然衰えていない。民主政治イコール貧乏人の衆愚政治という批判はプラトンの強い権威が支えていた。

　さて、アメリカとフランスに話を戻すと、この二つの革命を指導したのはどちらも裕福な知識層だった。ヨーロッパの知識層はみんな基礎教養としてギリシャ・ローマの歴史や哲学を勉強する。だから彼らは共和政ローマをお手本にしてリパブリックを造ったし、プラトンはじめ昔から知識人に批判されまくっているデモクラシーを避けた。と、こういう次第だ。

「うはあ、そんな歴史があったんですか。今からじゃ考えられないですね。現代だと民主主義じゃないと蛮族みたいに言われるのに」

　うん、その点も重要だから後で話そう。今は衆愚政治の話に絞るよ。

　どこもかしこも民主主義国家ばかりになった現代においても、なにか重要な投票の結果が知識層の予想を裏切ったとき、衆愚政治だという批判が噴き出すことがある。たとえば英国のＥＵ離脱とか、トランプ大統領の当選とかね。

「具体的に名前出しちゃいますか」

　あたしが批判してるわけじゃないよ。実際にそう批判している学者やジャーナリストがたくさんいた、というだけの話だ。

　この批判は少々的外れだ。





＊






　たとえばここに奇妙な靴屋があるとしよう。

　どう奇妙なのか。

　なんと、店員というものがいない。客しかいない。

　客たちが工房に集まって、どんな素材や製法を使うのか、型紙はどうデザインするのか、サイズはいくつにするのか、を話し合って総意で決める。コストの関係上、一種類しか作れないからだ。

　しかも恐ろしいことに、できあがった靴を見てから買う／買わないを決められない。先に金を払い、できた靴を履くしかない。

　すべてが決まるまでにさぞかし揉もめることだろう。

　時間がかかる上に、素人の意見をデザイン段階からみっちり取り込んであるのでろくな靴にならない。しかもみんなの足のサイズはばらばらなので多くの客にとってはきついかゆるいかどちらかだ。

　これが民主主義だ。

　他の仕事と同じように、政治だって専門的な知識と判断力が必要だ。なのに民主政はその専門的な意志決定を素人にさせる。批判者はここを指して衆愚政治と罵るわけだが、こんなものは愚かとかそういう問題ではない。靴屋でもないのにまともな靴なぞ作れるわけないのが当たり前だ。

　しかも意志決定者は一人だけではない。合意が成されるまでにひどく時間がかかるし、そもそも合意が成される保証がない。だからほとんどの民主政においては、便宜上のルールとして多数決が用いられる。少数意見は無視されるし、場合によっては多数の賛同を得るために中間的な案が出された結果として、だれの足にも微妙に合わないサイズの靴ができてしまうこともある。

　そして──あたしはここが最大の欠陥だと思っているのだけれど──ものができあがる前にすべてを決めなければならない。購入前に完成品を見ることも、試し履きすることもできない。

　加えて、客の方も買うしかない。買わないという選択肢すらない。

　だからこそ口出しをさせろという話になるのだろうけれど、これはもう客同士で喧けん嘩かをさせないための措置でしかない。意見が取り入れられる可能性はみんな等しく持っているんだから決定には気に食わなくても従え、という契約を事前に結んでおくわけだね。

　しかし、喧嘩が起きないようにすることは大事だが、そもそもみんなが自分に合う靴を買えるようにすれば喧嘩なんて起きないんだ。なぜあたしたちはこんな非効率的でその場しのぎのやり方しか選べないのだろう？
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「そりゃ、お店にたとえたらそうなっちゃいますけど、政治は商売じゃないでしょ。たとえに無理がありますよ。だって政治は望まなくたってみんなの生活に関わってくるじゃないですか。だったらみんなで決めるしかないでしょ」

　そう、問題の本質はそこだ。

「え？　ど、どこですか？」

　ヒカゲが今言っていた『みんな』というのはいったいなんだ？

「それは……僕らの場合は日本国民てことになりますよね」

　日本国民という範囲の『みんな』でひとつの政治を共有しなければいけない必然性はどこにあるの？　以前学んだように、あたしたちはだれひとりとして実際に社会契約を結んだわけでもないよね？　だからあたしたちがこの一億三千万人を政治共有者『みんな』として選んだわけじゃない。なのになぜ？

「日本は昔からあるじゃないですか！　だから、それで、その」

　さあ、いよいよきみにも問題の本質が見えてきただろう。

　自由の大切さを確認し、人権という幻想を共有し、集団生活のためにはお互いの自由に制約をかけることもまた必要だとわかった。しかし、その制約を共有すべき集団の範囲はいったいだれがいつどうやって決めた？　かつて人間が武器を手に土地を奪い合っていた時代に血で引かれた国境線に、なぜ今のあたしたちが囚われなくちゃいけない？

　民主主義などという非合理きわまりないやり方を採らなければいけないのは、自由の思想と今ある国という枠組みを無理に摺すり合わせようとしているからだ。自分の生活に関わる政治をより良くしたいとき、政治の方を変えるのはあまりにも馬鹿馬鹿しい。なぜって政治は万単位の人間で共有し、自分の幸せはだれかの不幸せにつながっているかもしれないからだ。そうそう変わりはしない。

　もっと良い方法がある。自分が変わればいい。

　今の国を離れて最適な国を見つけ出し、移ればいい。みんなで話し合って作った靴がぼろくてきつければ、べつの靴屋にいけばいい。

　それだけの話なのに、それが可能な人間は今の時点ではほとんどいない。選択肢がないからだ。生まれ育った国で育ち、大人になり、仕事を見つけ、糧を得て生涯を過ごすしかないからだ。

　断言しよう。いずれすべては変わる。

　民主主義は、自由という思想に国という枠組みが追いついていない過渡期に咲いた徒あだ花ばなだ。やがて虚しく散る。実は結ばないが、新世界の到来を美しく彩り、腐り落ちて土を豊かに肥やしてくれることだろう。

　どう変わるのか──いよいよ、本講の最終段階に入ろう。





第三部　百万王国の到来





世界は百万のシンガポールに分解される







　さて、憲法の歴史を通して民主主義の誕生とその背景にある思想を学び、民主主義の欠陥とその原因も学んだ。この章から、いよいよ解決編だ。

　ところでヒカゲはシンガポールを知ってる？

「そりゃ知ってますよ。マーライオンが水吐いてるとこですよね」

　他にもっと言及するところがあるだろうに……。

　シンガポールはほぼ赤道直下、マレー半島の先端に浮かぶ小さな島の都市国家だ。この小国が、これからあたしの語る『百万王国構想』のかっこうのモデルケースとなる。

　シンガポールはとても豊かだ。東京・上海・香港などに並ぶアジアの金融センターで、英語圏と中国語圏の文化をどちらも有しているので世界中から才能と金が集まる。

　しかし一方でシンガポールでは人権が大きく制限されていることもよく知られている。政府による報道規制は堂々と行われていて言論や結社の自由はない。同性愛者に刑事罰を与える法もまだ残っている。政治面でも、議会や選挙はあるけれど与党に非常に有利な制度になっていてほぼ独裁制といえる。そこで、『成功した北朝鮮』『明るい北朝鮮』などと揶や揄ゆされることも多いね。

　北朝鮮とシンガポールの最大のちがいはなんだかわかる？

「え？　いや、だからそれは、経済じゃないんですか。北朝鮮ってたしかまだ社会主義ですよね。シンガポールは資本主義で豊かだから明るいわけですよね」

　それは枝葉末節なんだ。

　シンガポールにあって北朝鮮にないもの、それは『国を出る自由』だ。実にこの一点のみが両国の明暗を分けている。なるほどシンガポールは北朝鮮なみの独裁国家で思想信条の自由さえも侵害されているかもしれない。しかしシンガポールの指導者に、本音でしか答えられない魔法をかけた上でこんな質問をしたとしよう。




『貴国では人権が大きく侵害されており民主主義も存在しないとよくいわれておりますが、改善する気はないのですか？』




　彼はにこやかに本音でこう答えるだろう。




『人権の制限も独裁制も、良い国家を造るためだと信じてやっていることです。不満な人はシンガポールから出ていかれればよい。メリットとデメリットを勘案してシンガポールが良いと判断してくださる方々だけで、我が国は頑張っていきますので』




　そして実際に、それでもシンガポールが良いと判断してくれる人はたくさんいた。人権の制限という料金は高いが、しかしサービスは素晴らしい、ということで金持ちや能力のある人が続々と集まった。つまり、経済的な豊かさは国民へのサービスの結果としてついてきたものなんだ。

　国民がどんどん減っていったら国は立ちゆかないのだから、『国を出る自由』さえ認められていれば、国は国民に対して最大限のサービスをするようになる。たとえ国民が政治に参加していなくてもだ。だって、国民は国に不満があれば『出ていく』というこの上なく確実にダメージを与えられるやり方で不満を表明できるんだからね。

　しかも、もしシンガポールと同程度の経済力・文化力があり、なおかつ自由がもっと認められているべつの都市国家が生まれたとしたら、今まで〝メリットとデメリットを勘案して〟シンガポールに住むことを選択していた人々も、移住を考えるかもしれない。移住されたくないシンガポールも、自由の制約を再考するかもしれない。

　こんな都市国家がいくつも並立したとすれば、それぞれがより多くの国民を獲得しようとして、競い合って知恵を絞り、サービスを充実させようとするだろう。

　さあ、この考えを推し進めていこう。

　世界中にもっともっとたくさんの都市国家があったら？

　世界中の人々が、世界中の都市国家に関して十分な情報を得て、もっと自分に合った国を見つけられるとしたら？

　国によって法律はちがい、国民が負担するべきコストもちがい、受けられる恩恵もちがうだろう。国を出る自由が保証されていれば、万民が自分に最も適した国を〝メリットとデメリットを勘案して〟選択できる。

　共産主義を掲げる人は共産主義国に行けばいい。その国には資本主義者や企業はいないだろうから結果として貧しくなるかもしれないけれど、それはその国と国民の〝メリットとデメリットを勘案した〟選択だ。

　同性愛がどうしても許容できない人は同性愛禁止の国に行けばいい。その国は非寛容を厭いとう人々からは支持されないだろうから結果として貧しくなるかもしれないけれど、それはその国と国民の〝メリットとデメリットを勘案した〟選択だ。
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　こうなると、民主主義の必要性は消える。

「え？　なんでですか？」

　民主主義というのは、構成員全員が、自分たちの手によって、自分たちのためになるように行う政治のことだ。かの有名なエイブラハム・リンカーンの演説の一節、《人民の、人民による、人民のための統治》は民主主義の根本を的確に言い表している。

　でも、この中で大事なのは《人民のための》だけだ。

　人民のための政治が行われていることだけが重要で、権力を人民が持っていなくてもいいし、権力を行使するのが人民じゃなくてもいい。

　逆に言えば、人民に由来する権力を人民が行使していても、やり方が下手くそすぎてぜんぜん人民のためになっていない政治なら、ない方がましだろう？

「それはたしかに……というか、今の民主主義はそうだって会長は言いたいんですね？」

　わかっているじゃないか、ヒカゲ。ここまで長々と講義してきた甲か斐いがあったよ。

　目的と手段をはきちがえたり混同したりしてはいけない。

　あたしたちはみんな、色々と便利だから集団で生活したいし、かといって自分の自由はなるべく確保しておきたい。これが目的だ。民主主義はしょせん一手段に過ぎない。自分の自由の一部を国に差し出す代わりに参政権を得る、という手段で、言ってしまえば下策も下策だ。

「言ってしまいますか！」

　何度でも言ってしまうよ。

　あたしたちがほんとうに勝ち取るべきは政治に参加する権利なんかじゃない。

《国を選ぶ自由》だ。

　だれもが自分の所属する国を自由に選べるとしたら、統治者がだれだろうが、その権力がなにに由来していようが、貴族政だろうが君主政だろうが、国を維持するためにとにかく国民に奉仕せざるを得ない。

　民主主義の必要性は消え、したがってその欠陥もすべて過去のものとなる。




　衆愚政治──人はすでにそこにある国という『成果物』を見て選べるのだから、専門知識のない素人が制作段階から口を出して失敗するなんてことは起こり得ない。




　要望の衝突──どうしても不満なら国を出ればいいだけなので、メリットもデメリットも含めて納得している国民しかいないことになり、衝突は起きない。




　時間がかかる──選挙も議会も必須ではないのだから無駄ならなくせばいい。




　もし自分が満足できるだけの国がカタログのどこにも載っていなかったとしたら、自分で自分の国を建てればいい。王にふさわしい能力があるなら、賛同者たちがきっとたくさん移り住んできて国を支えてくれるだろう。

　そうして世界は百万のシンガポールに分解され、全人類は自分に最適な国を選べるようになる──だろうか？
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「いや、なりませんよね」

　うん、ならない。

　現実問題として引っ越しはとても大変だ。だから国を選ぶ自由とそのじゅうぶんな選択肢が存在していても、そうそう選べるようにはならないだろう。

　あたしが今語った構想はべつにあたしの独創ではなく、以前から識者の間ではぽつぽつ語られていることでね、『都市独裁』というんだ。

「すみません、はじめて聞きました。てっきり会長の広げた大風呂敷だとばかり」

　字面の通り、独裁制の都市がたくさんあれば、民主政の非効率的な部分はすべて切り捨てられるから大胆でスピーディな政治が行えるし、市民はその街が不満なら引っ越せばいいので衝突も起きない。市民が減ったら困るので都市間では市民数確保のために可能な限りのサービス競争が起き、結果としてどこも効率的で住み良い街になるだろう、という話なのだけれど、これは主として地方行政に関しての言説でね。世界が百万の王国に分解されると言ったのはたぶんあたしがはじめてだと思う。

「たぶんじゃなく確実に会長しかいませんよそんなの！」

　実際に、日本の地方自治体の政治体制はいくらか独裁制に近いんだ。首長が直接選挙で選ばれるから権限が強いんだね。首長が変わっただけで一変する市町村の話はけっこうよく聞くだろう。

　地方分権というスローガンは、様々な人間が様々な意図で使うけれど、民族とか文化とかの垣根があまりない日本においての地方分権は、突き詰めればこの『都市独裁』の確立のために叫ばれているんだ。橋下徹・元大阪市長がその典型だね。稼ぐのも遣うのも地方の裁量に任せろ、それぞれの街や県が競争してより住み良くなるように努力するから、というわけだ。

　国内限定なら、《国を選ぶ自由》の縮小版である《街を選ぶ自由》がすでにかなり働いている。国内なら引っ越しもそこまで難しくはないからだね。東京圏に人口が流入し続けているのが、まさに《街を選ぶ自由》が行使されまくっている証拠だよ。

　ただ、都市間のサービス競争は残念ながらぜんぜん発達していない。ほとんどの地方自治体には財源も権限もないからね。

　ここでたとえば、徴税権を地方に完全に任せたとしよう。その県に住んでいる人の所得税、その県の商取引で発生する消費税、その県に所在する企業からの法人税はすべて県が受け取る。国からの資金援助（地方交付税というやつだ）はない代わりに国からの県行政への口出しもなし。さらには立法権も部分的に認めたとしよう。

　すると『うちは法人税なしです！　企業はどんどん来てください！』とか『保育所も高校までの教育も完全無料です！　代わりに税金はちょっと高いです！』とか『エロ規制しないのでエロ漫画家さんもエロ漫画を読みたい人も集まれ！』とかそれぞれ住民確保努力を始められるよね。

「ああ、会長がさっき言ってた百万王国がどうのこうのよりは、だいぶリアリティありますね……。地方に権限を移せってそういうことだったんですか」

　この考え方を『国を選ぶ自由』に発展させるまでには、高い壁があるように思える。言うまでもなく、地理的、物理的、文化的な壁だ。他の国に引っ越すのはとても難しい。

　しかし、ほんとうに高い壁だろうか？

　そもそも、国を選ぶために引っ越す必要はあるのだろうか？





国の企業化







「テンション高まってきているところちょっとすみませんが、会長」

　なんだヒカゲ。あたしの演説の腰を折るからにはハイクォリティな質問なんだろうね？

「いやあ、そうやってハードル上げられると困ります。ここまでの講義を聴いてて思ったんですが、会長の言ってる国とか都市とかって、まるでサービス業みたいに聞こえるんですけど」

　なかなかいいところに気づくじゃないか。腰折りは赦そう。

　その通り、あたしが提唱しているのは国の企業化とも言える。より正確には、いずれ国と企業の差は限りなく小さくなる、かな。これが今回の講義の鍵だ。

　前章では、《国を選ぶ自由》がすべての解決策になり得ると学んだ。一方で、転居に多大なコストがかかる以上、その自由を行使できる人間はそう多くないという問題も浮上してきた。

　ここでヒカゲに質問だ。

　きみは、なんらかの会員登録制のサービスにいくつ加入している？

「はい？　会員登録制？」

　オンラインのものでもオフラインのものでも、有料無料問わず、なんらかの形で自分の身元につながる情報を登録し、サービスを受ける。そういったものだよ。

「ＳＮＳとかですか？　あとTSUTAYAとか？」

　そういったものだね。もっと基本的なところでは電話とか。

「ああ、なるほど。いやあ、数え切れないくらいいっぱいあるんじゃないかなあ。まず携帯電話ですよね。あとネットのプロバイダ。お金払ってるのは親ですけど。ＴカードとSuicaと……銀行口座もですよね？　ネット上だと、twitterとFacebook、amazon、ううん、数えきれませんよこんなの」

　そのへんでいいよ。では次の質問。

　きみはそれらのサービスを提供・管理している会社に実際に行ったことがある？

「はい？　……いや、……ありませんけど」

　ひとつも？

「店なら行きますけど。銀行とかタワレコとかTSUTAYAとか。管理してるっていうのかな？　ネット上のはひとつも行ったことないですね。だって、べつに会社になんて行かなくてもサービスは受けられるじゃないですか」

　うん、そこだ。

　実は、あたしたちが生活していく上で便利なサービスというのは、意外なまでに地理的制約を受けない。これは国が提供するものも例外ではない。

「そ、そんなふうに話をつなげるんですか！　最初から言えよ！」
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　国が国民に提供するもののうち最大の部分を占めるのは社会保障、次が安全保障だ。ここでいう安全保障というのは軍事面の話だけではなく、警察による治安維持や、火災・天災などへの防災も含めた総合安全保障だね。

　社会保障──年金、医療保険、所得保障、これらは要するに金だ。地理的制約をまったく受けない。アメリカの社会保障を受けるために北米大陸に住んでいる必要はないし、日本の社会保障を受けるために日本列島に住んでいる必要もない。

　もちろん、どうやっても地理的制約を免れない分野もある。安全保障はその最たるものだね。現実にそこにある物質的な人間の身体を守れなければしょうがないのだから、住んでいるその地域の安全保障を受けるしかない。

　インフラも地理的制約を受けるものが多い。道路や水道は実際に住んでいる家に通じていなければ意味がない。

　しかし地理的制約を受けているかに見えるサービスも、今後の情報テクノロジーの進化によってどんどん制約を解かれる可能性がある。

　たとえば、教育なんて要するに情報伝達なのだから、学校というインフラは将来的に地理的制約から解放されることだろう。

　こうして生活のかなりの面においては、住む場所を変えないまま《国を選ぶ自由》を行使できることになる。

　さらに、国からの恩恵が地理的制約をあまり受けないという事実は、もうひとつの可能性を示唆している。

　一人の人間が一つの国だけに所属する必然性がとくにない、という点だ。

　たとえばヒカゲ、きみだってamazonアカウントを持っているのに、タワレコのカードとＴカードも持っているね。本やＣＤをすべてamazonで買わなければいけないわけじゃない。用途に応じて、最適なサービスを選べばいい。ＣＤは店員が親切なタワレコ、本は手に取ってぱら読みできる書店、アイスクリームはTSUTAYA。

「TSUTAYAはアイス屋じゃねーよ。売ってますけど」

　国からのサービスも同じように、分野ごとに最適な国を探してそれぞれ登録して受け取ればいい、ということ。

「国の企業化ってのはそういうことですか。……でもちょっと待ってください、そこまでいったらもう国である必要はほとんどないんじゃないですか？　年金も保険も民間の保険会社がやってますよね」

　そう。だから『国の企業化』というよりは『国と企業の差がなくなる』なんだ。





民主主義は宗教である







「会長の理想は、まあわかりましたけど、ちょっと現実感がないというか……。そんなふうに世の中変わるものですかね？　不満は多いかもしれないけどなんだかんだで民主主義は続いていくんじゃないかなと思うんですけど。どんだけ非効率でも、民主主義をなくしちゃうのはなんだか怖いっていうか……」

　うん、あたしがどれだけ理路整然と説明しても、そういう反応が返ってくるだろうな、と思っていたよ。

「うう、すみません、物わかりが悪くて」

　これに関しては、ヒカゲの理解力のせいじゃない。ヒカゲに限らず、今の世の中の大抵の人間は似たようなことを感じるだろう。

『なんだかんだでやっぱり民主主義がいいんじゃないのか。民主主義をなくすなんて、とんでもない社会がやってきそうで心配だ……』

　読者諸氏の多くもだいたいこんな感想を抱いていると思う。

　非効率で非合理なやり方であるにもかかわらず、なぜ現代人は民主主義にこうもしがみつくのか。大勢の政治家や学者が今の国政をありとあらゆる角度から憂えているのに、なぜ民主主義というシステム自体に疑問を呈する者が出てこないのか。

　それはね、民主主義が宗教だからだ。

「うわあ。それは、そのう、前に言ってた人権が宗教だっていう話の続きですか」

　ジョン・ロックの人権神授説のことだね。大いに関係しているが、もっと複雑怪奇に発展する話になるよ。
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　事の発端は第一次世界大戦中、アメリカでのできごとだ。

　当時のアメリカは中立国として、ヨーロッパじゅうを巻き込む悲惨な戦禍を大西洋の対岸から眺め、協商国（英仏露など）と同盟国（独どく墺おうなど）の双方に戦争資材を売りまくって大もうけしていた。

　中立とはいってもやや英仏寄りの立場だったアメリカを、英仏はとにかくせっついて参戦させたがっていた。ところが時の合衆国大統領ウィルソンは、あくまでもアメリカ中立堅持を公約に掲げて当選した人物だ。公約を翻してやっぱり参戦します、となると世論を納得させられる大義名分が必要になる。

　すでに、アメリカ人が多数乗った船がドイツ軍の潜水艦に撃沈させられる事件によって合衆国内の対独感情はかなり悪化していたものの、アメリカは移民大国だからね。ドイツ系移民は一大勢力だ。反独で挙国一致、とはいかない。

　そこでウィルソン大統領が目をつけたのが、同盟国側の顔ぶれだ。

　ドイツ帝国、オーストリア＝ハンガリー帝国、オスマン帝国……まだ民主主義を導入していない王政の国ばかりじゃないか。

　一方で協商国側の主立ったメンバーは、イギリス、フランス、そして（もし自分たちが参戦するなら）アメリカと、民主主義の先進国がそろっている。

　これはドイツとの戦争ではない！　民主主義の敵との戦争なのだ！　世界を民主主義にとって安全にするために、アメリカも参戦する！

　この論法は大当たりして、参戦は両院の圧倒的多数の賛成により可決。大多数の国民の支持も得てアメリカは第一次世界大戦に軍を送り出した。実のところは協商国側にも民主主義を採用していない王政の国はたくさん属していたのだけれど、その中でも最も強力なメンバーだったロシア帝国がちょうどロシア革命で倒れて戦争から離脱してしまったので、『民主主義　対　旧世界の悪』という図式が余計に明確になったんだね。

　アメリカ参戦の影響もあって、大戦は協商国側の勝利で終結。

　結果として、ドイツ帝国、オーストリア＝ハンガリー帝国、オスマン帝国といった王政の強国はすべて倒れ、その後に次々と共和政国家が建てられたんだ。

　この成功体験はアメリカのその後の外交方針を決定づける。

　ウィルソン大統領は熱心なクリスチャンで、自分の行う政治──とくに、民主主義を世界中に広めるための外交──が神に与えられた使命だと考えていた節がある。アメリカが主導して世界を民主化するというこの考え方は『ウィルソン主義』と呼ばれ、この当時の中南米に対する民主化干渉は『宣教師外交』と称されている。

　民主主義の宣教、言い得て妙だね。

「……それは、そのう、ウィルソンて人が特別に信心深かっただけでは」

　大統領一人が信心深いだけじゃ歴史は動かないよ。

　実際にその後もアメリカは世界中の政変に介入していくのだけれど、すべて『民主化』の大義名分が掲げられた。中南米諸国、イラクやアフガニスタン、フィリピンやベトナム、第二次世界大戦後の日本なんかもこれに含めることがあるね。

　アメリカ合衆国は世界初の民主国家であり、誕生の瞬間から民主主義を掲げ、民主主義の旗のもとに数々の戦いに勝利してきた。だからアメリカ人は民主主義にとてつもない誇りを持っている。これまで学んできたように民主主義の出発点である人権はキリスト教の神さまによって保障されたものなので、アメリカと民主主義は神さまの庇ひ護ご下かにあると信じ切っている。

　アメリカ合衆国は世界最大最強のキリスト教国だ。

　そして、キリスト教というのはめちゃくちゃ宣教に熱心な宗教なんだ。キリスト教が広まっていない国にわざわざ出かけていって教化することを神さまから与えられた使命だと思っている。

「そういえば日本にもわざわざザビエルが来ましたもんねえ」

　まずもってして旧約聖書には神さま自身が預言者に「私の言葉をみんなに告げ知らせろ」と命令する話がたくさん出てくる。イエスもガリラヤ湖畔の地域を歩き回って福音を告げ知らせたし、弟子たちもローマとエルサレムの間のあちこちを何年もかけて歩き回り、宣教しまくった。

　中でも代表格は、前にも紹介したキリスト教の実質的な開祖、パウロだ。

　彼が書いたものだとされる新約聖書中の一いっ篇ぺん『ローマの信徒への手紙』には、いきなりこんな文章が出てくる。




『わたしたちはこの方（イエス）により、その御名を広めてすべての異邦人を信仰による従順へと導くために、恵みを受けて使徒とされました』




「めっちゃ上から言いますね。すべての異邦人を信仰による従順に導く、って……」

　キリスト教の信仰を持っていないとそう感じるかもしれないね。でもキリスト教徒はこういった聖書の文言を読んで「宣教しなきゃ！」という使命感を刻みつけられる。

「いやあでも、それで民主主義も宣教しまくった、っていうんですか？　さすがにうがち過ぎじゃないですかね」

　ちゃんと証拠もあるよ。『民主主義の宣教』傾向は、保守的な共和党員に多く見られ、中でも典型はブッシュ大統領だ。

　彼は退役軍人に向けたとある演説でこんなことを言っている。




『民主主義の兵器庫にある最強の武器は、創造主によって人間の心に書き込まれた自由を求める欲求である。我々が理想に忠実である限り、我々はイラクとアフガニスタンの過激主義者に打ち勝つだろう。中東の真ん中に彼らが民主主義を起ち上げることを我々は助けるだろう』




「うはあ。創造主って言っちゃってますね。民主主義を起ち上げるのを助ける、かあ」

　もちろん、アメリカが世界各地で民主化を支援してきたのは表立っては言えない政治的な理由もあったんだろう。でも、そういう対外政策を支持するのは国民たちだし、実際に派兵されて戦うのも国民たちだ。「民主主義を宣教しなきゃ！」という強迫観念が国民たちに行き渡っていなければこんな政策は実施できないよ。
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　こうして民主主義信仰は覇権国家アメリカの熱心な宣教で広まっていった。

　第一次大戦以降、世界中の国に「民主主義こそ絶対の正義」「民主主義を標ひょう榜ぼうしていないとみっともない」「民主主義だと見なされるようにしておかないとまともな国だと思われない」という意識が浸透している。

　たとえば社会主義各国。中国が代表格だが、彼らは「人民民主主義」というものを掲げていることが多い。これは共産党以外の政党も認めるけれど共産党が国家を「指導」するよ、というもので、実態はただの一党独裁だ。北朝鮮なんて国名に「民主主義」を入れているね。

　たとえば先述したシンガポール。どう見ても一党独裁政治なのに、野党を一応は認めて選挙もやっており、民主国家のポーズをとっている。

　こういった「民主主義のふり」は民主主義教が広まっていることのなによりの証拠だ。

　そして民主主義信仰の極みといえばなんといってもドイツだろう。

「え？　ドイツは立派な民主国家ですよね？　民主主義だと見なされるように──なんて考える必要はないんじゃ」

　もちろんぴかぴかの民主国家だよ。

　それでもドイツ人は「民主主義だと見なされるように」、逆に言えば「民主主義じゃないなんて絶対に思われないように」という強迫観念に駆られているんだ。

　それがなによりもよく表れているのが、ドイツの実質的な憲法である連邦共和国基本法の第18条と第79条だ。

　第18条にはものすごいことが書いてある。

　意見表明の自由、出版の自由、結社の自由、通信の秘密などを「自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する」。

　民主主義を攻撃するような言論の自由は認められない！

　つまり本書はドイツでは絶対に出版できない。

「すごいですね。講談社ラノベ文庫の本が、憲法の規定で発禁なんて。帯に書いたらいい宣伝になるんじゃないですか」

　きみはほんとうにろくでもない発想をするね。

　第79条はもっとすごい。これは憲法改正に関しての条文なのだけれど、かいつまんでいうと「ドイツが民主国家であるという原則は改正できない」と書いてあるんだ。

　つまりドイツは未み来らい永えい劫ごう、民主主義をやめられない。

　ちなみに日本は、ちゃんと民主的な手続きを踏んで憲法を改正すれば、民主主義をやめることが可能だ。ドイツのような、まるで神の怒りに触れるのを恐れるかのごとき民主主義信仰はさすがに日本にはないね。

「ドイツ人はなんでそんなに怖がるんですかね」

　実際に、民主的な手続きを踏んで民主主義を捨て、結果として世界中を敵に回して苦しんだ経験があるからだよ。

「あーわかった、ナチスですか」

　そう。ヒトラー率いるナチスは、ちゃんとした議会での議決によって『全権委任法』をつくり、党が意のままに立法できるようにして民主主義を殺した。それを二度と繰り返してはならない、という決意から、ドイツ憲法には民主主義信仰が過剰なくらい盛り込まれているんだ。要するに人権より民主主義の方が大事だと書いてあるんだよ。このすさまじい強迫観念、宗教と呼ぶ他ないだろう。
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　アメリカが宣教したから宗教になったのか、それとも最初から宗教だったからアメリカが宣教するようになったのか──因果はあたしにもわからない。

　けれどとにかく、民主主義はキリスト教から派生し、ウィルソン主義によって宣教され、史上最も広く普及した世界宗教であるといっていいだろう。その信仰は、日本人であるヒカゲにさえばっちり染みついているというわけだ。





王国はすでに金持ちのところにだけ到来している







　ここはドイツではないし講談社はとても心が広いので、引き続き心置きなく民主主義への攻撃を続けよう。

　本講の最初に言ったように、民主主義が倒れることはすでに確定している。

　あたしが長々と語ってきたことは、構想というよりは予言だ。いずれ世界は企業化した百万の王国に細分化される──願望でも理想でもなく未来予想だよ。

　根拠となる実例もある。第三部の最初で話したシンガポールもそうだが、もっと恐るべき例が近年生まれた。

　サンディ・スプリングス市だ。

　これはアメリカ合衆国ジョージア州にある市で、もともと富裕層が多く住む地域だった。彼らは自分たちが払っている税金が自分たちのために全然遣われないことに不満を持ち、なんと市を法人化して独立させてしまった。

　独立といっても、『市』のひとつ上の行政区分である『郡』からの独立だから『国』になってしまったわけではないが、それでも興味深い事態が起きている。これまで属していたフルトン郡のために払っていた税金がすべて市のために遣えるようになったし、さらに市の業務のほとんどを民間委託したので公務員の数は大幅削減、すさまじい効率化を成し遂げた。

「自分たちの国を作っちゃったわけですか」

　そう。満足できる国がなければ自分で造ればいい、とあたしは前に書いたが、ほんとうにやってしまったわけだよ。さすが行動力の塊であるアメリカ富裕層だ。

　サンディ・スプリングス市の例が興味深い点は二つある。

　ひとつは、国を選ぶ自由がまだ広まっていない段階で、それを行使できる力を持っている富裕層だけが行使してしまっているところ。

　もうひとつは、国の恩恵のうち有利な部分だけを選択式で得ているところだ。サンディ・スプリングス市民は安全保障や文化・地理的な恩恵はアメリカ合衆国から受けながら、インフラや社会保障だけは自分たちの作った『国』からの効率的なものを享受しているわけだね。

　アメリカはもともと地方分権の意識が強いお国柄だから可能だったことだが、今後この動きは合衆国内のみならず世界レベルで広がっていくだろう。実際にアメリカでは同じように群から独立する市が続々と出てきているそうだよ。

　これまでは、民主主義の力で、少数の富裕層から財産を徴収して多数の貧困層に分配することができた。

　ところが民主主義というのは社会契約だ。契約を結んでいない相手にはなんの効力もない。しかも多くの人々にとっては自発的に結んだ憶えのない幻想契約でもある。となれば、知識と能力のある者から先に気づいて行動を始める。契約を解除して、よりよい契約相手のところに行く（シンガポールに移住する）、あるいはよりよい契約を結べる者だけを集めて結び直す（サンディ・スプリング市をつくる）、といった手を打ってしまう。

「なんかどんどん暗い話になってきましたけど……」

　実際に、サンディ・スプリングス市が独立して抜けてしまった後のフルトン郡は税収が激減してインフラの質がどんどん低下しているらしい。

「そ、それってまずいんじゃないですか？」

　まずいよ。

　金持ちから金をとって貧しい人々に分配すること──つまり社会福祉は、とても大切な国の機能だ。現代ではもはや最重要だといっていい。所得の再分配が行われなくなると、貧困層が人生を立て直すことも難しくなるし、運悪く貧困層に生まれてしまった子供が教育を受けて能力を発揮するということも難しくなる。

　このまま金持ちの独立王国が増えていけば、巡り巡って全員が不幸になるよ。

「だ、だめじゃないですか！」

　でも何度も言うように止められないんだ。これまで所得の再分配を強制できていたのは、実際は結んでもいない社会契約のあやふやな力だった。参政権を押し売りして税金という高い代金をとってきただけなんだから。





自分の人生は自分で決めるしかない







　百万王国の到来がかなり悲観的な予測に落ち着いたところで、いよいよ本講のまとめに入ろう。

　ヒカゲに最後のクイズを出すよ。




　Ｑ：現在この地球上に民主主義の国はいくつあるでしょうか？




「うげっ。最後の問題だからってちょっと難しすぎませんか。世界中の国を調べなきゃいけないわけですよね」

　いや、難しくはないよ。ちゃんと考えればすぐわかるし、手間をかけて数えなくても正解が出る。

　答えはゼロ、だ。

「は？　なんでですか。日本もアメリカもイギリスもフランスも民主主義じゃないって言いたいんですか？」

　その通りだ。きみは日本を民主国家だと思っていたの？

「そりゃそうですよ……あ、あの、日本人に憲法の精神が根付いてないからほんとうの民主国家にはなってないとか、そういう話を始める前振りですか」

　そういうお偉い評論家然とした話じゃないよ。もっと実際的でソリッドな話だ。日本が民主国家でないことは簡単に証明できる。

　まずは定義をおさらいしておこう。前にも引用したが、ホッブズがずばりと書いている。国の統治者が、国民全員であるとき、その国は民主政だといえる。

　さて、ヒカゲもあたしも日本国民だよね？

「はい」

　では、あたしたちに参政権はある？

「ないですよ。だって僕ら18歳未満じゃないですか」

　うん。あたしたちは国民だけれど統治者ではない。統治者ではない国民がいる以上は日本は民主政ではない。18歳以上という特権階級のみで統治される貴族政だ。証明終了。

「え？　いやいやちょっと待ってください」

　参政権はかつて土地を保有するひとにぎりの富裕層にだけ認められていた。不満を持つ層が声をあげ、そのたびに拡大され、やがて労働者、黒人、そして女性──と社会的弱者にまで遍あまねく与えられていった。

　けれど最後の社会的弱者である子供に参政権を与えている国はいまだに存在しない。

　したがって地球上にほんとうの民主国家はひとつも存在しない。

「いや、その、それはええと、なんというか」
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　べつにあたしは「子供にも参政権を与えろ！」と言いたいわけじゃないよ。

　子供に参政権を与えている国が地球上にひとつもないのはなぜか考えてみよう、という話だ。

「そりゃあ、判断力がないからでしょ。子供に票を持たせたら、なんかうまいこと言ってだまして当選しちゃうとんでもないやつが出てくるかもしれないし」

　うん、そういう理由だろう。

　でもね、いまヒカゲが言ったのとまったく同じ理由で、かつて選挙権を与えられていなかった層があるんだよ。たとえば女性。女に政治的判断力などあるわけがない、女に票を持たせたらどんなやつに入れるかわからない……。黒人もそうだ。もっと遡れば、土地を持っていないと選挙権が与えられない時代もあった。貧乏人に政治的判断力などあるわけがない、ってね。

「それはそうかもしれないですけど、でも子供にはほんとうに判断力がないじゃないですか。黒人とか女性とかとは話がちがいますよ」

　余談ながら、子供にも参政権を与えるべきだとほんとうに主張している人もいる。ゼロ歳児から、だ。

「マジですか。えっと、どうやって？　赤ん坊なんて投票先を決めようもないじゃないですか」

　ドメイン投票方式といってね、子供の票はすべて保護者が代理で入れるんだよ。子供の数だけ親の保有票数が増える、といった方が正確かな。そうすると子育て世代の発言力が増えるので政治家も子育て世代を重視した政策を立てるようになり、少子化対策になるのではないか、というアイディアだ。だから厳密には子供に参政権を与えるわけではないね。子供に政治的判断力などない、という前提は変わっていない。

　繰り返すが、あたしも「子供にも参政権を与えろ！」と言いたいわけじゃない。

　かつて、政治的判断力などないだろうと思われていた人々には参政権が与えられていなかった。時を経るとともに政治参加の輪は広げられていったけれど、今でも子供は輪の外に置かれたままだし、世界中の人間がそれを疑問にも思っていない。

　つまり、人間はみんな心の底ではわかっているんだ。

　民主主義の欠陥を──ね。

『政治というのはどうやっても私の人生に大きな影響を及ぼしてくる。でも民主主義はその決定権を他人と共有している。他人がもし判断を誤って、私の人生を損なったとしても、だれも償わないし責任もとらない。だから真の民主主義は危ない。判断を誤りそうな連中からは決定権を取り上げておかなきゃいけない……』

　みんなそう考えているんだ。

　衆愚政治、ポピュリズム、シルバー民主主義といった言葉がある。どれも、ジャーナリストとか評論家が「大衆が政治的判断を誤った！」と思ったときに持ち出す言葉だ。民主主義信仰に染まった論者が、ご神体である民主主義を汚すわけにはいかないが生み出された成果物は批判したい……という意図でひねり出した言葉だ。

　でもこれらはみんな民主主義そのものだ。選挙民はだれも判断を誤ってなどいない。自分の利益が最大化されるだろうという判断で票を入れ、たとえ51対49であろうと多数派の判断のみが採用されて少数派の利益は殺された。

　判断を誤ったのは他のだれでもない、民主主義というシステムを採用した者だ。
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　民主主義の欠陥は、けっきょく、『人生を他人が決める』という点に集約される。

　これは共産主義が崩壊した理由によく似ている。

　20世紀末の東欧革命、ドイツ再統一、そしてソ連崩壊をもって、共産主義は終しゅう焉えんを迎えた。失敗した理由はたくさんあるのだけれど、その最大のひとつは経済的な行き詰まりだ。共産主義国はとにかく貧乏になったんだ。

「働いても働かなくてもどうせ国から分配してもらえるから、みんな働かなくなったんですよね？」

　……というのはよくある誤解で、共産主義国の人々はみんなよく働いた。

　それなのになぜどんどん貧乏になったかといえば、彼らのやっている労働が『努力』ではなくただの『作業』だったからだ。

　共産主義は計画経済だ。なにをどれくらい生産するのか、そのためにどんな手段を用いてどれくらいの労働力を投じるのか、をすべて国家が計画して決める。

　でも、その計画は役人が立てたものだ。

　計画が非効率的でも、痛むのは国庫であってその役人の財布ではない。だからより効率的な計画にしようという真剣な意志が生まれない。労働者もひたすらノルマをこなす。そのノルマの達成が全然生産性につながらないものであっても、痛むのは国庫であって労働者の口座ではない。だからノルマに疑問を抱いてもっと効率的なやり方を模索しようなんていう真剣な意志が生まれない。

　つまり共産主義の計画経済とは──

　自分の選択によって生まれる責任やリスクを、自分が負わなくていい。

　自分の選択によって生まれる価値を、自分がそのまま受け取れない。

　自分の努力が、良きにつけ悪しきにつけ、正当に評価されない。そういう経済だ。

　そこでは人間の仕事は必ず腐っていく。より良い仕事への意志が失われ、人々は役所の採点のためだけに働くようになる。

　民主主義も同じだ。

　有権者にとって、『投票』という選択が自分の人生にどう影響を及ぼすのかは、あまりにも迂う遠えんすぎてほとんど予想できない。だから『投票』という選択のリスクを自分で負えない。しかも自分が少数派なら自分の選択は無意味になり、多数派の選択で自分の人生が動かされることになる。もちろん多数派は責任もリスクも負わない。

　政治家にとっても、『政策』という選択は結果が出るのに何年も時間がかかるし、おまけにそもそも当選しないと『政策』が実施できないのだから、『政策』という選択が有権者から正当に評価されることはまずない。となれば『政策』に対して努力する意味がなくなる。共産主義の労働者たちがひたすらノルマのために働いたように、政治家はひたすら票のために働くようになる。

　有権者が悪いのでもないし、政治家が悪いわけでもない。

　民主主義はそういう仕組みなんだ。現実を直視しなければいけない。

　チャーチルはこう言っているね。「民主主義は最悪の政治形態だと言える──これまでに試みられてきた他のすべてを除けば」、と。これは至言だ。

『これまで』の中では、いちばんましだったかもしれない。

　でも、あたしたちには『これから』がある。《国を選ぶ自由》という、まだ試みられていない真新しい理想がある。
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　国を選ぶ自由というのは、つまり自分の人生を自分で選び、成功も失敗もすべて自分が受け取るということに他ならない。

　あなたの選択を、他のだれのせいにもできない代わりに、あなたの選択を、他のだれも邪魔しない。そういう世界だ。

　望もうと望むまいと、いずれやってくる世界だ。早いか遅いかだ。

　遅ければ多くの血と涙が流れるだろう。なぜって、国を選べることに気づかないままの人々は、だれにも選ばれない貧しい国に取り残されてしまうからだ。

　すべての人間が、民主主義の間違いに気づき、『数の多い他人が私の人生を決めてもかまいません』などと書かれた社会契約を一刻も早く破り捨て、土地に縛られた国から飛び立たなければいけない。そのためには地球を百万の可能性と選択肢の王国で埋め尽くさなければいけない。

　そんな夜明けを迎えるまで、あたしは戦う。

　もしあなたが飛び立ち、高い空から見下ろし、あたしの王国を選んでくれたとしたら、歓迎しよう。そして手を取り合い、自由を讃たたえ合おう。
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　以上をもって、建国宣言とする。ご静聴、感謝する！





補講





よんどころない事情により







　あれ？　講義は終わったんじゃないの？

「はい。会長の朗々とした大演説で清々しく締めくくっていただいた後なので、こうして言い出すのはちょっと気が引けるのですが……面倒な大人の事情がありまして、あと少し補講を続けていただきたいと……」

　ああ、ページが余ったんだね。

「さらっとバラさないでくださいよ！　こっちがせっかく言葉を濁したのに！」

　本書はもともとブログに連載されていた記事をまとめたものだからね、文庫本一冊には少々足りなかったか。

「ええと、どうしましょうか。この本は『生徒会探偵キリカ』のスピンオフなわけだし、本編に沿った内容のラブコメ短編でもおまけに載せるとか？」

　なにを言っているんだ。ここまで長々とつきあってくれた読者諸氏は、憲法と民主主義の解説が目的で読んでくれていたということだよ。そんな読者の鼻先にいきなりラブコメ突きつけてどうする。失礼きわまりない。

「それもそうですね、すみません。浅はかでした」

　ということであと40ページばかりヒカゲとあたしの漫才でも載せよう。

「そっちの方が失礼だろうが！　謝って損しましたよ！」

　冗談だよ。でも困ったね。他になにか案はない？

「ああ、それじゃ、ブログ連載中に読者の方々からいくつか質問がきてたので、それに答える形でとりとめもなく色んな話題をつまみ食いするのはどうでしょう」

　なかなかいいアイディアじゃないか。面白そうな質問があったらどんどん持ってきて。なんでも答えるよ。





歴史上最も重要な日本人







「最初の質問はこちらです。千葉県にお住まいの大学生の方から。『狐こ徹てつさんの講義全部読みました。日本人の話が全然出てこなくて悲しいです。世界の歴史から見ると日本人はどうでもいいってことでしょうか』」

　うん、だいたいその通り。おしまい。じゃあ次の質問──

「ちょっ、会長？　もう少し丁寧に答えてあげてくださいよ！」

　だって憲法や民主主義について歴史の段階から解説したんだよ。文庫本一冊でまとめようとしたら日本人なんて出す余地はないにきまってるじゃないか。

「そりゃそうかもしれませんが……あ、一応伊い藤とう博ひろ文ぶみとかは余談に出てますね。歴史上の重要人物を日本人から一人選ぶとしたら伊藤博文ですか？」

　重要人物にはちがいないが、一番かと訊きかれるとどうだろうね。もっと重要な人物は何人もいる。

「あ、じゃあこの際だからランキング式にしてページ数を稼ぎましょう、天てん王のう寺じ狐徹が選ぶ歴史上最も重要な日本人！　第５位は！　織田信長！　……みたいな感じで」

　あたしが選ぶと織田信長は５００位にも入らないよ。

「もうちょっとオブラートにくるんで言ってくださいよ！　戦国武将好きの人だって読んでるかもしれないでしょ！」

　ほんとうのことなんだから言葉を濁したってしょうがない。というか、仮にランキングを作ったとしてもおそらく読者諸氏が期待しているような顔ぶれはまったく出てこないからがっかりさせてしまうと思うよ。

「……ええと、参考までにトップ10に入りそうな人を二、三人挙げてみてもらえますか」

　１位が宮みや本もと茂しげる（任天堂）で２位が宮みや崎ざき駿はやお（スタジオジブリ）かな。

「民主主義とか憲法とかどこ行ったんですかッ？」

　民主主義なんぞよりもマリオやゼルダやナウシカやラピュタの方が何倍も重要だよ、当たり前じゃないか。きみはなにを言っているの？

「いやでも歴史上の話をしてるんですよ！」

　じゃあ３位は宮みや本もと武蔵むさしにしておこうか。

「宮つながりで並べただけじゃねーか！　心にもないことを！」

　世界の歴史から見ても宮本茂が最も重要な日本人というのはべつに冗談で言っているわけじゃないよ。前にも言ったけれど、思想家だの宗教家だの政治家だのより、物づくりをした技術者、数学理論を確立したり自然法則を発見したりした学者、そういった人々の方が何百倍も重要なんだ。あたしは科学方面には疎いから芸術方面で二人挙げただけ。

「……どうせおまけページだから受け狙い、ってわけじゃなくて、真面目に挙げたんですか。ほんとに読者がっかりですよ……」

　もちろん受け狙いという面もあった。

「あったのかよ！　もうなにがなんだか。ええと、とにかく、政治とかそっち方面限定のランキングを聞かせてもらえないですかね？」

　だいたい察していると思うけど、近代以降の人物しかランクインしないよ？　世界の歴史から見たら明治維新より前の日本の政治関係者なんて教科書のページが足りないので全員省くくらいの重要度だからね。

「あわわ。これ以上歴史好きの読者さんを怒らせる発言が出ても困るので、一人二人さらっと挙げて話を進めてください」

　うぅん、１位は大おお久く保ぼ利とし通みちかな。

「意外な人選ですね。なんかこう、地味というか」

　実績を考えれば、日本史上最も過小評価されている人物かもしれないね。まず西さい郷ごう隆たか盛もりとセットで語られることが多くて、その相方の西郷がキャラ立ちまくりだからね。西郷だけじゃなく、明治維新は傑物もたくさん、実績はともかくキャラが立っているやつもたくさん。大久保公は埋没しがちだ。

「銀ぎん魂たまにも出てこないですからね……」

　きみの発言の方が歴史好きを怒らせるんじゃないの？

　まあとにかく、大久保利通についておまけページの少ない紙幅で詳しく語るというのは失礼きわまりないのでここでは名前を挙げるだけにしておくよ。

「そうすると２位が西郷さんですか？　それとも木き戸ど孝たか允よし？　あ、２位で伊藤博文が出てくるのかな？」

　いや、２位は小こ泉いずみ進しん次じ郎ろうだね。

「へえ、小泉……って、ええええええ？　……えええええええええええええええええ？」

　なんだヒカゲ、うるさいよ。

「小泉って、あの、自民党の？　しかもお父さんの方ですらなくて息子の方？」

　そう。小泉純じゅん一いち郎ろう・元総理大臣の息子の小泉進次郎。

「そ、そ、それはまたいったいどういう理由で？　だってあの人ってまだあんまり重要じゃない大臣をいくつかやっただけですよね？」

　うん、だからこれは予想でのランクイン。将来、明治維新なみのインパクトを日本史に残す人物になるかも、ということ。

「とてつもない高評価ですね、そんなにすごい人なんですか？　どういう政治スタンスなのかもよく知らないんですけど」

　あたしもよく知らないよ。

「会長ッ？　なに考えてんですかッ？」

　あたしが知っているのは、彼がとてつもなく人気があるというただ一点だけ。そしてこの一点だけでじゅうぶんなんだ。

　民主主義では、国民に損を強いるような政策を掲げると落選してしまう。でも国が落ち目のときには短期的に見て国民に損をさせる政策がどうしても必要な場合がある。いかんともしがたいジレンマだね。

　ところが、このジレンマを民主主義の枠内で簡単に解消してしまう手段がひとつだけある。それはすさまじく人気が高くて必ず当選してしまう人間がこの政策を掲げることだ。先例があって、言うまでもなく小泉純一郎だ。当時、小泉純一郎を支持して自民党に票を投じた選挙民の中で、郵政民営化というのがいったいなにを意味しているのか理解していた人間はほとんどいなかったはずだ。ミルトン・フリードマンなんて名前は大多数の国民は聞いたこともなかっただろう。しかしとにかく人気があったので政策を通せてしまった。あんなことができる政治家はそうそう現れない。……と思ったら、意外にも早く現れてしまった。息子だ。

　今後、小泉進次郎がどんな政治家になり、どんな政策を掲げるのかはわからない。でもすさまじく人気が高くてどんな政策でも通せるだろう。日本の社会システムを根底から覆すような政策すら通してしまうかもしれない。

　もちろんあたしの過大評価で、そんな大それたことはせず、普通の総理大臣で終わるかもしれない。でもとにかく、小泉進次郎にできないなら当分だれにもできないよ。

「……小泉王国を造ってしまうかも、とか？」

　うん、そのくらいまで期待している。あたしの『百万王国構想』を推し進めるようなことをなにかしでかしてくれないものか、と。そんな夢を込めた銀メダル授与だ。

「でも悪い方向に変えちゃう可能性だってあるわけですよね？」

　それはそれで歴史的インパクトだろう。だいたいね、政治が関わっている事柄では善し悪しを一元的に決められないものだよ。政治の本質が、だれかの権利を守るためにべつのだれかの権利を制限するものである以上は、得をする人間と損をする人間がどちらも出てくるんだ。

「いやはや、予想もしていなかった話の展開でちょっとくたびれてしまいましたけど、ええと、それじゃあ３位はだれなんですかね」

　３位はもちろん天王寺狐徹だ。我ながら慎ましいね。

「じゃないかと思ってましたよ！　オチまでつけてくれてありがとうございました！」





それぞれの憲法草案を書こう







「ええと、気を取り直して次の質問です。奈良県にお住まいの高校教員の方から。『憲法の話なのに、日本国憲法の改正について結局ノータッチなんですが一体どうなってるんですか？　あなたは改憲派なんですか？　どう改正したらいいと思ってますか？』」

　どうしてこんな質問をチョイスするんだ。

「いや、だって、みんな気になってると思いますよ」

　ここまで読んできている読者なら、あたしが改憲だの護憲だの果てしなくどうでもいいと思っていることくらい理解できるだろうに！　あと一ヵ月で潰れる予定の不ま味ずいレストランのメニューが変わるかどうかなんてきみは気にするか？

「ひでえ言いようもあったもんですね」

　とにかく、日本国憲法は第22条の２で《国を出る自由》が保障されている。他の部分が変わろうが変わるまいが興味なし。はい次の質問──

「いやいやいや。ここはひとつ、読者サービスだと思って回答してもらえませんか。改憲か護憲か、必ずどっちか選べって言われたらどっち？　みたいな」

　たとえばあたしが伝説の勇者の子孫で国王からの命令を受けて勇者の剣と盾と鎧よろいを見つけ出し大洞窟で囚われの姫を助け雨雲の杖つえと太陽の石の魔力で海を渡り城に乗り込んで厳しい戦いを切り抜けた末に竜王から改憲か護憲かと訊かれたら改憲と答えるかな。

「なにその意味わからん長ったらしい前振り」

　きみが答えろと言ったんじゃないか。いやならこの話題はもうやめるけど。

「すみません、続けてください。改正というとどんな感じにするんですか」

　そうだね、あまり変える必要はないかな。今でもそれなりに通用する憲法だからね、いくつか削ったり文言を変えるだけでじゅうぶんだ。

「意外ですね。あれだけ腐してきたのに」

　腐した憶えはないぞ。現実的な指摘をいくつかしてきただけだ。日本国憲法は、様々な先達を参考にして作った比較的新しい憲法だけに、急造にしてはかなり完成度が高い。

　まずは天皇について。

　天皇が《象徴》というのは非常にかっこ悪い。そして歴史的にも天皇はどこからどう見ても日本国の君主だ。だからきっぱりと君主だと書くべきだろう。

　天皇に関する記述をわざわざ第一章に置いてまで《象徴》というよくわからない地位に押し込めたのは、これはもちろんＧＨＱが戦後処理で天皇中心の国体を完璧に解体しようとしたからだ。

　でももうそういう時代でもないし、だいたい君主でもない人間になぜ議会の召集・解散、法令の公布、総理大臣の任命、なんていう仕事をやらせているのかって話だよ。これらは歴史的には国王大権といって君主の権限の一部なんだよ。政治的機能を剝奪された後に残った儀礼的な部分だ。君主じゃない人間にやらせるなんて、かっこ悪いにもほどがある。イギリスを真似したいなら最後まできっちり真似をしてほしい。

「かっこ悪いのをえらい気にするんですね」

　当たり前じゃないか。君主政じゃない国での君主の仕事は国をかっこよく見せること以外のなにものでもないんだぞ？　外国の君主の即位式とか王族の結婚式とかに招待されてかっこよく振る舞うのにどれだけの知識と訓練が必要だと思っているんだ。きみにそんなことできるか？

「できません、すみません。……ていうか、他の立憲君主制の国の憲法って国王が君主であるなんて条文あるんですか？」

　あるわけないだろう。憲法に書かなきゃ君主として認識されない国王なんてかっこ悪いにもほどがある。

「えええええええ。いや、だって会長さっき条文に書くべきだって……」

　残念ながら天皇が君主であるという伝統、つまり民衆の無意識的な認知は、ＧＨＱの目論見通り完璧に解体されてしまった。だから日本は恥ずかしながら特例だ。君主でもない人間に国王大権を任せるという最悪の恥を放置するよりは、憲法に君主だと明記する小さな恥を甘受すべきだろう。

　次、『国民の権利と義務』の章からは義務を全削除する。

　前にも言ったとおり、立憲主義を掲げているくせに憲法に国民の義務を掲載するのは無知を晒さらしているようでとてもみっともない。

　立憲主義の看板をおろすか国民の義務を載せないかどちらかだが、今の日本国憲法はあきらかに全体として立憲主義を基調としているので、全面改正しない以上は国民の義務規定を消すしかない。

『第12条　この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』

　これがまずいけないね。あたしならこう書き直す。

『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、より多くの国民の、より重要な自由及び権利を保持する目的でのみ、法令によって制限される。』

　憲法が国民に指図するなど言語道断。でも自由と権利が絶対不可侵では政治はなにもできない。刑罰も決められないし税金もとれないからね。だから法令が国民の権利を制限していい場合をちゃんと書いておく。

　あとは前にも言ったように、三大義務は全廃。

　第26条の２（教育）は、保護者が子供に教育を受けさせる義務があると書かれているが、受けさせる義務を負うのは国だ。子供の権利と国の義務に基づいて、憲法ではない他の法律によって保護者に義務を負わせる、が正しい。

　第27条（勤労）は「勤労の権利を有し、義務を負ふ。」のうち義務のところを削るだけでもいいのだが、そもそも勤労の権利ってなんだ、という話になる。職業選択の自由であれば第22条でとっくに保障されているからね。ということでここは第３項の児童酷使禁止についてだけ残すのでいいだろう。

　第30条（納税）はもう論外も論外。なぜ改憲議論で真っ先に槍やり玉だまに挙がらないのか理解できないくらいだ。現行憲法で最も愚かしい条文だと断言できる。

『国は、国民の安全と福祉のためにのみ、徴税できる。』

　これが正しい。

　あとはもちろん、婚姻が両性の合意のみに基いて成立するなどと書かれた第24条は断固として削除。女の子大好きなあたしには絶対に認められない。

「異性婚だけじゃなく一夫一妻制も決めつけちゃってるからハーレムがお望みの会長には二重の意味で都合が悪いですもんね」

　ヒカゲ、すばらしい。今きみは本書の講義を通じていちばんの慧けい眼がんを発揮したよ。

「全然うれしくねえ！　もっと他のとこでほめてほしかった！」

　変えるのはこれくらい、あとの条文はそのままでいい。

「えっ。９条は？　いいんですか？」

　きみたちはほんとうに９条が好きだね。他にもっと大事なことがたくさんあるのに。

「いやだってそのう、……自衛隊と９条って、ど、どうなんです？　問題ないんですか。違憲かどうかは前に訊いて怒られたからやめときますけど」

　違憲かどうか訊いているも同然じゃないか。

　まあ、しかたないから９条の話も少しはしようか。まずは条文だ。




『第９条　日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

　２　前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』




　第１項は戦争の放棄、第２項は戦力の放棄と交戦権の放棄、と呼ばれているね。

　侵略戦争を是ぜとする人間は（少なくともまともに当選の可能性がある政治家やまともに世間に相手される論者には）いないので、この９条が自衛戦争・自衛戦力まで禁止しているのかどうかが最大の争点となる。

　現実として日本は戦力である自衛隊を保持しているね。現政権がこれをどうやって正当化しているかというと、

１：「国際紛争を解決する手段としては」と書かれているのだから、攻めてくる敵から日本を守る手段としては放棄していない。

２：「前項の目的を達するため」と書かれているのだから、前項の目的以外、つまり攻めてくる敵から日本を守るための戦力であれば保持してもかまわない。

　……という理屈だ。

「それも習いましたけど、やっぱり無理あるように見えますね。１はともかく２が日本語解釈として不自然ですよ」

　どう不自然？　面白そうだから説明してみて。

「たとえばですよ、逮捕されて留置場に入れられてる人が、『なんで俺を外に出さないんだ』って警察に訊いたとします。『おまえが高飛びや証拠隠滅しないようにするためだ』って警察は答えますよね。そこで被疑者が『どっちもしない。高飛びや証拠隠滅を防ぐために外出禁止しているというなら、高飛びや証拠隠滅以外の目的の外出は認められるはずだ』って言い張って、じゃあ外出認められるのかっていう話ですよ」

　うんうん、なかなかいいぞヒカゲ。

　この『前項の目的を達するため』という箇所は俗に芦あし田だ修正と呼ばれていて、草案審議の最終段階で挿入されたもので、実際に自衛戦力を認めさせるために入れたものだという説があるんだ。きみほど具体的に論理展開しているのはあまり見ないが、やはりこの挿入句をもって自衛隊が認められるのはおかしい、という主張は根強い。そして政権与党の人間の多くも心の底ではこれが詭き弁べんだと認めている。だって筋が通っていると信じているなら９条は改正の必要がないからね。実に面白いパラドックスだ。

「面白がってる場合じゃないですよ……。これでも改正の必要がないっていうんですか。それとも会長は自衛隊の方を廃止しろっていうんじゃ」

　まさか。そんなのは非現実的だ。

　あたしは自衛隊が大好きなんだ。ゆえに９条改正反対派。

「ええええ？　意味がわかりませんが」

　自衛隊がなぜ《日本国軍》じゃないかというと、９条に反していませんよ、これは陸海空軍じゃないんですからね、というポーズのためなんだ。攻撃機や爆撃機を《支援戦闘機》なんぞと呼ぶのも「自衛のための飛行機でこっちからは攻撃しませんよ」というポーズのため、歩兵科を普通科、砲兵科を特科などと呼ぶのも「兵隊ではありませんよ」というポーズのため、陸軍大佐→一等陸佐とか海軍中尉→二等海尉といった階級名も「軍隊ではないし旧日本軍ともなんの関係もありませんよ」というポーズのためなんだ。あたしはこの自衛隊特有のぎこちなさが好きだ。特に階級名がたまらなく好きだ。９条を改正して正式に日本国軍になったらこれらがみんな失われてしまう！　断固反対！　９条を護れ！

「ちょっ、そ、そんな理由ですかっ？」

　あと、呼称を変えたら書面とか設備のラベルとかの書き換えで億単位の金がかかるよ。無駄じゃないか。

「一転して世知辛い理由！」

　まあ９条を変えても自衛隊のままならべつにいいよ、変えれば？

「いきなりやる気ゼロにならないでくださいよ！」







　最後の９条に関しての無駄話はともかくとして、『自分ならどういう憲法にするか』を考えるのは大切なことじゃないかな。いずれ世界は百万の王国に分解されて、それぞれが自分の国を選ぶ時代がやってくるんだからね。高校の政治経済の授業で、生徒それぞれに自分の憲法草案を書かせてみるべきだと思うよ。

「最後はすごくいいこと言ってる気がしますけどその前の自衛隊好き好き発言のせいで台無しですね……」

　じゃあもうちょっと自衛隊について語ろうか？　制服もなかなか良くてね……

「もうかんべんしてください！」





人権からの卒業







「次の質問は、東京都にお住まいの会社員の方から。『民主主義のデメリットの話はたくさんありましたけど、だからって絶対王政が良いってことにはなりませんよね。どうして狐徹さんは絶対王政を目指すんですか。狐徹さんが国を造るとしたらどんな国になるんでしょうか』」

　お、これはなかなかいい質問じゃないか。講義ではあまり触れられなかった部分を補足できるね。

「僕も気になってました。会長がことあるごとに絶対王政って言いふらしていたのはマジ話だったんですか？　はったりじゃなくて」

　はったりだけで生きているようなきみと一緒にしないでくれ。大マジだ。わたしが建てる国は必ず絶対王政を採用する。

「選挙は無しにするにしても、少人数で合議制、とかじゃだめなんですか」

　だめ。君主ただひとりが主権を有する完全な王政でなくてはいけない。

「それって要するに独裁制ってことですよね。大丈夫なんですかね……？」

　独裁イコール悪という短絡の図式もまた、民主主義信仰のドグマのひとつだね。あたしの講義をここまで修了した読者諸氏には、そういったつまらない思い込みはすっぱりと克服してほしいものだ。

　さて、他の政治体制と比較しての王政のメリットについては、これまでほとんど真面目に論じられたことがなかった。絶対王政の擁護論も廃絶論も、どちらも神学論説が主流だったから、その議論は信仰のパワーゲームに過ぎなかった。

　でも、ごくわずか例外がある。本講でも取り上げたトマス・ホッブズだね。

　彼は社会契約論者の先駆者でありながら、絶対王政の支持者だった。したがって理性的な論旨で王政──ここではホッブズに合わせて君主政治と呼ぼうか──の必然性や必要性を訴えている。『リヴァイアサン』の第十九章では、民主政治や貴族政治に比しての君主政治のメリットを六つも挙げて力説している。このうちの五つはわりとどうでもいいが、第一に挙げられたメリットについての記述は『リヴァイアサン』中の圧巻といっていい。

　すなわち、『君主政治は腐敗しない』。

「あ、なんか講義中もそんなこと言ってましたね。あのときはなんだか会長が興奮しすぎていて詳しく掘り下げませんでしたけど」

　あの章ではジョン・ロックについての話も進めなければいけなくてホッブズについて深く語る余裕がなかったからね。今ここでしっかり解説しよう。

「でも、君主政治が腐敗しないって一体どういうことですか。むしろ腐敗しやすいような気がするんですけど」

　その話の前に、腐敗とは一体なんぞや、という話からだ。

　統治者だって一個の人間だね。自分の欲望があり、生活があり、家族や親しい人間がある。統治者として公益を追及しなきゃいけないのと同時に、私的な利益だって求めたい。そして公私の利益が矛盾するとき、人間というのは感情的な動物なのでどうしても私的な方を優先することがある、とホッブズは説く。これが腐敗だ。ここまではわかるよね。たとえば税金の使い道を決めるのは統治者の最重要の仕事だ。国民の福祉のために使うこともできるし、自分の地元や親しくつきあっている会社を潤すために無駄な公共事業としてばらまくことだってできる。

「よく聞く話ですね……いつの時代もなくならないというか」

　ここでもまたホッブズの冷徹かつ現実的な考え方が炸裂していて、統治者が私利私欲を優先することについて特に悪いとは言っていない。人間というのはそういうものだからそれに合わせて社会を造ろう、というリアリスティックな視座は一貫している。だから政治の『腐敗』というのはあたしが一般人の感覚に合わせてわかりやすく名づけたものだ。

　さて、腐敗をなるべくなくすにはどうしたらいいか。

「それこそ憲法をしっかり作って政治家の勝手な行動を制限しないと……」

　ホッブズはそんなことは考えない。彼は法だの人間の理性だのを信用しない。人間がなによりも感情で動く生き物だという現実を素直に認める。

　だから、「公益と私益がなるべく近い者を統治者にすれば、公益はぐんぐん推し進められる」と彼は説く。

「いやまあそんな人間がいれば都合は良いでしょうけど。いるんですか？　そんなやつ」

　いるよ。絶対君主こそ、公益と私益がぴったり一致する人間だ！

「……な、なんでそんな結論になるんですか？」

　この理由についてのホッブズの記述はとてもわかりにくい。いわく、王の資産や名誉や権力は臣民たちの資産や強さや名声から生じるものであり──

「はい、すみません、わかりません」

　これを国とか政治の話で考えると難しくなるが、会社の話として考えてみるといい。

　モデルとなるのは成長著しいベンチャー企業だ。成長を牽引する有能なカリスマ社長が、たとえばもっと金持ちになりたいと考えたとして、会社の資産を横領すると思う？　あるいはもっと有名になりたいと考えたとして、ノウハウもない映画制作業にいきなり進出して自ら監督主演作を撮る、みたいなことをすると思う？

「……いや、普通に会社の仕事をがんばればいいですよね。金も名声もついてくる」

　その通りだね。

　ワンマン経営者であれば、会社の評価と経営者の評価はほぼイコールだ。社益と私益がぴったり一致する。個人の欲求を満たすために、横領だの無謀な業務変更だのは馬鹿馬鹿しい。仕事に励んで会社の業績をひたすら上げるのがいちばんいい。

「あー、つまり、絶対君主ってのは国っていう企業のワンマン経営者なわけですか」

　うん、ヒカゲもここにきてさすがにまともな洞察をしてくれるようになったね。

　国王と国家の評価も、またイコールの関係となる。だから君主政治では公益と私益がぴったり一致し、腐敗が起きない。

　一方で民主政治や貴族政治では、国の業績と統治者の業績のリンクが弱い。統治者が多数いて、決定権も責任も分散されているからだね。したがって公益と私益の乖離が起きやすく、腐敗もまた起きやすい。これがホッブズの主張。あたしが絶対王政を目指すようになったのもこの思想に触れたからだよ。







　そんなわけであたしが造る国家は、天王寺狐徹という君主が全権を握る絶対王政の国になる。国政の成功はすべてあたしの功績、失敗はすべてあたしの責任。わかりやすいだろう。国政に関わるなにもかもをあたし好みにデザインする。基本的にあたしは自由主義者なので規制はとても少ない国になるだろう。

「なんか、ものすごいところまで許されちゃいそうですよね。人権への配慮とか大丈夫なのかなあって、……僕が心配するようなことでもないんでしょうけど……」

　うん、大切なことを先に言うのを忘れていたね。

　あたしの王国には人権規定はない。

「ええっ？　……えええッ？」

　人権という考え方にはいくつもの問題点がある。

　まず、人権は「すべての人間が生まれながらに与えられている」などと大言壮語したために、その根拠を突き詰めていくとけっきょく神さまを持ち出すしかないという点だ。これは、同じキリスト教を信仰する相手には有効だが、ちがう信仰の持ち主に対しては無力どころか邪魔にさえなる。たとえばインドでは身分制度が未だに強固で、女性も社会的にとてつもなく軽んじられている。そこにキリスト教の神さまが保証する人権なんて考え方を持ち込んだところで、根付くわけがない。彼らには彼らの信仰がある。カースト制度なんて信仰そのものだ。

　そして、人権は「侵すことができない」などと大言壮語したために、人権を制限しようとするときに無用な労力や争いが強いられる問題点もある。人間が共同生活をしている以上、必ずお互いの権利がぶつかり合うし、国が国民の権利を制限しなくてはいけないケースもしょっちゅう発生する。たとえば徴税なんて財産権の侵害、犯罪への刑罰は自由権の侵害だからね。

　さらには、人権が自明なもので確固たるもので不可侵なものだと大言壮語したわりに、その具体的な内容が多岐に渡るうえに、時代の変遷につれて内容や適用範囲がどんどん増えていくという問題点もある。

「大言壮語って言いまくりますね」

　そこが問題の本質だからね。

　本講でも解説したように、かつて人権なんて考えがまるで普及していなかった時代には、神さまの威光を借りて大げさに讃美し、とにかく広めなければいけなかったんだよ。子供を躾けるとき、「寝ないとお化けが来る」とか「噓をつくと閻魔様に舌を抜かれる」とか言うだろう。あれと同じだ。

　でも、人類はもう幼年期の終わりを迎えた。人権という信仰から卒業して、自分の頭で考え始めなきゃいけない。

　何度でも繰り返すが、権利というのは共同幻想だ。個々人が認めるか認めないか、それしかない。「ある」か「ない」かを言い合っても不毛な神学論争にしかならない。そして人間はひとりひとりちがうのだから、認める自由や権利も、認められる自由や権利も、それぞれちがっていていいはずだ。それを人権なんて言葉で無理矢理パッケージングして全人類に同じものを押しつけようとするから問題になる。表現の自由を巡るいざこざなんてその最たるものだよ。

　もうあたしたちはおとなになるべき時期だ。

　思い込みを捨てて、人権を解体し、ひとつひとつの権利について思考停止することなく「認めたらどうなるのか」「認めなかったらどうなるのか」を判断し、自分で選び取るべきだ。そして認める権利や自由が一致する者どうしでコミュニティを作ればよい。どんなものに対して寛容になるのか、どんなものに対して厳格であるのか、それは個々人や個々のコミュニティの選択だ。選択の責任と結果も、また本人たちが負う。

　これがほんとうの社会契約だ。

　やがてすべての人々は学ばなければいけない。どこかの国に属していたいなら、その国の人々が認めてほしいと願っている権利を認めるしかないのだと。他人の自由と権利をまったく認めない人間は、どんな国にも歓迎されず、ひとりで死んでいくしかないのだと。全人類に与えられるべきは人権などというお伽噺の産物じゃない。教育だ。知識と判断力と選択肢だ。

　本書もそのために書いた。願わくはあたしの言葉が読者諸氏の導きとなり、やがては卒業証書となりますように──

　以上、閉講！
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本作品は、二〇一九年一一月、小社より講談社ラノベ文庫として刊行されたものを電子書籍化したものです。





◎本電子書籍内の外部リンクに関して





ご利用の端末によっては、リンク機能が制限され正しく動作しない場合があります。また、リンク先のｗｅｂサイト、メールアドレス、電話番号は、事前のご連絡なく削除あるいは変更されることもございます。ご了承ください。







天てん才さい美び少しょう女じょ生せい徒と会かい長ちょうが教おしえる民みん主しゅ主しゅ義ぎのぶっ壊こわし方かた　生せい徒と会かい探たん偵ていキリカ　番ばん外がい




二〇二〇年一月一日発行

天てん王のう寺じ狐こ徹てつ

©Hikaru Sugii 2020


発行者　森田浩章

発行所　株式会社講談社

　　　　東京都文京区音羽二‐一二‐二一
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◎本電子書籍は、購入者個人の閲覧の目的のためにのみ、ファイルの閲覧が許諾されています。私的利用の範囲をこえる行為は著作権法上、禁じられています。
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